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単板積層材の日本農林規格の一部を改正する件 新旧対照表

○単板積層材の日本農林規格（平成２０年５月１３日農林水産省告示第７０１号） （傍線部分は改正部分）

改正後 改正前

日本農林規格 JAS
0701-1：20XX

単板積層材－第 1 部：一般要求事項 単板積層材の日本農林規格

Laminated Veneer Lumber－ Part 1 : General requirements

1 適用範囲 （適用の範囲）

この規格は，ロータリーレース，スライサーその他の切削機械によって切削した単板を主としてそ 第１条 この規格は、ロータリーレース、スライサーその他の切削機械により切削した単板を主とし

の繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着した木材及び繊維方向が直交する単板を用いた場合にあ てその繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着した一般材及び繊維方向が直交する単板を用いた

っては，直交する単板の合計厚さが製品の厚さの 30 %未満であり，かつ，当該単板の枚数の構成比 場合にあっては、直交する単板の合計厚さが製品の厚さの30％未満であり、かつ、当該単板の枚数

が 30 %以下である木材（以下“単板積層材”という。）に適用する。 の構成比が30％以下である一般材（以下「単板積層材」という。）に適用する。

2 引用規格 （新設）

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求

事項を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 1570 木材保存剤

JIS K 6806 水性高分子－イソシアネート系木材接着剤

3 用語及び定義 （定義）

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。

用 語 定 義

3.1 造作用単板積層 単板積層材のうち、非構造用のもので、素地のもの及び表面（木口面及び側面

造作用単板積層材 材 を除く。）に美観を目的として薄板を貼り付けたもの又はこれらの面に塗装を

単板積層材のうち，非構造用のもので，素地のもの及び表面（木口面及び側面を除く。）に美観を 施したものであって、主として家具・建具の基材、構造物等の内部造作に用い

目的として薄板を貼り付けたもの又はこれらの面に塗装を施したものであって，主として家具・建具 られるものをいう。

の基材，構造物等の内部造作に用いられるもの。

3.2 構造用単板積層 単板積層材のうち、主として構造物の耐力部材として用いられるものをいう。

構造用単板積層材 材

単板積層材のうち，主として構造物の耐力部材として用いられるもの。

3.3 Ａ種構造用単板 構造用単板積層材のうち、主繊維方向に直交する単板を入れないもの又は主繊

A 種構造用単板積層材 積層材 維方向に直交する単板を入れる場合、その使用を最外層の隣接部分に限定した

資料４－５



- 2 -

構造用単板積層材(3.2)のうち，主繊維方向に直交する単板を入れないもの又は主繊維方向に直交 ものをいう。

する単板を入れる場合，その使用を最外層の隣接部分に限定したもの。

3.4 Ｂ種構造用単板 構造用単板積層材のうち、Ａ種構造用単板積層材以外のものであって、第４条

B 種構造用単板積層材 積層材 第３項の基準に適合するものをいう。

構造用単板積層材(3.2)のうち，A 種構造用単板積層材(3.3)以外のものであって，4.2.15 に適合す

るもの。

3.5 厚 さ 単板を積層した方向の長さをいう。

厚さ

単板を積層した方向の長さ。

3.6 幅 表面又は裏面の短辺の長さをいう。

幅

表面の短辺の長さ。

3.7 仕 上 げ 材 造作用単板積層材のうち、材面調整を行い、寸法仕上げをしたものをいう。

仕上げ材

造作用単板積層材(3.1)のうち，材面調整を行い，寸法仕上げをしたもの。

3.8 未 仕 上 げ 材 造作用単板積層材のうち、寸法仕上げをしないものをいう。

未仕上げ材

造作用単板積層材(3.1)のうち，寸法仕上げをしないもの。

3.9 二 次 接 着 造作用単板積層材にあっては単板積層材同士の積層方向、幅方向及び長さ方向

二次接着 の接着を、構造用単板積層材にあっては同一の等級及び同一条件で製造された

造作用単板積層材(3.1)にあっては単板積層材同士の積層方向，幅(3.6)方向及び長さ方向の接着。 構造用単板積層材同士の積層方向の接着をいう。

構造用単板積層材(3.2)にあっては同一の等級及び同一条件で製造された構造用単板積層材(3.2)同
士の積層方向の接着。

3.10 使 用 環 境 Ａ 構造用単板積層材の含水率が長期間継続的に又は断続的に19％を超える環境、

使用環境 A 直接外気にさらされる環境、太陽熱等より長期間断続的に高温になる環境、構

構造用単板積層材(3.2)の含水率が長期間継続的に又は断続的に 19 %を超える環境，直接外気にさ 造物の火災時でも高度の接着性能を要求される環境その他構造物の耐力部材と

らされる環境，太陽熱等によって長期間断続的に高温になる環境，構造物の火災時でも高度の接着性 して、接着剤の耐水性、耐候性又は耐熱性について高度な性能が要求される使

能を要求される環境その他構造物の耐力部材として，接着剤の耐水性，耐候性又は耐熱性について高 用環境をいう。

度な性能が要求される使用環境。

3.11 使 用 環 境 Ｂ 構造用単板積層材の含水率が時々19％を超える環境、太陽熱等により時々高温

使用環境 B になる環境、構造物の火災時でも高度の接着性能を要求される環境その他構造

構造用単板積層材(3.2)の含水率が時々 19 %を超える環境，太陽熱等によって時々高温になる環境， 物の耐力部材として、接着剤の耐水性、耐候性又は耐熱性について通常の性能

構造物の火災時でも高度の接着性能を要求される環境その他構造物の耐力部材として，接着剤の耐水 が要求される使用環境をいう。

性，耐候性又は耐熱性について通常の性能が要求される使用環境。

3.12 使 用 環 境 Ｃ 構造用単板積層材の含水率が時々19％を超える環境、太陽熱等により時々高温

使用環境 C になる環境その他構造物の耐力部材として、接着剤の耐水性、耐候性又は耐熱

構造用単板積層材(3.2)の含水率が時々 19 %を超える環境，太陽熱等によって時々高温になる環境 性について通常の性能が要求される使用環境をいう。

その他構造物の耐力部材として，接着剤の耐水性，耐候性又は耐熱性について通常の性能が要求され

る使用環境。
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4 品質 （新設）

（造作用単板積層材の規格）

4.1 造作用単板積層材 第３条 造作用単板積層材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

4.1.1 接着の程度 品 接着の程度 別記の３の(1)の温水浸せき剝離試験の結果、試験片の同一接着層における剝

JAS 0701-2 の 4.1 温水浸せき剝離試験の結果，試験片の同一接着層における剝離した部分の長さが， 質 離した部分の長さが、それぞれの側面において３分の１以下であること。

それぞれの側面において 3分の 1以下でなければならない。

4.1.2 含水率 含 水 率 別記の３の(7)の含水率試験の結果、同一試料単板積層材から採取した試験片

JAS 0701-2 の 4.7 含水率試験の結果，同一試料単板積層材から採取した試験片の含水率の平均値が の含水率の平均値が14％以下であること。

14 %以下でなければならない。

4.1.3 温度変化に対する耐候性（表面に化粧加工を施したものに限る。） 温度変化に 別記の３の(8)の寒熱繰返し試験の結果、試験片の表面に割れ、ふくれ、しわ、

JAS 0701-2 の 4.8 寒熱繰返し試験の結果，試験片の表面に割れ，ふくれ，しわ，変色及び目やせが 対する耐候 変色及び目やせが生じず、かつ、寸法が比較的安定していること。

生じず，かつ，寸法が比較的安定していなければならない。 性（表面に

化粧加工を

施したもの

に限る。）

4.1.4 防虫処理（防虫処理を施した旨の表示をしてあるものに限る。） 防虫（防虫 ほう素化合物で処理するものにあっては単板処理法、フェニトロチオン、ビフ

ほう素化合物で処理するものにあっては単板処理法，フェニトロチオン，ビフェントリン又はシフ 処理を施し ェントリン又はシフェノトリンで処理するものにあっては接着剤混入法により

ェノトリンで処理するものにあっては接着剤混入法によって防虫処理が行われており，かつ，JAS た旨の表示 防虫処理が行われており、かつ、別記の３の(11)の防虫処理試験の結果、薬剤

0701-2 の 4.12 防虫処理試験の結果，薬剤の吸収量が次のとおりでなければならない。 をしてある の吸収量が次のとおりであること。

a) ほう素化合物 ほう酸で処理したものにあっては，1.2 kg/m3
以上であること。 も の に 限 １ ほう素化合物で処理したものにあっては、ほう酸の吸収量が1.2kg／ｍ３以

る。） 上であること。

b) フェニトロチオン フェニトロチオンで処理したものにあっては，0.1 kg/m3
以上 0.5 kg/m3

以下 ２ フェニトロチオンで処理したものにあっては、フェニトロチオンの吸収量

であること。 が0.1kg／ｍ３以上0.5kg／ｍ３以下であること。

c) ビフェントリン ビフェントリンで処理したものにあっては，0.01 kg/m3
以上 0.05 kg/m3

以下こ ３ ビフェントリンで処理したものにあっては、ビフェントリンの吸収量が

と。 0.01kg／ｍ３以上0.05kg／ｍ３以下であること。

d) シフェノトリン シフェノトリンで処理したものにあっては，0.01 kg/m3
以上 0.05 kg/m3

以下で ４ シフェノトリンで処理したものにあっては、シフェノトリンの吸収量が

あること。 0.01kg／ｍ３以上0.05kg／ｍ３以下であること。

注記 1 単板処理法とは，防虫剤を散布し，又は吹き付けた生単板を堆積し，薬剤を拡散浸透さ

せる方法をいう。

注記 2 接着剤混入法とは，防虫剤を混入した接着剤を単板（表面単板又は裏面単板として用い

るものにあっては厚さ 2.0 mm以下，心板又はそえ心板として用いるものにあっては厚

さ 4.0 mm以下のものに限る。）に塗布し，これをプレスして接着する際に薬剤を浸透

させる方法をいう。

4.1.5 ホルムアルデヒド放散量 ホルムアル 別記の３の(12)のホルムアルデヒド放散量試験において、別記の１により抜き

JAS 0701-2 の 4.13 ホルムアルデヒド放散量試験において，附属書 A の A.1 によって抜き取られた デヒド放散 取られた試料単板積層材のホルムアルデヒド放散量の平均値及び最大値が、性

試料単板積層材のホルムアルデヒド放散量の平均値及び最大値が、性能区分に応じ，それぞれ表 1 の 量 能区分に応じ、それぞれ表１の数値以下であること。ただし、ホルムアルデヒ

数値以下でなければならない。ただし，ホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散 ドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料を使用していないことを



- 4 -

する塗料を使用していないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては，この 登録認証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては、この限りでない。

限りでない。

表 1 －ホルムアルデヒド放散量の基準 表１ ホルムアルデヒド放散量の基準

単位 mg/L
性能区分 平均値 最大値 性 能 区 分 平 均 値 最 大 値

F☆☆☆☆ 0.3 0.4 Ｆ☆☆☆☆ 0.3mg／Ｌ 0.4mg／Ｌ

F☆☆☆ 0.5 0.7 Ｆ☆☆☆ 0.5mg／Ｌ 0.7mg／Ｌ

F☆☆ 1.5 2.1 Ｆ☆☆ 1.5mg／Ｌ 2.1mg／Ｌ

F☆ 5.0 7.0 Ｆ☆ 5.0mg／Ｌ 7.0mg／Ｌ

4.1.6 表面の品質 表 表面に 第２項(1)に規定する表面の品質の基準の１等、２等又は３等に適合すること。

4.1.6.1 表面に化粧加工を施さないもの 面 化粧加

表 2 の基準に適合しなければならない。 の 工を施

品 さない

表 2 －表面に化粧加工を施さないものの表面の品質の基準 質 もの

事項 基準

1等 2等 3等
生き節又 長径が 10 mm以下であるこ － －

は死に節 と。

抜け節又 ないこと。ただし，透き間 抜け落ちた部分又は穴の長 抜け落ちた部分又は穴の長

は穴 がないものであって，脱落 径が 10 mm以下であるこ 径が 40 mm以下であるこ

又は陥没するおそれがない と。ただし，これを超える と。ただし，これを超える

ように補修されているもの もののうち透き間がないも もののうち透き間がないも

にあっては，この限りでは のであって，脱落又は陥没 のであって，脱落又は陥没

ない。 するおそれがないように補 するおそれがないように補

修されているものにあって 修されているものにあって

は，この限りではない。 は，この限りではない。

入り皮， 長径が 15 mm以下であるこ 顕著でないこと。 顕著でないこと。

やにつぼ と。ただし，透き間がない

又はみみ ものであって，脱落又は陥

ず 没するおそれがないように

補修されているものにあっ

ては，この限りでない。

腐れ ないこと。 ないこと。 ないこと。

開口した ないこと。ただし，透き間 長さが材長の 20 %以下， 長さが材長の 50 %以下，

割れ，は がないものであって，脱落 幅が 1.5 mm以下であり， 幅が 6 mm 以下であるこ

ぎ目の透 又は陥没するおそれがない かつ，その個数が 2個以下 と。

き間又は ように補修されているもの であること。

欠け にあっては，この限りでは

ない。
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横割れ又 ないこと。 ないこと。 極めて軽微であること。

は接合の

透き間

その他の 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

欠点

注記 二次加工されることが明らかなものを補修する場合にあっては，二次加工に影響のない方

法で行われていること。

4.1.6.2 表面に化粧加工を施したもの 表面に 第２項(2)に規定する表面の品質の基準に適合すること。

次の a)から h)に適合しなければならない。 化粧加

a) 塗装の状態（塗装加工を施したものに限る。） 良好であること。 工を施

b) 節，いきこぶあと，入り皮又は変色 木材質特有の状態を強調し，かつ，特徴づけるものにあっ したも

ては，数，大きさ，程度，位置等の状態が調和しており，それ以外のものにあっては，長径が 10 mm の

以下であること。

c) 虫穴 ないこと。

d) 腐れ ないこと。

e) はがれ，ふくれ，きれつ又はプレスマーク ないこと。

f) 補修 材色又は木理が周囲の材と調和し，補修部分の透き間がなく，脱落又は陥没のおそれがな

いこと。

g) みぞつけその他の加工 整っていて良好であること。

h) その他の欠点 極めて軽微であること。

4.1.7 表面以外の単板の品質 表面以外の 第３項に規定する表面以外の単板の品質の基準に適合すること。

次の a)から e)に適合しなければならない。 単板の品質

a) 抜け節又は穴 抜け落ちた部分又は穴の長径が 40 mm以下であること。

b) 入り皮、やにつぼ又はみみず 顕著でないこと。

c) 腐れ ないこと。

d) 横割れ 軽微であること。

e) その他の欠点 顕著でないこと。

4.1.8 曲がり，反り及びねじれ 曲がり、反 利用上支障のないこと。

利用上支障があってはならない。 り及びねじ

れ

4.1.9 木口面及び側面の品質（単板の重なり及び透き間に限る。） 木口面及び 利用上支障のないこと。

利用上支障があってはならない。 側面の品質

（単板の重

なり及び透

き 間 に 限

る。）

4.1.10 二次接着の仕上げ 二次接着の 積層及び幅方向の接着については、接着仕上げが良好であり、被着材の外観に

積層及び幅方向の接着については，接着仕上げが良好であり，被着材の外観に調和がとれていなけ 仕上げ 調和がとれていること。また、単板積層材同士の長さ方向の接合接着部はフィ

ればならない。また，単板積層材同士の長さ方向の接合接着部はフィンガージョイントとし、造作用 ンガージョイントとし、造作用材として利用上支障のない強度を有し、接着仕
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材として利用上支障のない強度を有し，接着仕上げが良好であり，被着材の外観に調和がとれていな 上げが良好であり、被着材の外観に調和がとれていること。

ければならない。

4.1.11 寸法 寸 法 表示された寸法と測定した寸法との差が表２の数値以下であること。

JAS 0701-2 の 4.11 寸法測定の結果，表示された寸法と測定した寸法との差が表 3 の数値以下でな

ければならない。ただし，厚さ，幅及び長さの寸法の許容差について，特に要求のある場合には製造

業者、販売業者又は輸入業者と販売先の協定等による。

表 3 －寸法の許容差 表２ 寸法の許容差

単位 mm （単位：mm）

区分 表示された寸法と測定した寸法との差 区 分 表示された寸法と測定した寸法との差

厚さ及 仕上げ材 ±1.0 厚さ 仕上げ材 ±1.0

び幅 未仕上げ材 ＋ 3.0 － 0 及び 未仕上げ材 ＋3.0 、 －0

幅

長さ ＋制限なし － 1.0 長 さ ＋制限なし、－1.0

（削る） 表 表 示 事 項 １ 次の事項を一括して表示してあること。

示 (1) 品名

(2) 寸法

(3) ホルムアルデヒド放散量（４又は５に規定する表示をする場合を除く。）

(4) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては、輸入業者）の氏名又は名称

及び所在地

２ 表面に化粧加工を施したものにあっては、１に規定するもののほか、化粧

加工の方法を一括して表示してあること。

３ 防虫処理を施した旨の表示をしてあるものにあっては、１又は２に規定す

るもののほか、使用した防虫剤の種類を一括して表示してあること。

４ 塗装したものであって、ホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデ

ヒドを放散する塗料を使用していないことを登録認証機関又は登録外国認証

機関が認めた場合にあっては、１から３までに規定するもののほか、非ホル

ムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料を使用してい

る旨を表示することができる。なお、その旨を表示する場合にあっては、一

括表示するものとする。

５ 塗装していないものであって、ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用して

いないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては、

１から３までに規定するもののほか、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用し

ている旨を表示することができる。なお、その旨を表示する場合にあっては、

一括表示するものとする。

６ こりに表示する場合にあっては、１から５までに規定するもののほか、入

り数を一括して表示してあること。

（削る） 表示の方法 １ 表示事項の項の１の(1)から(3)までに掲げる事項の表示は、次に規定する
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方法により行われていること。

(1) 品 名

仕上げ材にあっては「造作用単板積層材」と、未仕上げ材にあっては「造

作用単板積層材（未仕上げ）」と記載すること。

(2) 寸 法

厚さ、幅及び長さをミリメートル、センチメートル又はメートルの単位

で、単位を明記して記載すること。

(3) ホルムアルデヒド放散量

性能区分がＦ☆☆☆☆のものにあっては「Ｆ☆☆☆☆」と、性能区分が

Ｆ☆☆☆のものにあっては「Ｆ☆☆☆」と、性能区分がＦ☆☆のものにあ

っては「Ｆ☆☆」と、性能区分がＦ☆のものにあっては「Ｆ☆」と記載す

ること。

２ 表示事項の項の２により、化粧加工の方法を表示する場合には、天然木の

単板を表面に貼ったものにあっては「天然木化粧加工」と、表面に塗装加工

を施したものにあっては「塗装加工」と記載してあること。

３ 表示事項の項の３により、防虫剤の種類を表示する場合には、使用した薬

剤の種類について、次の(1)から(4)までに規定するところにより記載してあ

ること。

(1) ほう素化合物にあっては、「防虫処理ほう素化合物」又は「防虫処理Ｂ」

と記載すること。

(2) フェニトロチオンにあっては、「防虫処理フェニトロチオン」又は「防

虫処理ＦＥ」と記載すること。

(3) ビフェントリンにあっては、「防虫処理ビフェントリン」又は「防虫処

理ＢＦ」と記載すること。

(4) シフェノトリンにあっては、「防虫処理シフェノトリン」又は「防虫処

理ＣＦ」と記載すること。

４ 表示事項の項の４により、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ

ヒドを放散しない塗料を使用している旨の表示をする場合には、「非ホルム

アルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用」と記載す

ること。

５ 表示事項の項の５により、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨

の表示をする場合には、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」と記載するこ

と。

６ 表示事項の項に規定する事項の表示は、別記様式により、各個又は各こり

ごとに見やすい箇所にしてあること。

（削る） 表示禁止事項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

(1) 表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する用語

(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示

（削る） 注 １ 温水浸せき剝離試験、含水率試験、寒熱繰返し試験、防虫処理試験及びホルムアルデヒド
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放散量試験の試験試料の採取については、別記１による。

（削る） ２ １の試験（ホルムアルデヒド放散量試験を除く。）の結果の判定については、別記２によ

る。

３ 単板処理法とは、防虫剤を散布し、又は吹き付けた生単板を堆積し、薬剤を拡散浸透させ

る方法をいう。

４ 接着剤混入法とは、防虫剤を混入した接着剤を単板（表面単板又は裏面単板として用いる

ものにあっては厚さ2.0㎜以下、心板又はそえ心板として用いるものにあっては厚さ4.0㎜以

下のものに限る。）に塗布し、これをプレスして接着する際に薬剤を浸透させる方法をいう。

（削る） ２ 前項の表面の品質の基準は、次の表のとおりとする。

(1) 表面に化粧加工を施さないもの

基 準
事 項

１ 等 ２ 等 ３ 等

生き節又は死に 長径が10mm以下であるこ － －

節 と。

抜け節又は穴 ないこと。ただし、透き 抜け落ちた部分又は穴の 抜け落ちた部分又は穴の

間がないものであって、 長径が10㎜以下であるこ 長径が40㎜以下であるこ

脱落又は陥没するおそれ と。ただし、これを超え と。ただし、これを超え

がないように補修されて るもののうち透き間がな るもののうち透き間がな

いるものにあっては、こ いものであって、脱落又 いものであって、脱落又

の限りではない。 は陥没するおそれがない は陥没するおそれがない

ように補修されているも ように補修されているも

のにあっては、この限り のにあっては、この限り

ではない。 ではない。

入り皮、やにつ 長径が15㎜以下であるこ 顕著でないこと。 顕著でないこと。

ぼ又はみみず と。ただし、透き間がな

いものであって、脱落又

は陥没するおそれがない

ように補修されているも

のにあっては、この限り

でない。

腐 れ ないこと。 ないこと。 ないこと。

開口した割れ、 ないこと。ただし、透き 長さが材長の20％以下、 長さが材長の50％以下、

はぎ目の透き間 間がないものであって、 幅が1.5mm以下であり、 幅が６mm以下であるこ

又は欠け 脱落又は陥没するおそれ かつ、その個数が２個以 と。

がないように補修されて 下であること。

いるものにあっては、こ

の限りではない。

横割れ又は接合 ないこと。 ないこと。 極めて軽微であること。

の透き間
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その他の欠点 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

(注) 二次加工されることが明らかなものを補修する場合にあっては、二次加工に影響のない方法

で行われていること。

(2) 表面に化粧加工を施したもの

事 項 基 準

塗装の状態（塗 良好であること。

装加工を施した

ものに限る。）

節、いきこぶあ 木材質特有の状態を強調し、かつ、特徴づけるものにあっては、数、大きさ、

と、入り皮又は 程度、位置等の状態が調和しており、それ以外のものにあっては、長径が10mm

変色 以下であること。

虫 穴 ないこと。

腐 れ ないこと。

はがれ、ふくれ、 ないこと。

きれつ又はプレ

スマーク

補 修 材色又は木理が周囲の材と調和し、補修部分の透き間がなく、脱落又は陥没の

おそれがないこと。

みぞつけその他 整っていて良好であること。

の加工

その他の欠点 極めて軽微であること。

（削る） ３ 第１項の表面以外の単板の品質の基準は、次のとおりとする。

事 項 基 準

抜け節又は穴 抜け落ちた部分又は穴の長径が40㎜以下であること。

入り皮、やにつ 顕著でないこと。

ぼ又はみみず

腐 れ ないこと。

横 割 れ 軽微であること。

その他の欠点 顕著でないこと。
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（削る） （構造用単板積層材の規格）

第４条 構造用単板積層材の規格は、次のとおりとする。

区 分
基 準

4.2 構造用単板積層材 特 級 １ 級 ２ 級

（削る） 品 厚 さ 25mm以上であること。

4.2.1 接着の程度 接着の程度 １ 次の(1)、(2)及び(4)の要件を満たし、又は次の(3)及び(4)の要件を満た

a) 次の 1)，2)及び 4)の要件，又は次の 3)及び 4)の要件を満たさなければならない。 質 すこと。

1) JAS 0701-2 の 4.2 冷水浸せき剝離試験の結果，試験片の 4側面における剝離率が 5 %以下であ (1) 別記の３の(2)の冷水浸せき剝離試験の結果、試験片の４側面における

り，かつ，同一接着層における剝離の長さがそれぞれの側面において当該接着層の長さの 4分 剝離率が５％以下であり、かつ、同一接着層における剝離の長さがそれぞ

の 1以下であること。 れの側面において当該接着層の長さの４分の１以下であること。

2) JAS 0701-2 の 4.3 煮沸剝離試験の結果，試験片の 4側面における剝離率が 5 %以下であり，か (2) 別記の３の(3)の煮沸剝離試験の結果、試験片の４側面における剝離率

つ，同一接着層における剝離の長さがそれぞれの側面において当該接着層の長さの 4分の 1以 が５％以下であり、かつ、同一接着層における剝離の長さがそれぞれの側

下であること。 面において当該接着層の長さの４分の１以下であること。

3) JAS 0701-2 の 4.4 減圧加圧剝離試験の結果，試験片の 4側面における剝離率が 5 %以下であり， (3) 別記の３の(4)の減圧加圧剝離試験の結果、試験片の４側面における剝

かつ，同一接着層における剝離の長さがそれぞれの側面において当該接着層の長さの 4 分の 1 離率が５％以下であり、かつ、同一接着層における剝離の長さがそれぞれ

以下であること。 の側面において当該接着層の長さの４分の１以下であること。

4) JAS 0701-2 の 4.5 水平せん断試験の結果，せん断強さが，A種構造用単板積層材にあっては表 4， (4) 別記の３の(5)の水平せん断試験の結果、せん断強さが、Ａ種構造用単

B種構造用単板積層材にあっては表 5 の数値以上であること。 板積層材にあっては表３、Ｂ種構造用単板積層材にあっては表４の数値以

上であること。

表 4 － A 種構造用単板積層材のせん断強さの基準 表３ Ａ種構造用単板積層材のせん断強さの基準

単位 MPa又は N/mm2

水平せん断区分 せん断強さ せん断強さ（MPa又はＮ／mm２）

縦使い方向（V) 平使い方向（H） 水平せん断区分 縦使い方向 平使い方向

65V－ 55H 6.5 5.5 65Ｖ－55Ｈ 6.5 5.5

60V－ 51H 6.0 5.1 60Ｖ－51Ｈ 6.0 5.1

55V－ 47H 5.5 4.7 55Ｖ－47Ｈ 5.5 4.7

50V－ 43H 5.0 4.3 50Ｖ－43Ｈ 5.0 4.3

45V－ 38H 4.5 3.8 45Ｖ－38Ｈ 4.5 3.8

40V－ 34H 4.0 3.4 40Ｖ－34Ｈ 4.0 3.4

35V－ 30H 3.5 3.0 35Ｖ－30Ｈ 3.5 3.0

表 5 － B 種構造用単板積層材のせん断強さの基準 表４ Ｂ種構造用単板積層材のせん断強さの基準

単位 MPa又は N/mm2

水平せん断区分 せん断強さ せん断強さ（MPa又はＮ／mm２）

縦使い方向（V) 平使い方向（H） 水平せん断区分 縦使い方向 平使い方向

65V－ 43H 6.5 4.3 65Ｖ－43Ｈ 6.5 4.3

60V－ 40H 6.0 4.0 60Ｖ－40Ｈ 6.0 4.0

55V－ 36H 5.5 3.6 55Ｖ－36Ｈ 5.5 3.6
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50V－ 33H 5.0 3.3 50Ｖ－33Ｈ 5.0 3.3

45V－ 30H 4.5 3.0 45Ｖ－30Ｈ 4.5 3.0

40V－ 26H 4.0 2.6 40Ｖ－26Ｈ 4.0 2.6

35V－ 23H 3.5 2.3 35Ｖ－23Ｈ 3.5 2.3

30V－ 20H 3.0 2.0 30Ｖ－20Ｈ 3.0 2.0

25V－ 16H 2.5 1.6 25Ｖ－16Ｈ 2.5 1.6

b) 二次接着したものにあっては，a)に定めるほか，次の 1)又は 2)の要件を満たさなければならない。 ２ 二次接着したものにあっては、１に定めるほか、次の(1)又は(2)の要件を

満たすこと。

1) JAS 0701-2 の 4.5 水平せん断試験の結果，二次接着層を含む試験片のせん断強さ（平使い方向） (1) 別記の３の(5)の水平せん断試験の結果、二次接着層を含む試験片のせ

が，A種構造用単板積層材にあっては表 6 の①の数値以上であること。 ん断強さ（平使い方向）が、Ａ種構造用単板積層材にあっては表５の①の

数値以上であること。

2) JAS 0701-2 の 4.6 ブロックせん断試験の結果，二次接着層のせん断強さが，A種構造用単板積 (2) 別記３の(6)のブロックせん断試験の結果、二次接着層のせん断強さが、

層材にあっては表 6 の②，B種構造用単板積層材にあっては表 7 の数値以上であること。 Ａ種構造用単板積層材にあっては表５の②、Ｂ種構造用単板積層材にあっ

ては表６の数値以上であること。

表 6 －二次接着をした A 種構造用単板積層材のせん断強さの基準 表５ 二次接着をしたＡ種構造用単板積層材のせん断強さの基準

単位 MPa又は N/mm2

水平せん断区分 せん断強さ 水平せん断区分 せん断強さ（MPa又はＮ／mm２）

① ② ① ②

65V－ 55H 5.5 6.5 65Ｖ－55Ｈ 5.5 6.5

60V－ 51H 5.1 6.0 60Ｖ－51Ｈ 5.1 6.0

55V－ 47H 4.7 5.5 55Ｖ－47Ｈ 4.7 5.5

50V－ 43H 4.3 5.0 50Ｖ－43Ｈ 4.3 5.0

45V－ 38H 3.8 4.5 45Ｖ－38Ｈ 3.8 4.5

40V－ 34H 3.4 4.0 40Ｖ－34Ｈ 3.4 4.0

35V－ 30H 3.0 3.5 35Ｖ－30Ｈ 3.0 3.5

表 7 －二次接着をした B 種構造用単板積層材のせん断強さの基準 表６ 二次接着をしたＢ種構造用単板積層材のせん断強さの基準

単位 MPa又は N/mm2

水平せん断区分 せん断強さ 水平せん断区分 せん断強さ（MPa又はＮ／mm２）

65V－ 43H 5.1 65Ｖ－43Ｈ 5.1

60V－ 40H 4.8 60Ｖ－40Ｈ 4.8

55V－ 36H 4.3 55Ｖ－36Ｈ 4.3

50V－ 33H 3.9 50Ｖ－33Ｈ 3.9

45V－ 30H 3.6 45Ｖ－30Ｈ 3.6

40V－ 26H 3.1 40Ｖ－26Ｈ 3.1

35V－ 23H 2.7 35Ｖ－23Ｈ 2.7

30V－ 20H 2.4 30Ｖ－20Ｈ 2.4

25V－ 16H 1.9 25Ｖ－16Ｈ 1.9
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4.2.2 含水率 含 水 率 別記の３の(7)の含水率試験の結果、同一試料単板積層材から採取した試験片

JAS 0701-2 の 4.7 含水率試験の結果，同一試料単板積層材から採取した試験片の含水率の平均値が の含水率の平均値が14％以下であること。

14 %以下でなければならない。

4.2.3 曲げ性能 曲 げ 性 能 別記の３の(9)の曲げ試験の結果、次に掲げる条件を満たすこと。

JAS 0701-2 の 4.9 曲げ試験の結果，次に掲げる条件を満たさなければならない。

a) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の曲げヤング係数の平均値が， (1) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の曲げ

A 種構造用単板積層材にあっては表 8，B 種構造用単板積層材にあっては表 9 の曲げヤング係数 ヤング係数の平均値が、Ａ種構造用単板積層材にあっては表７、Ｂ種構造

の平均値の欄の数値以上であること。 用単板積層材にあっては表８の曲げヤング係数の平均値の欄の数値以上で

あること。

b) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の 95 %以上の曲げヤング係数 (2) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の95％

が，A 種構造用単板積層材にあっては表 8，B 種構造用単板積層材にあっては表 9 の曲げヤング 以上の曲げヤング係数が、Ａ種構造用単板積層材にあっては表７、Ｂ種構

係数の下限値の欄の数値以上であること。 造用単板積層材にあっては表８の曲げヤング係数の下限値の欄の数値以上

であること。

c) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の 95 %以上の曲げ強さが，A (3) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の95％

種構造用単板積層材にあっては表 8，B 種構造用単板積層材にあっては表 9 の曲げ強さの欄の格 以上の曲げ強さが、Ａ種構造用単板積層材にあっては表７、Ｂ種構造用単

付しようとする等級の数値以上であること。 板積層材にあっては表８の曲げ強さの欄の格付しようとする等級の数値以

上であること。

表 8 － A 種構造用単板積層材の曲げ性能の基準 表７ Ａ種構造用単板積層材の曲げ性能の基準

曲げヤング係 曲げヤング係数 曲げ強さ 曲げヤング係数 曲げ強さ（MPa又はＮ／mm２）

数区分 GPa又は 103N/mm2 MPa又は N/mm2
曲げヤング （GPa又は10３Ｎ／mm２）

平均値 下限値 特級 1級 2級 係数区分 平均値 下限値 特 級 １ 級 ２ 級

平使い 縦使い 平使い 縦使い

180E 18.0 15.5 67.5 58.0 67.5 48.5 67.5 180Ｅ 18.0 15.5 67.5 58.0 48.5

58.0 58.0
48.5

160E 16.0 14.0 60.0 51.5 60.0 43.0 60.0 160Ｅ 16.0 14.0 60.0 51.5 43.0

51.5 51.5
43.0

140E 14.0 12.0 52.5 45.0 52.5 37.5 52.5 140Ｅ 14.0 12.0 52.5 45.0 37.5

45.0 45.0
37.5

120E 12.0 10.5 45.0 38.5 45.0 32.0 45.0 120Ｅ 12.0 10.5 45.0 38.5 32.0

38.5 38.5
32.0

110E 11.0 9.0 41.0 35.0 41.0 29.5 41.0 110Ｅ 11.0 9.0 41.0 35.0 29.5

35.0 35.0
29.5

100E 10.0 8.5 37.5 32.0 37.5 27.0 37.5 100Ｅ 10.0 8.5 37.5 32.0 27.0
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32.0 32.0
27.0

90E 9.0 7.5 33.5 29.0 33.5 24.0 33.5 90Ｅ 9.0 7.5 33.5 29.0 24.0

29.0 29.0
24.0

80E 8.0 7.0 30.0 25.5 30.0 21.5 30.0 80Ｅ 8.0 7.0 30.0 25.5 21.5

25.5 25.5
21.5

70E 7.0 6.0 26.0 22.5 26.0 18.5 26.0 70Ｅ 7.0 6.0 26.0 22.5 18.5

22.5 22.5
18.5

60E 6.0 5.0 22.5 19.0 22.5 16.0 22.5 60Ｅ 6.0 5.0 22.5 19.0 16.0

19.0 19.0
16.0

50E 5.0 4.2 18.5 16.0 18.5 13.0 18.5 50Ｅ 5.0 4.2 18.5 16.0 13.0

16.0 16.0
13.0

注記 曲げ強さの特級については、平使い及び縦使いともに同じ数値とする。

表 9 － B 種構造用単板積層材の曲げ性能の基準 表８ Ｂ種構造用単板積層材の曲げ性能の基準

曲げヤン 曲げヤング係数 曲げ強さ
曲げヤング

曲げヤング係数 曲げ強さ

グ係数区 GPa又は 103N/mm2 MPa又は N/mm2

係数区分
（GPa又は10３Ｎ／mm２） （MPa又はＮ／mm２）

分 平均値 下限値 平均値 下限値

140E 14.0 12.0 37.5 140Ｅ 14.0 12.0 37.5

120E 12.0 10.5 32.0 120Ｅ 12.0 10.5 32.0

110E 11.0 9.0 29.5 110Ｅ 11.0 9.0 29.5

100E 10.0 8.5 27.0 100Ｅ 10.0 8.5 27.0

90E 9.0 7.5 24.0 90Ｅ 9.0 7.5 24.0

80E 8.0 7.0 21.5 80Ｅ 8.0 7.0 21.5

70E 7.0 6.0 18.5 70Ｅ 7.0 6.0 18.5

60E 6.0 5.0 16.0 60Ｅ 6.0 5.0 16.0

50E 5.0 4.2 13.0 50Ｅ 5.0 4.2 13.0

40E 4.0 3.0 10.5 40Ｅ 4.0 3.0 10.5

30E 3.0 2.5 8.0 30Ｅ 3.0 2.5 8.0

4.2.4 めり込み性能（A 種構造用単板積層材のうち，めり込み性能の表示をしてあるものに限る。） めり込み性 別記の３の(10)のめり込み試験の結果、次に掲げる条件を満たすこと。

JAS 0701-2 の 4.10 めり込み試験の結果，次に掲げる条件を満たさなければならない。 能（Ａ種構

a) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の部分圧縮比例限度の平均値 造用単板積 (1) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の部分

が，5.4 b)の表示の区分及び表示する方向に応じ，表 10 の部分圧縮比例限度の平均値の欄の数値 層 材 の う 圧縮比例限度の平均値が、表示の区分に応じ、表９の部分圧縮比例限度の

以上であること。 ち、めり込 平均値の欄の数値以上であること。
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b) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の 95 %以上の部分圧縮比例限 み性能（縦 (2) 同一の荷口から抜き取られた試料単板積層材から採取した試験片の95％

度の下限値が，5.4 b)の表示の区分及び表示する方向に応じ，表 10 の部分圧縮比例限度の下限値 使い方向） 以上の部分圧縮比例限度の下限値が、表示の区分に応じ、表９の部分圧縮

の欄の数値以上であること。 の表示をし 比例限度の下限値の欄の数値以上であること。

表 10 －めり込み性能の基準 てあるもの 表９ めり込み性能の基準

単位 MPa又は N/mm2 に限る。） 部分圧縮比例限度

表示の区分 部分圧縮比例限度 表示の区分 （MPa又はＮ／mm２）

平均値 下限値 平均値 下限値

180Bと表示するもの 12.0 8.0 180Ｂと表示するもの 12.0 8.0

160Bと表示するもの 10.8 7.5 160Ｂと表示するもの 10.8 7.5

135Bと表示するもの 9.0 6.0 135Ｂと表示するもの 9.0 6.0

90Bと表示するもの 6.0 4.0 90Ｂと表示するもの 6.0 4.0

4.2.5 ホルムアルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるものに限る。） ホルムアル 別記の３の(12)のホルムアルデヒド放散量試験において、別記の１により抜き

JAS 0701-2 の 4.13 ホルムアルデヒド放散量試験の結果，同一の荷口から抜き取られた試料単板積 デヒド放散 取られた試料単板積層材のホルムアルデヒド放散量の平均値及び最大値が、表

層材のホルムアルデヒド放散量の平均値及び最大値が，表示の区分に応じ，それぞれ表 11 の数値以 量（ホルム 示の区分に応じ、それぞれ表10の数値以下であること。

下でなければならない。 アルデヒド

放散量につ

表 11 －ホルムアルデヒド放散量の基準 いての表示 表10 ホルムアルデヒド放散量の基準

単位 mg/L をしてある

表示の区分 平均値 最大値 も の に 限 表示の区分 平均値 最大値

Ｆ☆☆☆☆と表示するもの 0.3 0.4 る。） Ｆ☆☆☆☆と表示するもの 0.3㎎／Ｌ 0.4㎎／Ｌ

Ｆ☆☆☆と表示するもの 0.5 0.7 Ｆ☆☆☆と表示するもの 0.5㎎／Ｌ 0.7㎎／Ｌ

Ｆ☆☆と表示するもの 1.5 2.1 Ｆ☆☆と表示するもの 1.5㎎／Ｌ 2.1㎎／Ｌ

Ｆ☆と表示するもの 5.0 7.0 Ｆ☆と表示するもの 5.0㎎／Ｌ 7.0㎎／Ｌ

4.2.6 保存処理（使用環境 A であって，インサイジングを行わないもののうち，保存処理を施した 保 存 処 理 １ 保存処理単板積層材は、(1)及び(2)に掲げるいずれかの種類のうち、当該

旨の表示をしてあるものに限る。） （使用環境 (1)又は(2)に定める木材保存剤（日本産業規格（以下「ＪＩＳ」という。）

a) 保存処理単板積層材は，1)及び 2)に掲げるいずれかの種類のうち，当該 1)又は 2)に定める木材保 Ａ で あ っ Ｋ 1570（2013）に規定するものをいう。以下同じ。）により保存処理が行わ

存剤（JIS K 1570 に規定するものをいう。以下同じ。）によって保存処理が行われていなければ て、インサ れていること。ただし、(1)は同様の保存処理が施された単板により構成さ

ならない。ただし，a)は同様の保存処理が施された単板によって構成されたもの（以下“単板処 イジングを れたもの（以下「単板処理単板積層材」という。）に用いる場合、(2)は構造

理単板積層材”という。）に用いる場合，b)は構造用単板積層材に保存処理を施したもの（以下 行わないも 用単板積層材に保存処理を施したもの（以下「製品処理単板積層材」という。）

“製品処理単板積層材”という。）に用いる場合に限る。 ののうち、 に用いる場合に限る。

1) ほう素・第四級アンモニウム化合物系 ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 保存処理を (1) ほう素・第四級アンモニウム化合物系

（BACC） 施した旨の ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＢＡＡＣ）

2) アゾール・ネオニコチノイド化合物系 シプロコナゾール・イミダクロプリド剤（AZN） 表示をして (2) アゾール・ネオニコチノイド化合物系

あるものに シプロコナゾール・イミダクロプリド剤（ＡＺＮ）

b) JAS 0701-2 の 4.14 浸潤度試験の結果，断面積の 60 %以上で，かつ，材面から深さ 10 mmまで 限る。） ２ 別記の３の(13)の浸潤度試験の結果、断面積の60%以上で、かつ、材面か

の部分の浸潤度が 80 %以上であること。 ら深さ10mmまでの部分の浸潤度が80%以上であること。

c) JAS 0701-2 の 4.15 吸収量試験の結果，木材保存剤の吸収量が表 12 の使用した木材保存剤の種類 ３ 別記の３の(14)の吸収量試験の結果、木材保存剤の吸収量が表11の使用し

の欄に掲げる使用した木材保存剤の種類に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適合してい た木材保存剤の種類の欄に掲げる使用した木材保存剤の種類に応じ、それぞ
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ること。ただし，複数の有効成分を配合したものについては，その配合比が JIS K 1570 に規定 れ同表の右欄に掲げる基準に適合していること。ただし、複数の有効成分を

する範囲内であって，かつ，各有効成分の合計が同表の基準に適合しなければならない。 配合したものについては、その配合比がＪＩＳ Ｋ 1570（2013）に規定する

範囲内であって、かつ、各有効成分の合計が同表の基準に適合していること。

表 12 －吸収量の基準 表11 吸収量の基準

単位 kg/m3

性 能 使用した木材保存剤 保存処理を施した単 基準 性能 使用した木材保存剤 保存処理を施した 基 準

区分 の種類 板積層材の区分 区分 の種類 単板積層材の区分

K3 ほう素・第四級アン 単板処理単板積層材 ほう酸・ジデシルジメチルアンモ Ｋ３ ほう素・第四級アン 単板処理単板積層 ほう酸・ジデシルジメチ

モニウム化合物系 ニウムクロリドとして 3.2以上 モニウム化合物系 材 ルアンモニウムクロリド

として3.2kg／m３以上

アゾール・ネオニコ 製品処理単板積層材 シプロコナゾール・イミダクロプ アゾール・ネオニコ 製品処理単板積層 シプロコナゾール・イミ

チノイド化合物系 リドとして 0.15以上 チノイド化合物系 材 ダクロプリドとして0.15

kg／m３以上

（削る） 単板の品質 第２項に規定する単板の品質の基準に適合すること。

4.2.7 二次接着の仕上げ等

接着仕上げが良好であり，被着材の外観に調和がとれていなければならない。

4.2.8 反り又はねじれ

極めて軽微でなければならない。

4.2.9 寸法

JAS 0701-2 の 4.11 寸法測定の結果，表示された寸法と測定した寸法との差が表 13 の数値以下でな

ければならない。ただし，厚さ，幅及び長さの寸法の許容差について，特に要求のある場合には製造

業者、販売業者又は輸入業者と販売先の協定等による。

表 13 －寸法の許容差

単位 mm
区分 表示された寸法と測定した寸法との差

厚さ 15 cm 以上 ±1.5
15 cm 未満 ＋ 1.5 － 1.0
幅 ±1.5
長さ ＋ 10 － 2.0

4.2.10 厚さ

21 mm以上でなければならない。

4.2.11 単板の積層数

表 14 に規定するとおりでなければならない。
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表 14 －単板の積層数

基準

特級 1級 2級
A種構造用 12層以上とする。ただし， 9 層以上とする。ただし， 6 層以上とする。ただし， 単 Ａ種構 12層以上であること。た ９層以上であること。た ６層以上であること。た

単板積層材 直交単板を用いたものに 直交単板を用いたものにあ 直交単板を用いたものにあ 板 造用単 だし、直交単板を用いた だし、直交単板を用いた だし、直交単板を用いた

あっては，最外層の単板 っては，最外層の単板及び っては，最外層の単板及び の 板積層 ものにあっては、最外層 ものにあっては、最外層 ものにあっては、最外層

及び当該直交単板を除き 当該直交単板を除き 9層以 当該直交単板を除き 6層以 積 材 の単板及び当該直交単板 の単板及び当該直交単板 の単板及び当該直交単板

12層以上とする。 上とする。 上とする。 層 を除き12層以上であるこ を除き９層以上であるこ を除き６層以上であるこa) a)

数 と。 と。 と。

B種構造用 9層以上とする。 Ｂ種構 ９層以上であること。

単板積層材 造用単

板積層

注 A 種構造用単板積層材にあっては，構造用単板積層材の実証試験を伴うシミュレーション 材a)

計算によって曲げ性能等が確認されている場合は，“12 層以上”又は“9 層以上”を“6 層

以上”と置き換える。

4.2.12 隣接する単板の長さ方向の接着部の間隔（単板の長さ方向の接着部にラップジョイント又は 隣接する単 隣接する単板において、それぞれの単板の接着部が単板の厚さ（厚さの異なる

スカーフジョイントを使用した場合であって、かつ厚さが 40 mm 以上の構造用単板積層材を用いて 2 板の長さ方 単板で構成されている場合にあっては、最も厚い単板の厚さ。以下同じ。）の30

次接着を行う場合において，2 次接着層に隣接する単板は除く。） 向の接着部 倍以上離れていること。ただし、構造用単板積層材の実大曲げ試験又は、実証

隣接する単板において，それぞれの単板の接着部が単板の厚さ（厚さの異なる単板で構成されてい の間隔 試験を伴うシミュレーション計算によって曲げ性能が確認されている場合は、

る場合にあっては，最も厚い単板の厚さ。以下同じ。）の 30倍以上離れていなければならない。ただ 上のことによらなくてもこの項の基準に適合したものとみなすことができる。

し，構造用単板積層材の実証試験を伴うシミュレーション計算によって曲げ性能が確認されている場

合は，上のことによらなくてもこの項の基準に適合したものとみなしてもよい。

4.2.13 同一の横断面における単板の長さ方向の接着部の間隔

表 15 に規定するとおりでなければならない。

表 15 －同一の横断面における単板の長さ方向の接着部の間隔

基準a)

特級 1級 2級
A 種構造用 直交単板を除き，6層以 直交単板を除き，4層以上 直交単板を除き，2 層以 同一の横断 Ａ種構造用単板積層材に Ａ種構造用単板積層材に Ａ種構造用単板積層材に

単板積層材 上離れていること。 離れていること。 上離れていること。 面における あっては、直交単板を除 あっては、直交単板を除 あっては、直交単板を除

単板の長さ き、６層以上離れている き、４層以上離れている き、２層以上離れているb)

方向の接着 こと。 こと。 こと。

部 の 間 隔

B 種構造用 6層以上離れていること。 （当該接着 Ｂ種構造用単板積層材にあっては、直交単板を除き、６層以上離れていること。

単板積層材 部を含む横

注 当該接着部を含む横断面から，長さ方向に単板の厚さの 10 倍以内の部分にある接着部は， 断面から、 ただし、Ａ種構造用単板積層材にあっては、構造用単板積層材の実大曲げ試験a)

同一の横断面にあるものとする。 長さ方向に 又は、実証試験を伴うシミュレーション計算によって曲げ性能が確認されてい

注 A 種構造用単板積層材にあっては，構造用単板積層材の実証試験を伴うシミュレーション 単板の厚さ る場合は、上のことによらなくてもこの項の基準に適合したものとみなすことb)

計算によって曲げ性能等が確認されている場合は，上のことによらなくてもこの項の基準 の10倍以内 ができる
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に適合したものとみなすことができる。 の部分にあ

る 接 着 部

は、同一の

横断面にあ

るものとみ

なす。）

4.2.14 単板の長さ方向の接着部の品質

表 16 に規定するとおりでなければならない。

表 16 －単板の長さ方向の接着部の品質

基準

特級 1級 2級
A種構造用 スカーフジョイント又は － － 単板 Ａ種 スカーフジョイント又は

単板積層材 ラップジョイントを用い の長 構造 ラップジョイントを用い

て，接着部の透き間がな さ方 用単 て，接着部の透き間がな

いこと。 向の 板積 いこと。

接着 層材

B 種構造用 スカーフジョイント又はラップジョイントを用いて，接着部の透き間がないこと。 部の Ｂ種 スカーフジョイント又はラップジョイントを用いて、接着部の透き間がないこ

単板積層材 品質 構造 と。

用単

板積

層材

4.2.15 単板の構成 単板の構成 Ｂ種構造用単板積層材にあっては、第３項の単板の構成の基準に適合すること。

B種構造用単板積層材にあっては，a)から c)の単板の構成の基準に適合しなければならない。

a) 直交単板の配置

1) 直交する単板は最外層から 3枚目に必ず配置すること。

2) 直交する単板は連続して配置しないこと。

b) 平行単板の連続枚数 連続する平行単板は 2枚以上 5枚以下とし，かつ，平行単板が 3枚以上連

続する部分が必ずあること。

c) 単板の構成 単板の構成は積層方向の中心軸に対して対称であること。また，構成する単板は全

て等厚であること。

（削る） 接 着 剤 １ 使用環境Ａの表示をしてあるものにあっては、第２条に定義する要求性能

を満たしているフェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール･

フェノール樹脂又はこれらと同等以上の性能を有するものであること。

２ 使用環境Ｂの表示をしてあるものにあっては、第２条に定義する要求性能

を満たしているフェノール樹脂、レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール･

フェノール樹脂又はこれらと同等以上の性能を有するものであること。

３ 使用環境Ｃの表示をしてあるものにあっては、第２条に定義する要求性能

を満たしているフェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、レゾルシノール･フ

ェノール樹脂及び水性高分子イソシアネート系樹脂（ＪＩＳ Ｋ 6806に定め
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る１種１号の性能を満足するもの。）又はこれらと同等以上の性能を有する

ものであること。

（削る） 二次接着の 接着仕上げが良好であり、被着材の外観に調和がとれていること。

仕上げ等

（削る） 反り又はね 極めて軽微であること。

じれ

（削る） 寸 法 表示された寸法と測定した寸法との差が表12の数値以下であること。

表12 寸法の許容差

区 分 表示された寸法と測定した寸法との差

厚 さ
厚さ15cm以上 ±1.5mm

厚さ15cm未満 ＋1.5mm、－1.0mm

幅 ±1.5mm

長 さ ＋10mm、－2.0mm

4.2.16 単板の品質

4.2.16.1 生き節，死に節，抜け節又は穴

幅方向の径が 75 mm以下でなければならない。

ただし，A種構造用単板積層材にあっては，構造用単板積層材の実証試験を伴うシミュレーション

計算によって曲げ性能が確認されている場合は，“75 mm”を“100 mm”と置き換える。

4.2.16.2 埋め木

幅方向の径が 100 mm以下でなければならない。

4.2.16.3 入り皮，やにつぼ，いきこぶあと又はみみず

利用上支障があってはならない。

4.2.16.4 腐れ

あってはならない。

4.2.16.5 開口した割れ（欠け又ははぎ目の透きを含む。）

a) 板面における長さ方向のりょう線から 25 mm以内の部分にあっては，幅が 6 mm以下であるこ

と。ただし，幅が 6 mmを超え 10 mm以下のものであれば長さ 300 mmを限度として許容する。

b) a)の部分以外にあっては，次のとおりでなければならない。

1) 板面における幅方向のりょう線から 200 mm離れた箇所における幅が 25 mm以下で，かつ，

先端が狭くなっていること。

2) 板面における幅方向のりょう線から 200 mm以内の部分における幅が 75 mm以下であること。

4.2.16.6 横割れ

極めて軽微でなければならない。

4.2.16.7 虫穴

利用上支障があってはいけない。

4.2.16.9 その他の欠点
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顕著であってはいけない。

4.2.17 接着剤の種類

次の要件を満たしたものでなければならない。

a) 使用環境 A の表示をしてあるもの 使用環境 A の表示をしてあるものにあっては，フェノール

樹脂，レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール･フェノール樹脂又はこれらと同等以上の性能を

有するものであること。

b) 使用環境 B の表示をしてあるもの 使用環境 B の表示をしてあるものにあっては，フェノール

樹脂，レゾルシノール樹脂及びレゾルシノール･フェノール樹脂又はこれらと同等以上の性能を

有するものであること。

c) 使用環境 C の表示をしてあるもの 使用環境 C の表示をしてあるものにあっては，フェノール

樹脂，レゾルシノール樹脂，レゾルシノール･フェノール樹脂及び水性高分子－イソシアネート

系樹脂（JIS K 6806 に定める 1種 1号の性能を満足するもの。）又はこれらと同等以上の性能を

有するものであること。

5 表示

5.1 造作用単板積層材の表示事項

a) 次の事項を一括して表示しなければならない。

1) 品名

2) 寸法

3) ホルムアルデヒド放散量（d)又は e)に規定する表示をする場合を除く。）

4) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては，輸入業者）の氏名又は名称及び所在地

b) 表面に化粧加工を施したものにあっては，a)に規定するもののほか，化粧加工の方法を一括して

表示しなければならない。

c) 防虫処理を施した旨の表示をしてあるものにあっては，a)又は b)に規定するもののほか，使用し

た防虫剤の種類を一括して表示しなければならない。

d) 塗装したものであって，ホルムアルデヒドを含む接着剤及びホルムアルデヒドを放散する塗料を

使用していないことを登録認証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては，a)から c)ま
でに規定するもののほか，非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料

を使用している旨を表示してもよい。なお，その旨を表示する場合にあっては，一括表示するも

のとする。

e) 塗装していないものであって，ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを登録認証

機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては，a)から c)までに規定するもののほか，非ホ

ルムアルデヒド系接着剤を使用している旨を表示してもよい。なお，その旨を表示する場合にあ

っては，一括表示するものとする。

f) こりに表示する場合にあっては，a)から e)までに規定するもののほか，入り数を一括して表示し

なければならない。

5.2 造作用単板積層材の表示の方法

a) 5.1 a) 1)から 3)までに掲げる事項の表示は，次に規定する方法によって行われていること。

1) 品名 仕上げ材にあっては“造作用単板積層材”と，未仕上げ材にあっては“造作用単板積層

材（未仕上げ）”と記載しなければならない。
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2) 寸法 厚さ，幅及び長さをミリメートル，センチメートル又はメートルの単位で，単位を明記

して記載しなければならない。

3) ホルムアルデヒド放散量 性能区分が F ☆☆☆☆のものにあっては“F ☆☆☆☆”と，性能区

分が F ☆☆☆のものにあっては“F☆☆☆”と，性能区分が F☆☆のものにあっては“F☆☆

”と，性能区分が F☆のものにあっては“F☆”と記載しなければならない。

b) 5.1 b)によって，化粧加工の方法を表示する場合には，天然木の単板を表面に貼ったものにあっ

ては“天然木化粧加工”と，表面に塗装加工を施したものにあっては“塗装加工”と記載しなけ

ればならない。

c) 5.1 c)によって，防虫剤の種類を表示する場合には、使用した薬剤の種類について，次の 1)から 4)
までに規定するところによって記載しなければならない。

1) ほう素化合物にあっては，“防虫処理ほう素化合物”又は“防虫処理 B”と記載すること。

2) フェニトロチオンにあっては，“防虫処理フェニトロチオン”又は“防虫処理 FE”と記載する

こと。

3) ビフェントリンにあっては，“防虫処理ビフェントリン”又は“防虫処理 BF”と記載すること。

4) シフェノトリンにあっては，“防虫処理シフェノトリン”又は“防虫処理 CF”と記載すること。

d) 5.1 d)によって，非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料を使用し

ている旨の表示をする場合には，“非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散し

ない塗料使用”と記載しなければならない。

e) 5.1 e)によって，非ホルムアルデヒド系接着剤を使用している旨の表示をする場合には，“非ホル

ムアルデヒド系接着剤使用”と記載しなければならない。

f) 5.1 の表示は，附属書 A によって，各個又は各こりごとに見やすい箇所にしなければならない。

5.3 構造用単板積層材の表示事項 表

a) 次の事項を一括して表示してあること。 示 １ 次の事項を一括して表示してあること。

1) 品名 表 示 事 項 (1) 品 名

2) 接着性能 (2) 接着性能

3) 樹種名 (3) 樹 種 名

4) 寸法 (4) 寸 法

5) 曲げ性能 (5) 曲げ性能

6) 水平せん断区分 (6) 水平せん断区分

7) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては，輸入業者）の氏名又は名称及び所在地 (7) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては、輸入業者）の氏名又は名称

及び所在地

b) めり込み性能についての表示をしてあるものにあっては，a)に規定するもののほか，めり込み性 ２ めり込み性能についての表示をしてあるものにあっては、１に規定するも

能についての表示記号を一括して表示してあること。 ののほか、めり込み性能についての表示記号を一括して表示してあること。

c) ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるものにあっては，a)及び b)に規定するものの ３ ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるものにあっては、１及

ほか，ホルムアルデヒド放散量の表示記号を一括して表示してあること。 び２に規定するもののほか、ホルムアルデヒド放散量の表示記号を一括して

表示してあること。

d) 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては，a)から c)に規定するもののほか，性能区 ４ 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１から３に規定す

分，使用した木材保存剤の種類及び処理方法を一括して表示してあること。 るもののほか、性能区分、使用した木材保存剤の種類及び処理方法を一括し
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て表示してあること。

e) 使用する接着剤又は木材保存剤がいずれもホルムアルデヒドを含まないものであり，かつ，放散 ５ 使用する接着剤又は木材保存剤がいずれもホルムアルデヒドを含まないも

しないものであることを登録認証機関又は登録外国認証機関が認めた場合にあっては，a)から d) のであり、かつ、放散しないものであることを登録認定機関又は登録外国認

までに規定するもののほか，その旨を表示することができる。 定機関が認めた場合にあっては、１から４までに規定するもののほか、その

旨を表示することができる。

f) 実大曲げ試験又は実証試験を伴うシミュレーション計算を実施したものにあっては，a)から e)ま ６ 実大曲げ試験又は実証試験を伴うシミュレーション計算を実施したものに

でに規定するもののほか，実大曲げ試験又は実証試験を伴うシミュレーション計算を実施した旨 あっては、１から５までに規定するもののほか、実大曲げ試験又は実証試験

を一括して表示してあること。 を伴うシミュレーション計算を実施した旨を一括して表示してあること。

5.4 構造用単板積層材の表示の方法 表示の方法 １ 表示事項の項の(1)から(6)までに掲げる事項の表示は、次に規定する方法

a) 5.3 a) 1)から 7)までに掲げる事項の表示は，次に規定する方法によって行われていること。 により行われていること。

1) 品名 (1) 品 名

1.1) A種構造用単板積層材にあっては，“A種構造用単板積層材”と記載すること。 ア Ａ種構造用単板積層材にあっては、「Ａ種構造用単板積層材」と記載

すること。

1.2) B種構造用単板積層材にあっては，“B種構造用単板積層材”と記載すること。 イ Ｂ種構造用単板積層材にあっては、「Ｂ種構造用単板積層材」と記載

すること。

1.3) 用いられる構造物の部分が特定しているものにあっては，“A 種構造用単板積層材”又は“B ウ 用いられる構造物の部分が特定しているものにあっては、「Ａ種構造

種構造用単板積層材”の文字の次に，括弧を付して，“はり”，“まぐさ”等と，その用いられ 用単板積層材」又は「Ｂ種構造用単板積層材」の文字の次に、括弧を付

る構造物の部分を一般的な呼称で記載すること。 して、「はり」、「まぐさ」等と、その用いられる構造物の部分を一般的

な呼称で記載すること。

2) 接着性能 (2) 接着性能

2.1) “使用環境 A”，“使用環境 B”又は“使用環境 C”と記載すること。 ア 「使用環境Ａ」、「使用環境Ｂ」又は「使用環境Ｃ」と記載すること。

2.2) 壁，床又は屋根に用いるものとして製造されたものにあっては，使用環境の次に括弧を付し イ 壁、床又は屋根に用いるものとして製造されたものにあっては、使用

て接着剤名又は接着剤の記号（フェノール樹脂にあっては“PF”，レゾルシノール樹脂にあ 環境の次に括弧を付して接着剤名又は接着剤の記号（フェノール樹脂に

っては“RF”，レゾルシノール・フェノール樹脂にあっては“RPF”，水性高分子イソシアネ あっては「ＰＦ」、レゾルシノール樹脂にあっては「ＲＦ」、レゾルシノ

ート系樹脂にあっては“API”）を記載すること。 ール・フェノール樹脂にあっては「ＲＰＦ」、水性高分子イソシアネー

ト系樹脂にあっては「ＡＰＩ」）を記載すること。

3) 樹種名 使用量の多いものから順に，最も一般的な名称を記載すること。 (3) 樹種名

使用量の多いものから順に、最も一般的な名称を記載すること。

4) 寸法 厚さ，幅及び長さをミリメートル，センチメートル又はメートルの単位を明記して記載 (4) 寸法

すること。 厚さ、幅及び長さをミリメートル、センチメートル又はメートルの単位

を明記して記載すること。

5) 曲げ性能 (5) 曲げ性能

ア Ａ種構造用単板積層材

5.1) A 種構造用単板積層材 曲げヤング係数区分及び等級ごとに表 17 によって記載すること。 曲げヤング係数区分及び等級ごとに表13により記載すること。

表 17 －曲げヤング係数区分及び等級ごとの表示 表13 曲げヤング係数区分及び等級ごとの表示

曲げ 特級 1級 2級 曲げヤング係数区分 特 級 １ 級 ２ 級

ヤン

グ

係数
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区分

180E 180E-675FHV 180E 180E-580FHV 180E 180E 180E-485FHV 180Ｅ 180Ｅ－675Ｆ 180Ｅ－580Ｆ 180Ｅ－485Ｆ

-580FH -485FH -485FH
-675FV -675FV -580FV

160E 160E-600FHV 160E 160E-515FHV 160E 160E 160E-430FHV 160Ｅ 160Ｅ－600Ｆ 160Ｅ－515Ｆ 160Ｅ－430Ｆ

-515FH -430FH -430FH
-600FV -600FV -515FV

140E 140E-525FHV 140E 140E-450FHV 140E 140E 140E-375FHV 140Ｅ 140Ｅ－525Ｆ 140Ｅ－450Ｆ 140Ｅ－375Ｆ

-450FH -375FH -375FH
-525FV -525FV -450FV

120E 120E-450FHV 120E 120E-385FHV 120E 120E 120E-320FHV 120Ｅ 120Ｅ－450Ｆ 120Ｅ－385Ｆ 120Ｅ－320Ｆ

-385FH -320FH -320FH
-450FV -450FV -385FV

110E 110E-410FHV 110E 110E-350FHV 110E 110E 110E-295FHV 110Ｅ 110Ｅ－410Ｆ 110Ｅ－350Ｆ 110Ｅ－295Ｆ

-350FH -295FH -295FH
-410FV -410FV -350FV

100E 100E-375FHV 100E 100E-320FHV 100E 100E 100E-270FHV 100Ｅ 100Ｅ－375Ｆ 100Ｅ－320Ｆ 100Ｅ－270Ｆ

-320FH -270FH -270FH
-375FV -375FV -320FV

90E 90E-335FHV 90E 90E-290FHV 90E 90E 90E-240FHV 90Ｅ 90Ｅ－335Ｆ 90Ｅ－290Ｆ 90Ｅ－240Ｆ

-290FH -240FH -240FH
-335FV -335FV - 290FV

80E 80E-300FHV 80E 80E-255FHV 80E 80E 80E-215FHV 80Ｅ 80Ｅ－300Ｆ 80Ｅ－255Ｆ 80Ｅ－215Ｆ

-255FH -215FH -215FH
-300FV -300FV -255FV

70E 70E-260FHV 70E 70E-225FHV 70E 70E 70E-185FHV 70Ｅ 70Ｅ－260Ｆ 70Ｅ－225Ｆ 70Ｅ－185Ｆ

-225FH -185FH -185FH
-260FV -260FV -225FV

60E 60E-225FHV 60E 60E-190FHV 60E 60E 60E-160FHV 60Ｅ 60Ｅ－225Ｆ 60Ｅ－190Ｆ 60Ｅ－160Ｆ

-190FH -160FH -160FH
-225FV -225FV -190FV

50E 50E-185FHV 50E 50E-160FHV 50E 50E 50E-130FHV
-160FH -130FH -130FH 50Ｅ 50Ｅ－185Ｆ 50Ｅ－160Ｆ 50Ｅ－130Ｆ

-185FV -185FV -160FV
注記 “H”については平使い、“V”については縦使いを示す。

5.2) B 種構造用単板積層材 曲げヤング係数区分ごとに表 18 によって記載すること。 イ Ｂ種構造用単板積層材

曲げヤング係数区分ごとに表14により記載すること。

表 18 －曲げヤング係数区分ごとの表示 表14 曲げヤング係数区分ごとの表示

曲げヤング係数区分 表示 曲げヤング係数区分 表 示
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140E 140E-375F 140Ｅ 140Ｅ－375Ｆ

120E 120E-320F 120Ｅ 120Ｅ－320Ｆ

110E 110E-295F 110Ｅ 110Ｅ－295Ｆ

100E 100E-270F 100Ｅ 100Ｅ－270Ｆ

90E 90E-240F 90Ｅ 90Ｅ－240Ｆ

80E 80E-215F 80Ｅ 80Ｅ－215Ｆ

70E 70E-185F 70Ｅ 70Ｅ－185Ｆ

60E 60E-160F 60Ｅ 60Ｅ－160Ｆ

50E 50E-130F 50Ｅ 50Ｅ－130Ｆ

40E 40E-105F 40Ｅ 40Ｅ－105Ｆ

30E 30E- 80F 30Ｅ 30Ｅ－080Ｆ

6) 水平せん断区分 4.2.1 a) 4)の A種構造用単板積層材にあっては表 4 及び表 6，B種構造用単 (6) 水平せん断区分

板積層材にあっては表 5 及び表 7 の水平せん断区分を記載すること。 接着の程度の項の１の(4)のＡ種構造用単板積層材にあっては表３及び

表５、Ｂ種構造用単板積層材にあっては表４及び表６の水平せん断区分を

記載すること。

b) 5.3 b)によって，めり込み性能の表示記号を表示する場合には，JAS 0701-2 の 4.10 めり込み試験 ２ 表示事項の項の２により、めり込み性能の表示記号を表示する場合には、

の試験結果に応じて，表 10 に示す“表示の区分”によって記載すること。なお、“表示の区分” 次の(1)から(4)までに規定するところにより記載してあること。

に括弧を付して試験を行った方向を“縦使い方向”，“平使い方向”又は“両方向”と記載するこ

と。

(1) 別記の３の(10)のめり込み試験による試験結果がめり込み性能（Ａ種構

造用単板積層材のうち、めり込み性能（縦使い方向）の表示をしてあるも

のに限る。）の項表９の180Ｂと表示するものの項に該当するときは、「180

Ｂ」と記載すること。

(2) 別記の３の(10)のめり込み試験による試験結果がめり込み性能（Ａ種構

造用単板積層材のうち、めり込み性能（縦使い方向）の表示をしてあるも

のに限る。）の項表９の160Ｂと表示するものの項に該当するときは、「160

Ｂ」と記載すること。

(3) 別記の３の(10)のめり込み試験による試験結果がめり込み性能（Ａ種構

造用単板積層材のうち、めり込み性能（縦使い方向）の表示をしてあるも

のに限る。）の項表９の135Ｂと表示するものの項に該当するときは、「135

Ｂ」と記載すること。

(4) 別記の３の(10)のめり込み試験による試験結果がめり込み性能（Ａ種構

造用単板積層材のうち、めり込み性能（縦使い方向）の表示をしてあるも

のに限る。）の項表９の90Ｂと表示するものの項に該当するときは、「90Ｂ」

と記載すること。

c) ホルムアルデヒド放散量 性能区分が F ☆☆☆☆のものにあっては“F ☆☆☆☆”と，性能区分 ３ 表示事項の項の３により、ホルムアルデヒド放散量の表示記号を表示する

が F☆☆☆のものにあっては“F☆☆☆”と，性能区分が F☆☆のものにあっては“F☆☆”と， 場合には、次の(1)から(4)までに規定するところにより記載してあること。

性能区分が F☆のものにあっては“F☆”と記載しなければならない。
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(1) 別記の３の(12)のホルムアルデヒド放散量試験による試験結果がホルム

アルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるもの

に限る。）の項表10Ｆ☆☆☆☆と表示するものの項に該当するときは、「Ｆ☆

☆☆☆」と記載すること。

(2) 別記の３の(12)のホルムアルデヒド放散量試験による試験結果がホルム

アルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるも

のに限る。）の項表10Ｆ☆☆☆と表示するものの項に該当するときは、「Ｆ

☆☆☆」と記載すること。

(3) 別記の３の(12)のホルムアルデヒド放散量試験による試験結果がホルム

アルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるも

のに限る。）の項表10Ｆ☆☆と表示するものの項に該当するときは、「Ｆ☆

☆」と記載すること。

(4) 別記の３の(12)のホルムアルデヒド放散量試験による試験結果がホルム

アルデヒド放散量（ホルムアルデヒド放散量についての表示をしてあるも

のに限る。）の項表10Ｆ☆と表示するものの項に該当するときは、「Ｆ☆」

と記載すること。

d) 5.3 d)によって，保存処理を施した旨の表示をする場合にあっては，性能区分は“保存処理 K3” ４ 表示事項の項の４により、保存処理を施した旨の表示をする場合にあって

又は“保存 K3”と記載するほか，使用した木材保存剤の種類を表 19 の左欄に掲げる木材保存剤 は、性能区分は「保存処理Ｋ３」又は「保存Ｋ３」と記載するほか、使用し

名又は同表の右欄に掲げる木材保存剤の記号をもって記載すること。また，処理方法は性能区分 た木材保存剤の種類を表15の左欄に掲げる木材保存剤名又は同表の右欄に掲

の次に“（製品処理）”又は“（単板処理）”と記載すること。 げる木材保存剤の記号をもって記載すること。また、処理方法は性能区分の

次に「（製品処理）」又は「（単板処理）」と記載すること。

表 19 －木材保存剤の記号 表15 木材保存剤の記号

木材保存剤名 木材保存の記号 木材保存剤名 木材保存剤の記号

ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド BAAC ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＢＡＡＣ

剤

シプロコナゾール・イミダクロプリド剤 AZN シプロコナゾール・イミダクロプリド剤 ＡＺＮ

e) 5.3 e)によって，接着剤又は木材保存剤にホルムアルデヒドを含まない又は放散しない旨の表示 ５ 表示事項の項の５により、接着剤又は木材保存剤にホルムアルデヒドを含

をする場合には，次の 1)又は 2)のいずれかの方法によること。 まない又は放散しない旨の表示をする場合には、次のいずれかの方法による

こと。

1) 当該接着剤又は木材保存剤を列記する方法（“非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ (1) 当該接着剤又は木材保存剤を列記する方法

ヒドを放散しない木材保存剤を使用”等。） （「非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない木材

保存剤を使用」等。）

2) “ホルムアルデヒド不使用”と記載する方法 (2) 「ホルムアルデヒド不使用」と記載する方法

f) 5.3 f)によって，実大曲げ試験又は実証試験を伴うシミュレーション計算を実施した旨を表示する ６ 表示事項の項の６により、実大曲げ試験又は実証試験を伴うシミュレーシ

場合には，実大曲げ試験を実施したものにあっては“実大曲げ試験を実施”と，実証試験を伴う ョン計算を実施した旨を表示する場合には、実大曲げ試験を実施したものに

シミュレーション計算を実施したものにあっては“実証試験を伴うシミュレーション計算を実施 あっては「実大曲げ試験を実施」と、実証試験を伴うシミュレーション計算

”と記載すること。 を実施したものにあっては「実証試験を伴うシミュレーション計算を実施」

と記載すること。

g) 表示事項の項に掲げる事項の表示は，附属書 A によって，各個又は各こりごとに，見やすい箇 ７ 表示事項の項に掲げる事項の表示は、別記様式により、各個又は各こりご
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所にしてあること。 とに、見やすい箇所にしてあること。

5.5 表示禁止事項 表示禁止事項 前条第１項の表表示禁止事項の項に同じ。

次に掲げる事項は，これを表示してはならない。

a) 5.1 又は 5.3 によって表示してある事項の内容と矛盾する用語

b) その他品質を誤認させるような文字，絵その他の表示

（削る） ２ 前項の単板の品質の基準は、次のとおりとする。

事 項 基 準

生き節、死に節、 幅方向の径が75mm以下であること。

抜け節又は穴

埋 め 木 幅方向の径が100mm以下であること。

入り皮、やにつ 利用上支障のないこと。

ぼ、いきこぶあ

と又はみみず

腐 れ ないこと。

開口した割れ １ 板面における長さ方向のりょう線から25mm以内の部分にあっては、幅が６

（欠け又ははぎ mm以下であること。ただし、幅が６mmを超え10mm以下のものであれば長さ300

目の透きを含 mmを限度として許容する。

む） ２ 上記１の部分以外にあっては、次のとおりであること。

(1) 板面における幅の方向のりょう線から200mm離れた箇所における幅が25

mm以下で、かつ、先端が狭くなっていること。

(2) 板面における幅方向のりょう線から200mm以内の部分における幅が75mm

以下であること。

横 割 れ 極めて軽微であること。

虫 穴 利用上支障のないこと。

その他の欠点 顕著でないこと。

（削る） ３ 第１項のＢ種構造用単板積層材の単板の構成の基準は、次のとおりとする。

事 項 基 準

直交単板の配置 １ 直交する単板は最外層から３枚目に必ず配置すること。

２ 直交する単板は連続して配置しないこと。

平行単板の連続 連続する平行単板は２枚以上５枚以下とし、かつ、平行単板が３枚以上連続す

枚数 る部分が必ずあること。

単 板 の 構 成 単板の構成は積層方向の中心軸に対して対称であること。また、構成する単板

は全て等厚であること。
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（削る） 別記

１ 試験試料の採取

温水浸せき剝離試験、冷水浸せき剝離試験、煮沸剝離試験、減圧加圧剝離試験、水平せん断試験、

ブロックせん断試験、含水率試験、寒熱繰返し試験、曲げ試験、めり込み試験、防虫処理試験、ホ

ルムアルデヒド放散量試験、浸潤度試験及び吸収量試験に供する試験片を切り取るべき単板積層材

（以下「試料単板積層材」という。）は、１荷口から、表16、表17又は表18の左欄に掲げる単板積

層材の枚数又は本数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる枚数又は本数を任意に抜き取るものとす

る。ただし、当該試験において、規定する試験片の数量が得られない場合は、試料単板積層材の枚

数又は本数を追加すること。なお、追加した試料単板積層材については当該試験以外の試験は課さ

ないこととする。

表16 造作用単板積層材（ホルムアルデヒド放散量試験を除く。）の抜き取り枚数又は本数

荷口の単板積層材の枚数又は本数 試料単板積層材の枚数又は本数

0,000以上 0,200以下 ２ 再試験を行う場合は、左に掲げる枚数又は本数の２

0,201以上 0,500以下 ３

0,501以上 1,000以下 ４ 倍の試料単板積層材を抜き取る。

1,001以上 3,000以下 ５

3,001以上 0,000以下 ６

表17 構造用単板積層材（ホルムアルデヒド放散量試験、浸潤度試験及び吸収量試験を除く。）の

抜き取り枚数又は本数

荷口の単板積層材の枚数又は本数 試料単板積層材の枚数又は本数

0,000以上 1,000以下 ４ 冷水浸せき剝離試験、煮沸剝離試験、減圧加圧剝離試

1,001以上 2,000以下 ６ 験、水平せん断試験、ブロックせん断試験及び含水率

2,001以上 3,000以下 ８ 試験において、再試験を行う場合は、左に掲げる枚数

3,001以上 0,000以下 10 又は本数の２倍の試料単板積層材を抜き取る。

表18 ホルムアルデヒド放散量試験、浸潤度試験及び吸収量試験の抜き取り枚数又は本数

荷口の単板積層材の枚数又は本数 試料単板積層材の枚数又は本数

0,000以上 1,000以下 ２ 浸潤度試験の再試験を行う場合には、左に掲げる枚数

1,001以上 2,000以下 ３ 又は本数の２倍の試料単板積層材を抜き取る。

2,001以上 3,000以下 ４

3,001以上 0,000以下 ５

２ 試験結果の判定

曲げ試験、めり込み試験、ホルムアルデヒド放散量試験及び吸収量試験以外の試験にあっては、

１荷口から抜き取られた試料単板積層材から切り取られた試験片（含水率試験及び防虫処理試験に

あっては、１荷口から抜き取られた試料単板積層材）のうち、当該試験に係る基準に適合するもの

の数がその総数の90％以上であるときは、その荷口の単板積層材は当該試験に合格したものとし、

70％未満であるときは不合格とする。適合するものの数が70％以上90％未満であるときは、その荷

口の単板積層材について改めて当該試験に要する試料単板積層材を抜き取って再試験を行い、その
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結果、適合するものの数が90％以上であるときは当該試験に合格したものとし、90％未満であると

きは不合格とする。

３ 試験の方法

(1) 温水浸せき剝離試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料単板積層材から、１辺が75mmの正方形状のもの（幅が75mm未満の試料単板

積層材にあっては、当該試料単板積層材の幅で、長さが75mmの長方形状のもの）を４片ずつ作

成する。

イ 試験の方法

試験片を70±３℃の温水中に２時間浸せきした後、60±３℃の恒温乾燥器に入れ、器中に湿

気がこもらないようにして質量が試験前の質量の100～110％の範囲となるように乾燥する。

その後、試験片の４側面における剝離（剝離の透き間が0.05mm未満のもの及び剝離の長さが

３mm以下のものを除く。以下同じ。）の長さを測定（剝離の長さの測定に当たっては、干割れ、

節等による木材の破壊、節が存在する部分のはがれ、スカーフジョイント又はラップジョイン

ト部分の接着部の透き間は、剝離とみなさない。以下同じ。）し、同一接着層における剝離の

長さの合計を算出する。

(2) 冷水浸せき剝離試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料単板積層材から、１辺が75mmの正方形状のもの（幅が75mm未満の試料単板

積層材にあっては、当該試料単板積層材の幅で、長さが75mmの長方形状のもの）を２片ずつ作

成する。

イ 試験の方法

試験片を室温（10℃～25℃）の水中に24時間浸せきした後、70±３℃の恒温乾燥器に入れ、

器中に湿気がこもらないようにして質量が試験前の質量の100～110％の範囲となるように乾燥

する。ただし、使用環境Ａの表示をしてあるものにあっては、上記処理を２回繰り返すものと

する。

その後、試験片の４側面における剝離の長さを測定し、４側面における剝離率及び同一接着

層における剝離の長さの合計を算出する。

（注） 剝離率は、次の式によって算出する。

(3) 煮沸剝離試験

ア 試験片の作成

(2)のアに同じ。

イ 試験の方法

試験片を沸騰水中に４時間浸せきし、さらに室温（10℃～25℃）の水中に１時間浸せきした

後、水中から取り出した試験片を70±３℃の恒温乾燥器に入れ、器中に湿気がこもらないよう

にして質量が試験前の質量の100～110％の範囲となるように乾燥する。ただし、使用環境Ａの

剥離率（％）＝
４側面の接着層の長さの合計

４側面の剥離の長さの合計 × 100
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表示をしてあるものにあっては、上記処理を２回繰り返すものとする。

その後、試験片の４側面における剝離の長さを測定し、４側面における剝離率及び同一接着

層における剝離の長さの合計を算出する。

(注) 剝離率は、次の式によって算出する。

(4) 減圧加圧剝離試験

ア 試験片の作成

(2)のアに同じ。

イ 試験の方法

試験片を室温（10℃～25℃）の水中に浸せきし、0.085MPa以上の減圧を５分間行い、更に0.51

±0.03MPaの加圧を１時間行う。この処理を２回繰り返した後、試験片を水中から取り出し、7

0±３℃の恒温乾燥器に入れ、器中に湿気がこもらないようにして質量が試験前の質量の100～

110％の範囲となるように乾燥する。ただし、使用環境Ａの表示をしてあるものにあっては、

上記処理を２回繰り返すものとする。

その後、試験片の４側面における剝離の長さを測定し、４側面における剝離率及び同一接着

層における剝離の長さの合計を算出する。

(注) 剝離率は、次の式によって算出する。

(5) 水平せん断試験

ア 試験片の作成

(ｱ) Ａ種構造用単板積層材

試験片は、各試料単板積層材から、平使い方向（単板の積層方向を荷重方向にする。以下

同じ。）の試験用に幅方向に40mm、長さ方向に試料単板積層材の厚さの６倍の長さの長方形

状のものを２片ずつ（二次接着の試験にあっては、全ての二次接着層について、当該接着層

が中央部となるように厚さを調整したものを２片ずつ）及び縦使い方向（単板の積層方向の

直角方向を荷重方向にする。以下同じ。）の試験用に幅方向に試料単板積層材の厚さと等倍

の長さ、長さ方向に試料単板積層材の厚さの６倍の長さの長方形状のものを２片ずつ作成す

る。ただし、厚さが40mm以上のものにあっては、当該試料単板積層材の中央部の層が残るよ

うに削り、厚さを40mmとする。なお、試験片は、温度は20±２℃、湿度は65±５％（以下「関

係温湿度」という。）の条件の中で質量が一定になるまで調湿したものを用いることとする。

(ｲ) Ｂ種構造用単板積層材

試験片は、各試料単板積層材から、平使い方向の試験用に幅方向に40mm、長さ方向に試料

単板積層材の厚さの６倍の長さの長方形状のものを２片ずつ及び縦使い方向の試験用に幅方

向に試料単板積層材の厚さと等倍の長さ、長さ方向に試料単板積層材の厚さの６倍の長さの

長方形状のものを２片ずつ作成する。なお、試験片は、関係温湿度の条件の中で質量が一定

になるまで調湿したものを用いることとする。

（注）質量が一定とは、24時間間隔で測定した質量差が試験片質量の0.1％以下であること

剥離率（％）＝
４側面の接着層の長さの合計

４側面の剥離の長さの合計 × 100

剥離率（％）＝
４側面の接着層の長さの合計

４側面の剥離の長さの合計 × 100
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をいう。

イ 試験の方法

試験は、関係温湿度の条件の中で、図１に示す方法によって最大荷重を測定し、次の式によ

ってせん断強さを求める。ただし、この関係温湿度の条件の中での試験が困難な場合には、試

験片の調湿後、直ちに試験を行うこととする。なお、設備の都合により関係温湿度の条件をつ

くることが困難な場合又は製造上の理由により、関係温湿度条件で恒量に達するまでに長時間

を要する場合には、関係温湿度条件によらずに試験を行うことができることとするが、この場

合、試験の結果と試験片の含水率の関係等により関係温湿度条件下におけるせん断強さが確保

されていることが適切に評価できるものであること。

Ｐbは、最大荷重（Ｎ）

ｂは、試験片の幅（mm）（縦使い方向の場合は、試験片の厚さ）

ｈは、試験片の厚さ（mm）（縦使い方向の場合は、試験片の幅）

Ｌは、試験片の長さ

ℓは、スパン

ｈは、試験片の厚さ

(注)１ ℓ＝４ｈとする。

２ 平均荷重速度は、毎分14.7MPa以下とする。

図１ 水平せん断試験の方法

(6) ブロックせん断試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料単板積層材から、二次接着を行った全ての接着層について図２に示す形の

せん断強さ（ＭＰａ又はＮ／㎜２）＝
３Ｐｂ

４ｂｈ

L

ｈ

試験片

支点

荷重点用治具

(先端部の曲率半径がほぼ1.5hのもの)

ℓ/2 ℓ/2
ℓ
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ものを４片ずつ作成する。なお、試験片は関係温湿度の条件の中で質量が一定になるまで調湿

したものを用いることとする。

(注) 質量が一定とは、24時間間隔で測定した質量差が試験片質量の0.1％以下であることをい

う。

（単位mm）

ａは、25mm以上、55mm以下の任意の長さとする。

ｂは、25mm以上、55mm以下の任意の長さとする。

ｔは、試験を実施するのに支障のない厚さ（10～20mm程度）とする。

図２ ブロックせん断試験用試験片

イ 試験の方法

試験は、関係温湿度の条件の中で、試験片の破壊時の荷重が試験機の容量の15％から85％ま

でに当たる試験機及び試験片のせん断面と荷重軸が平行かつ、試験片に回転モーメント等が生

じないように設計されたせん断装置を用い、荷重速度毎分9,800Ｎを標準として試験片を破断

させ、次の式によりせん断強さを求める。ただし、この関係温湿度の条件の中での試験が困難

な場合にあっては、試験片の調湿後、直ちに試験を行うこととする。なお、設備の都合により

関係温湿度の条件をつくることが困難な場合又は製造上の理由により、関係温湿度条件で恒量

に達するまでに長時間を要する場合には、関係温湿度条件によらずに試験を行うことができる

こととするが、この場合、試験の結果と試験片の含水率の関係等により関係温湿度条件下にお

けるせん断強さが確保されていることが適切に評価できるものであること。

(7) 含水率試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料単板積層材から、全層を含む質量20ｇ以上のものを２片ずつ作成する。

イ 試験の方法

(ｱ) 試験片の質量を測定し、これを乾燥器中で103±２℃で乾燥し、恒量（一定時間（６時間

以上とする。）ごとに測定したときの質量の差が試験片の質量の0.1％以下の状態にあること

をいう。）に達したと認められるときの質量（以下「全乾質量」という。）を測定する。

(ｲ) 全乾質量を測定した後、次の式により0.1％の単位まで含水率を算出し、同一の試料単板

せん断強さ（ＭＰａ又はＮ／㎜２）＝
試験片が破断したときの荷重（Ｎ）

接着面積（ａ× ｂ）（㎜２）

t

ａ＋５

5

ｂ
ｔ

ａ

5

二
次
接
着
層
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積層材から作成された試験片の含水率の平均値を0.5％の単位まで算出する。

Ｗ１は、乾燥前の質量（g）

Ｗ２は、全乾質量（g）

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる方法以外の方法により含水率試験に係る基準に適合するかどうかを明

らかに判定することができる場合は、その方法によることができる。

(8) 寒熱繰返し試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料単板積層材から１辺が150mmの正方形状のもの（幅が150mmに満たないもの

にあっては、木口断面寸法をそのままとし、長さは150㎜とする。）を２片ずつ作成する。

イ 試験の方法

試験片を金属わくに固定（幅が150mmに満たないものにあっては、150㎜の部分のみ固定）し、

80±３℃の恒温乾燥器中に２時間放置した後、－20±３℃の恒温器中に２時間放置する工程を

２回繰返し、室温に達するまで放置する。

(9) 曲げ試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料単板積層材から、平使い方向の試験用に、厚さはそのままで、幅方向に試

料単板積層材の厚さと等倍以上の長さ、長さ方向に試料単板積層材の厚さの23倍の長さの長方

形状のものを２片ずつ及び縦使い方向の試験用に、厚さはそのままで、幅方向に試料単板積層

材の厚さと等倍の長さ、長さ方向に試料単板積層材の厚さの23倍の長さの長方形状のものを２

片ずつ作成する。ただし、平使い方向の試験用の場合に、試料単板積層材の最外層の単板に長

さ方向の接着部があるときは、当該接着部が試験片のほぼ中央に位置するように作成する。な

お、試験片は、関係温湿度の条件の中で質量が一定になるまで調湿したものを用いることとす

る。

(注) 質量が一定とは、24時間間隔で測定した質量差が試験片質量の0.1％以下であることを

いう。

イ 試験の方法

試験は、関係温湿度の条件の中で、図３に示す方法によって比例域における上限荷重及び下

限荷重、これらに対応するたわみ並びに最大荷重を測定し、次の式によって曲げ強さ及び曲げ

ヤング係数を求める。ただし、この関係温湿度の条件の中での試験が困難な場合には、試験片

の調湿後、直ちに試験を行うこととする。なお、設備の都合により関係温湿度の条件をつくる

ことが困難な場合又は製造上の理由により、関係温湿度条件で恒量に達するまでに長期間を要

する場合には、関係温湿度条件によらずに試験を行うことができることとするが、この場合、

試験の結果と試験片の含水率の関係等により関係温湿度条件下における曲げ強さ及び曲げヤン

グ係数が確保されていることが適切に評価できるものであること。

含水率（％）＝
Ｗ１－Ｗ２

Ｗ２

× 100

曲げ強さ（ＭＰａ又はＮ/㎜２）＝
Ｐｂℓ

ｂｈ２
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Ｐbは、最大荷重（Ｎ）

ℓは、スパン（mm）

ｂは、試験片の幅（mm）（縦使い方向の場合は、試験片の厚さ）

ｈは、試験片の厚さ（mm）（縦使い方向の場合は、試験片の幅）

ΔＰは、比例域における上限荷重と下限荷重との差（Ｎ）

Δｙは、上限荷重に対応するたわみと下限荷重に対応するたわみとの差（mm）

Ｌは、試験片の長さ

ℓは、スパン

ｈは、試験片の厚さ

（注）１ ℓ ＝21ｈとする。

２ 両荷重点に等しい荷重をかけるものとし、平均荷重速度は、毎分14.7MPa以下と

する。

３ 平使い方向の試験を行う場合は、試験片の最外層の単板に長さ方向の接着部があ

るときは、当該接着部が引張り側（図３における下側）に位置するようにする。

図３ 曲げ試験の方法

(10) めり込み試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料単板積層材から、幅方向及び厚さ方向にそれぞれ25～40mmの正方形状とし、

長さ方向に幅及び厚さの３倍以上の直方体のものを２片ずつ作成する。ただし、試験片に直交

層がある場合には、試験片の直交層の構成比及び厚さの割合が、試料単板積層材の直交層の構

成比及び厚さの割合を超えないこととし、また、単板の構成は中心軸に対して対称であること。

なお、試験片は、関係温湿度の条件の中で質量が一定になるまで調湿したものを用いることと

する。

曲げヤング係数（ＭＰａ又はＮ/㎜２）＝108ｂｈ３Dｙ

23DＰℓ ３

荷重点

支点

ダイヤルゲージ

ｈ

ℓ／３ ℓ／３ ℓ／３

ℓ／２ ℓ／２

ℓ

Ｌ

試験片荷重点

支点
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(注) 質量が一定とは、24時間間隔で測定した質量差が試験片質量の0.1％以下であること

をいう。

イ 試験の方法

試験は関係温湿度の条件の中で図４に示す方法によって加力し、荷重及び荷重ブロックの変

位を測定する。試験は一定の荷重速度、又は変形速度で負荷することによって試験片が負荷開

始から１～２分で辺長の５％の変形が生じるまで行う。比例限度の荷重（Ｐｐ）、辺長の５％変

形時の荷重（Ｐ５％）を１％の精度で測定する。ただし、この関係温湿度の条件の中での試験が

困難な場合には、試験片の調湿後、直ちに試験を行うこととする。なお、設備の都合により関

係温湿度の条件をつくることが困難な場合又は製造上の理由により、関係温湿度条件で恒量に

達するまでに長時間を要する場合には、関係温湿度条件によらずに試験を行うことができるこ

ととするが、この場合、試験の結果と試験片の含水率の関係等により関係温湿度条件下におけ

るめり込み強さが確保されていることが適切に評価できるものであること。

Ｐｐは、比例限度時の荷重（Ｎ）

Ａは、試験片の断面積（mm２）

ａは、正方形横断面の１辺の長さ

Ｌは、試験片の長さ

Ｐは、荷重方向

図４ めり込み試験の方法

(注) 変位の測定は、被圧部の全厚さについて、１％の精度で行う。

(11) 防虫処理試験

ア 分析用試料の作成

各試料単板積層材から適当な大きさの試験片を２片ずつ作成し、同一の試料単板積層材から

作成した２片の試験片から削り取った木片を混ぜ合わせた後、細かく砕いたものを分析用試料

とする。ただし、ほう素化合物で処理したものにあっては、更に100から105℃の恒温乾燥器で

部分圧縮比例限度（ＭＰａ又はＮ／㎜２）＝
Ｐｐ

Ａ

a

a

a

1.5a

P

L≧3a鋼 板

10mm
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全乾したものを分析用試料とする。

イ 吸収量の算出

分析用試料に含有される薬剤をウに示す方法により定量し、次の式によって薬剤の吸収量を

算出する。

ウ 定量方法

(ｱ) ほう素化合物で処理したもの

ａ 分析用試料溶液の調製

分析用試料約１ｇを石英ガラス又は無ほう酸ガラス製の200～500mLの共通すり合わせケ

ルダールトラップ球付き丸底フラスコ（以下「丸底フラスコ」という。）に正確に量り採

り、過酸化水素水15mL、硫酸２mL及びりん酸２mLを添加する。次に、これを砂浴上で徐々

に加熱し、内容物を分解し、内容物が黒色になったところで過酸化水素水５mLを追加する。

この操作を繰り返し、分析用試料が完全に分解して内容物が透明になり、硫酸白煙が発生

するまで濃縮した後放冷する。

その後、丸底フラスコの中の分解液を200mLの全量フラスコに移し定容とし、これを分

析用試料溶液とする。

ｂ 試薬の作成

(a) カルミン酸溶液

カルミン酸25mgに硫酸を加え溶解して、全量を100mLとする。

(b) 硫酸第１鉄溶液

硫酸第１鉄５ｇに0.5mol／Ｌ硫酸100mLを加えて溶解する。

(c) ほう酸標準溶液

硫酸デシケーターの中で５時間乾燥したほう酸250㎎を100mLの全量フラスコに量り採

り定容とした後、この原液10mLを500mLの全量フラスコに採り定容とする。

ｃ ほう酸の定量

分析用試料溶液２mLを25mLの全量フラスコに量り採り、塩酸３滴、硫酸第１鉄溶液３滴

及び硫酸10mLを加えて混合し、25mLの全量フラスコに共栓を付し水冷した後、カルミン酸

溶液10mLを加えて混合する。次に、これを再び水冷し、硫酸で定容とし、45分間室温で放

置した後その一部を吸収セルに移し、空試験液を対照液として波長600nmにおける吸光度

を測定し、あらかじめ作成した検量線からほう酸の濃度を求め、次の式によって分析用試

料溶液全量中におけるほう酸の量を算出する。

Ａは、検量線から求めたほう酸の濃度（μg／mL）

(注) 検量線の作成

ほう酸標準溶液０～2.0mLを段階的に全量フラスコに採り、ｃの定量方法と同

じく操作して、ほう酸の濃度と吸光度との関係線を作成して検量線とする。

(ｲ) フェニトロチオンで処理したもの

薬剤の吸収量＝
（㎏／ｍ３） 採取した分析用試料の全乾体積（㎝３）

薬剤含有量（㎎）

ほう酸含有量（㎎）＝
Ａ× 25× 100

1000
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ａ 分析用試料溶液の調製

分析用試料約１ｇを100mLの共栓付き三角フラスコに正確に量り採り、ぎ酸５mLを加え、

試料に均等に湿潤するまで放置し、トルエン50mLを加え、よく振り混ぜ超音波による抽出

工程を30分間行い、室温で18時間放置する。次にこれをよく振り混ぜ、ろ過して、200mL

の分液ロートに移す。更に、これを水で洗浄し、トルエン層のみを150mLのなす型フラス

コに分取し、ロータリーエバポレーターでトルエンを揮散させ、蒸発乾固した抽出物にア

セトン２mL及びりん酸トリオクチル標準溶液２mLを加えて、これを分析用試料溶液とする。

ｂ フェニトロチオン標準溶液の作成

フェニトロチオン標準品約100㎎を200mLの全量フラスコに正確に量り採り、アセトンで

定容とする。

ｃ フェニトロチオンの定量

分析用試料溶液を以下の条件を標準としてガスクロマトグラフ（以下「ＧＣ」という。）

で測定する。

表19 フェニトロチオンの定量におけるＧＣの条件

項 目 Ｇ Ｃ 条 件

カラム ガラスカラム（内径3.0mm、長さ1,000mm）

充填剤 25％シアノエチルメチルシリコンをシラン処理した60～80メッシュのけい

藻土担体に３％コーティングしたもの又はこれと同等の分離性能を有する

もの

キャリアガス 窒素ガス（内部標準が約10分後に検出される時間に流量を調整）

カラム温度 180℃

インジェクション及 200℃

び検出器温度

検出器 ＦＩＤ

注入量 ２μL

クロマトグラムを得た後、フェニトロチオン及びりん酸トリオクチルのピーク高さの比

を求め、次にあらかじめ作成した検量線から質量比を求め、次の式によって分析用試料溶

液全量中におけるフェニトロチオンの量を算出する。

Ｒは、検量線から求めた質量比

ＩＳｗは、りん酸トリオクチル標準溶液作成時に量り採ったりん酸トリオクチルの質

量（mg）

(注) 検量線の作成

フェニトロチオン標準溶液０～2.0mLを段階的に採り、りん酸トリオクチル標準

溶液２mLを加え、この溶液各２μLをｃの定量方法と同じく操作して、フェニトロ

チオン及びりん酸トリオクチルのピーク高さの比と質量比との関係線を作成し検

量線とする。

フェニトロチオン含有量（㎎）＝
Ｒ× ＩＳｗ

100
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(ｳ) ビフェントリンで処理したもの

ａ 分析用試料溶液の調製

分析用試料約１ｇを100mLの共栓付き三角フラスコに正確に量り採り、ぎ酸５mLを加え、

試料に均等に湿潤するまで放置し、トルエン50mLを加え、よく振り混ぜ超音波による抽出

工程を30分間行い、室温で18時間放置する。次にこれをよく振り混ぜ、ろ過して、200mL

の分液ロートに移す。更に、これを水で洗浄し、トルエン層のみを150mLのなす型フラス

コに分取し、ロータリーエバポレーターでトルエンを揮散させ、蒸発乾固した抽出物を高

速液体クロマトグラフ（以下「ＨＰＬＣ」という。）移動相又はそれに準じる溶媒10mLに

溶解させたものを分析用試料溶液とする。

ｂ ビフェントリン標準溶液の作成

ビフェントリン標準品を正確に量り採り、所定濃度にＨＰＬＣ移動相又はそれに準じる

溶媒で溶解する。

ｃ ビフェントリンの定量

分析用試料溶液を下記の条件を標準としてＨＰＬＣで測定する。クロマトグラムを得た

後、分析用試料溶液全量中におけるビフェントリンの量を算出する。

表20 ビフェントリンの定量におけるＨＰＬＣの条件

項 目 Ｈ Ｐ Ｌ Ｃ 条 件

カラム 内径4.6mm長さ150mmのステンレス管にシリカ－C18(ODS)を充填したもの又

はこれと同等以上の分離能力を有するもの

移動相 CH３CN／H２O＝80／20（Ｖ／Ｖ）

移動相流量 1.0mL／min

カラム温度 40℃

測定波長 220nm

注入量 10μL

(注) 検量線の作成

ビフェントリン標準溶液適正量を正確に採り、所定濃度にＨＰＬＣ移動相又は

それに準じる溶媒で溶解させ、この溶液10μLをｃの定量方法と同じく操作して、

ピーク高さとビフェントリン濃度との関係線を作成し検量線とする。

(ｴ) シフェノトリンで処理したもの

ａ 分析用試料溶液の調製

分析用試料約５ｇを100mLの共栓付き三角フラスコに正確に量り採り、ぎ酸20mLを加え、

試料に均等に湿潤するまで放置し、トルエン80mLを加え、よく振り混ぜ超音波による抽出

工程を30分間行い、室温で18時間放置する。次にこれをよく振り混ぜ、ろ過して、200mL

の分液ロートに移す。更に、これを水で洗浄し、トルエン層のみを200mLのなす型フラス

コに分取し、ロータリーエバポレーターでトルエンを揮散させ、蒸発乾固した抽出物にア

セトン２mL及びフタル酸ジ（２・エチルヘキシル）標準溶液（フタル酸ジ（２・エチルヘ

キシル）約50mgを200mLの全量フラスコに正確に量り採り、アセトンで定容として作成し

たものをいう。以下同じ。）２mLを加えて、これを分析用試料溶液とする。
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ｂ シフェノトリン標準溶液の作成

シフェノトリン標準品約100㎎を200mLの全量フラスコに正確に量り採り、アセトンで定

容とする。

ｃ シフェノトリンの定量

分析用試料溶液を下記の条件を標準としてＧＣで測定する。

表21 シフェノトリンの定量におけるＧＣの条件

項 目 Ｇ Ｃ 条 件

カラム ガラスカラム（内径3.0mm、長さ1,000mm）

充填剤 ジメチルシリコンをシラン処理した60～80メッシュの珪藻土担体に５％コ

ーティングしたもの又はこれと同等の分離性能を有するもの

キャリアガス 窒素ガス、50mL／min

カラム温度 230℃→（5℃／min）→300℃

インジェクション温度 250℃

検出器温度 300℃

検出器 ＦＩＤ

注入量 ２μL

クロマトグラムを得た後、シフェノトリン及びフタル酸ジ（２・エチルヘキシル）標準

溶液のピーク高さの比を求め、次にあらかじめ作成した検量線から質量比を求め、次の式

によって分析用試料溶液全量中におけるシフェノトリンの量を算出する。

Ｒは、検量線から求めた質量比

ＩＳｗは、フタル酸ジ（２・エチルヘキシル）標準溶液作成時に量り採ったフタル酸

ジ（２・エチルヘキシル）の質量（㎎）

(注) 検量線の作成

シフェノトリン標準溶液０～2.0mLを段階的に採り、フタル酸ジ（２・エチルヘ

キシル）標準溶液２mLを加え、この溶液各２μLをｃの定量方法と同じく操作して、

シフェノトリン及びフタル酸ジ（２・エチルヘキシル）標準溶液のピーク高さの

比と質量比との関係線を作成し検量線とする。

(12) ホルムアルデヒド放散量試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料単板積層材の長さ方向の端部から原則として５cm以上離れた部分より木口

寸法をそのままにして、表面積が450cm2（両木口面（Ｂ種構用単板積層材にあっては、長さ方

向の木口面とする。）を除く。）となるよう採取する。ただし、幅が300mmを超えるものにあっ

ては、厚さをそのままに長さを75mm以上とし、両木口面を除き表面積が450cm2 になるよう幅

を調整する。採取した試験片は、ホルムアルデヒドを透過しない自己接着アルミニウムテープ

又はパラフィンを用いて、両木口面を密封する。なお、試験片の木口寸法又は長さが試験容器

よりも大きくなる場合には、試験片を同一の形状の複数の試験片に切断し、用いることができ

シフェノトリンの含有量（㎎）＝
Ｒ× ＩＳｗ

100
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るものとする。この場合、切断面も密封するものとする。

イ 試験の方法

(ｱ) 試験片の養生

同一試料単板積層材から採取した試験片ごとにビニール袋で密封し、温度を20±１℃に調整

した恒温室等で１日以上養生する。

(ｲ) 試薬の調製

試薬は、次のａからｈまでによりそれぞれ調製する。

ａ よう素溶液（0.05mol／Ｌ）

よう化カリウム（ＪＩＳ Ｋ 8913（よう化カリウム（試薬））に規定するものをいう。）

40ｇを水25mLに溶かし、これによう素（ＪＩＳ Ｋ 8920（よう素（試薬））に規定するも

のをいう。）13ｇを溶かした後、これを1,000mLの全量フラスコ（ＪＩＳ Ｒ 3503（化学分

析用ガラス器具）に規定するものをいう。以下同じ。）に移し入れ、塩酸（ＪＩＳ Ｋ 8180

（塩酸（試薬）に規定するものをいう。）３滴を加えた後、水で定容としたもの

ｂ チオ硫酸ナトリウム溶液（0.1mol／Ｌ）

チオ硫酸ナトリウム五水和物（ＪＩＳ Ｋ 8637（チオ硫酸ナトリウム五水和物（試薬））

に規定するものをいう。）26ｇと炭酸ナトリウム（ＪＩＳ Ｋ 8625（炭酸ナトリウム（試

薬））に規定するものをいう。）0.2ｇを溶存酸素を含まない水1,000mLに溶かし、２日間放

置した後、よう素酸カリウム（ＪＩＳ Ｋ 8005（容量分析用標準物質）に規定するものを

いう。）を用いて、ＪＩＳ Ｋ 8001（試薬試験方法通則）の付属書JA（試験用溶液の調整

方法及び滴定用溶液類の調製及び標定）JA.6（滴定用溶液）JA.6.4（標定溶液の調製、標

定及び計算）t）（チオ硫酸ナトリウム）2）0.1mol／Ｌチオ硫酸ナトリウム溶液に規定す

る標定を行ったもの

ｃ 水酸化ナトリウム溶液（１mol／Ｌ）

水酸化ナトリウム（ＪＩＳ Ｋ 8576（水酸化ナトリウム（試薬））に規定するものをい

う。）40ｇを水200mLに溶かし、これを1,000mLの全量フラスコに移し入れ、水で定容とし

たもの

ｄ 硫酸溶液（１mol／Ｌ）

硫酸（ＪＩＳ Ｋ 8951（硫酸（試薬））に規定するものをいう。）56mLを水200mLに溶か

し、これを1,000mLの全量フラスコに移し入れ、水で定容としたもの

ｅ でんぷん溶液

でんぷん（ＪＩＳ Ｋ 8659（でんぷん（溶性）（試薬））に規定するものをいう。）１ｇ

を水10mLとよく混和し、熱水200mL中にかき混ぜながら加える。約１分間煮沸し、冷却し

た後、ろ過したもの

ｆ ホルムアルデヒド標準原液

ホルムアルデヒド液（ＪＩＳ Ｋ 8872（ホルムアルデヒド液（試薬））に規定するもの

をいう。）１mLを1,000mLの全量フラスコに入れ、水で定容としたもの

この溶液のホルムアルデヒド濃度は、次の要領により求める。

上記、ホルムアルデヒド標準原液20mLを100mLの共栓付き三角フラスコ（ＪＩＳ Ｒ 3503

（化学分析用ガラス器具）に規定するものをいう。以下同じ。）に分取し、ａのよう素溶

液25mL及びｃの水酸化ナトリウム溶液10mLを加え、遮光した状態で15分間室温に放置する。
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次に、ｄの硫酸溶液15mLを加え、遊離したよう素を直ちにｂのチオ硫酸ナトリウム溶液で

滴定する。溶液が淡黄色になってから、ｅのでんぷん溶液１mLを指示薬として加え、更に

滴定する。別に水20mLを用いて空試験を行い、次の式によってホルムアルデヒド濃度を求

める。

Ｃ＝1.5×（Ｂ－Ｓ）×ｆ×1,000／20

Ｃは、ホルムアルデヒド標準原液中のホルムアルデヒド濃度（mg／Ｌ）

Ｓは、ホルムアルデヒド標準原液の0.1mol／Ｌのチオ硫酸ナトリウム溶液の滴定

量（mL）

Ｂは、空試験における0.1mol／Ｌのチオ硫酸ナトリウム溶液の滴定量（mL）

ｆは、0.1mol／Ｌのチオ硫酸ナトリウム溶液のファクター

1.5は、0.1mol／Ｌのチオ硫酸ナトリウム溶液１mLに相当するホルムアルデヒド

量（mg）

ｇ ホルムアルデヒド標準溶液

ホルムアルデヒド標準原液を水1,000mL中に５mg（標準溶液Ａ）、50mg（標準溶液Ｂ）及

び100mg（標準溶液Ｃ）のホルムアルデヒドをそれぞれ含むように、1,000mLの全量フラス

コに適量採り、定容としたもの

ｈ アセチルアセトン－酢酸アンモニウム溶液

アセチルアセトン－酢酸アンモニウム溶液は、150ｇの酢酸アンモニウム（ＪＩＳ Ｋ

8359（酢酸アンモニウム（試薬））に規定するものをいう。）を800mLの水に溶かし、これ

に３mLの氷酢酸（ＪＩＳ Ｋ 8355（酢酸（試薬））に規定するものをいう。）と２mLのアセ

チルアセトン（ＪＩＳ Ｋ 8027（アセチルアセトン（試薬））に規定するものをいう。）を

加え、溶液の中で十分混合させ、更に水を加えて1,000mLとしたもの（直ちに測定ができ

ない場合は、０から10℃の冷暗所に調整後３日を超えない間保管することができる。）

(ｳ) ホルムアルデヒドの捕集

図５のようにアクリル樹脂製で内容量が約40Ｌの試験容器（気密性が確保できるものに限

る。）の底の中央部に20mLの蒸留水を入れた内径57㎜、高さ50㎜から60㎜のポリプロピレン

又はポリエチレン製の捕集水容器を置き、その上に試験片をのせ（複数枚の試験片がある場

合は、図５のようにそれぞれが接触しないように支持金具等に固定する。）、20±１℃で24時

間－０、＋５分放置して、放散するホルムアルデヒドを蒸留水中に吸収させて試料溶液とす

る。

また、バックグラウンドのホルムアルデヒド濃度を測定するために試験片を入れない状態

で上記の操作を行い、これをバックグラウンド溶液とする。

(注) ホルムアルデヒドの捕集、捕集水容器への蒸留水の挿入及び定量のための蒸留水の

取り出し時以外に、気中のホルムアルデヒドが捕集水容器に吸着したり、その中の蒸留

水に吸収されないよう、捕集水容器に中蓋を付ける。
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図５ ホルムアルデヒドの捕集

(ｴ) ホルムアルデヒドの濃度の定量方法

試料溶液及びバックグラウンド溶液中のホルムアルデヒド濃度の測定は、アセチルアセト

ン吸光光度法によって測定する。

(ｳ)の試料溶液10mLを共栓付き容器に入れ、次に、アセチルアセトン－酢酸アンモニウム

溶液10mLを加え、軽く栓をして混和する。共栓付き容器を、65±２℃の水中で10分間加温し

た後、この溶液を室温になるまで遮光した状態で静置する。この溶液を吸収セルに採り、水

を対照として、波長412nmで分光光度計で吸光度を測定する。なお、試料溶液の濃度が濃く

測定が困難な場合には、残った試料溶液から５mLを採り、４倍から５倍までに希釈したもの

を用いて上記に準じて測定する。

(ｵ) 検量線の作成

検量線は、３種類のホルムアルデヒド標準溶液を、全量ピペット（ＪＩＳ Ｒ 3505（ガラ

ス製体積計）に規定するものをいう。）で０mL、2.0mL、4.0mL及び6.0mLずつ採り、それぞれ

別々の100mLの全量フラスコに入れた後、水で定容とし、検量線作成用ホルムアルデヒド溶

液とする。

ホルムアルデヒド濃度を標準溶液Ａについては０mg／Ｌ、0.1mg／Ｌ、0.2mg／Ｌ及び0.3mg

／Ｌ、標準溶液Ｂについては０mg／Ｌ、1.0㎎／Ｌ、2.0㎎／Ｌ及び3.0㎎／Ｌ、標準溶液Ｃ

については０mg／Ｌ、2.0㎎／Ｌ、4.0㎎／Ｌ及び6.0㎎／Ｌとし、それぞれ10mLを分取し(ｴ)

の操作を行い、ホルムアルデヒド量と吸光度との関係線を作成する。その傾きＦは、グラフ

又は計算によって求める。

なお、標準溶液Ａ、標準溶液Ｂ及び標準溶液Ｃは、想定される試料溶液の濃度に応じてそ

れぞれ使い分けることとする。

(ｶ) ホルムアルデヒド濃度の算出

試料溶液のホルムアルデヒド濃度は次の式により算出する。

Ｇ＝Ｆ×（Ａｄ－Ａｂ）×（１／3.75）

Ｇは、試験片のホルムアルデヒド濃度（mg／Ｌ）

Ａｄは、試料溶液の吸光度

Ａｂは、バックグラウンド溶液の吸光度

Ｆは、検量線の傾き（mg／Ｌ）

試験片

捕集水容器
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（１／3.75）は、ホルムアルデヒド濃度の換算係数

(13) 浸潤度試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料単板積層材の材長の中央部付近において、試料単板積層材そのものの厚さ

及び幅の状態により、５mm以上の長さの試験片を１枚ずつ採取する。

イ 浸潤度の算出

浸潤度は、試験片に含有される薬剤をウに示す方法により呈色させ、次の式により算出する。

ウ 試験の方法

試験片の切断面を木材保存剤ごとに次に定める方法により呈色させる。使用する薬品（試薬）

についてＪＩＳが定められている場合には、当該ＪＩＳによるものとする。

(ｱ) ほう素・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤で処理されたもの

ブロモフェノールブルー0.2ｇをトルエンに溶解して100mLとしたもの又はブロモフェノー

ルブルー0.1ｇをアセトン及びヘキサンを１：３（Ｖ／Ｖ）の比率で混合した溶液に溶解し

て100mLとしたものを塗布し、又は噴霧することにより、約５分後に、浸潤部を青色に呈色

させる。

(ｲ) アゾール・ネオニコチノイド化合物系木材保存剤で処理されたもの

ジチゾン（１，５－ジフェニルチオカルバゾン）0.1ｇをアセトン100mLに溶解したものを

塗布し、又は噴霧することにより、浸潤部を赤色に呈色させる。なお、当該薬剤の場合には、

処理材中に有効成分と同様に浸潤する亜鉛化合物が含まれており、これが呈色する。

(14) 吸収量試験

ア 試料の作成

各試料単板積層材から(13)のアと同様に作成したもの又は(13)の浸潤度試験により呈色させ

たものを試験片とし、試験片ごとに、それぞれ図６に示す箇所から深さ10mm、幅５mm以上及び

長さ20mmの木片を採取する。同一荷口から採取された木片を全て合わせ、これを細かく砕いて

混合した後、全乾にしたものを試料とする。なお、気乾の状態の試料又は比較的温和な条件で

乾燥（例えば60℃で48時間乾燥）した試料で分析を行うことも可能とするが、その場合は、同

一試料から分離したものから別途含水率を求め、分析値を全乾質量を基にした値に補正するも

のとする。

断面積の浸潤度（％）＝
試験片の切断面の呈色面積（㎜２）

試験片の切断面の面積（㎜２）
× 100

材の表面から深さ10㎜＝
までの浸潤度（％）

試験片の材の表面から深さ10㎜までの呈色面積（㎜２）

試験片の材の表面から深さ10㎜までの面積（㎜２）
× 100
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（単位：mm）

図６ 吸収量試験における木片採取位置

イ 吸収量の算出

試料に含有される薬剤又は主要成分を木材保存剤ごとにウに定める方法により定量し、次の

式により算出する。なお、当該薬剤が複数成分の混合物である場合には、成分ごとに吸収量を

求め、それぞれの合計をもって吸収量とする。

また、採取した試料の全乾体積は、採取した試験片又は近接した部分から採取した木片から

全乾密度を求め、これを用いて次の式により算出する。

ウ 試験の方法

(ｱ) ほう素・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤で処理されたもの

Ａ ほう素化合物

（クルクミン法）

ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇをるつぼ又は蒸発皿に正確に量り採り、炭酸ナトリウム溶液を加えてアル

カリ性として、水浴上でその混合物を乾燥させる。次に、マッフル炉を用いてできる限

り低い温度でゆっくり灰化させ、次第に温度を上げて暗い赤熱状態（約580℃）とし、

それ以上の温度にならないようにする。放冷した後、灰分を塩酸（１＋９）で酸性とし

た後、100mLの全量フラスコに移し入れ、水で定容としたものを試験溶液とする。

ｂ 試薬の調製

(a) 炭酸ナトリウム溶液

無水炭酸ナトリウム10ｇを水に溶解して全量を1,000mLにしたもの

(b) クルクミン溶液

クルクミン（植物製）0.1ｇをエタノールに溶解して400mLにしたもの

(c) しゅう酸アセトン溶液

吸収量（㎏／ｍ３）＝
採取した試料の全乾体積（㎝３）

木材保存剤含有量（㎎）

採取した試料の全乾面積（㎝３）＝
採取した試料の全乾質量（ｇ）

全乾密度（ｇ／㎝３）

5

1020

20

20

20

5

5

5

10

1010
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しゅう酸50ｇをアセトンに溶解して500mLとし、ろ過したもの

(d) ほう酸標準溶液

硫酸デシケーター中で５時間乾燥したほう酸約0.5ｇを正確に量り採り、水に溶解

して1,000mLの全量フラスコで定容としたものをほう酸標準原液とし、使用時にこの

原液を水で50倍に希釈したもの

ｃ 検量線の作成

ほう酸標準溶液０～４mLを、段階的に内径５cmのるつぼに正確に量り採り、ｄの定量

方法と同様に操作してほう酸の量と吸光度との関係線を作成し、検量線とする。

ｄ 定量方法

試験溶液１mLを内径５cmのるつぼに正確に量り採り、炭酸ナトリウム溶液を加えてア

ルカリ性とした後、水浴上で蒸発乾固させる。次に、残留物を放冷した後、塩酸（１＋

４）１mL、しゅう酸アセトン溶液５mL及びクルクミン溶液２mLを加えて、55±２℃の水

浴上で２時間30分加熱する。これを放冷した後、残留物にアセトン20～30mLを加えて溶

出し、ろ過しながら100mLの全量フラスコに入れる。アセトンで容器及び残留物を数回

洗い、洗液を合わせてアセトンで定容としたものを試験溶液とする。試験溶液の一部を

吸収セルに移し、空試験溶液を対照液として波長540nmにおける吸光度を測定し、あら

かじめ作成した検量線からほう酸の量を求める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超

える場合には、アセトンで一定量に希釈し、検量線の範囲内に入るように調製して測定

する。

ｅ 木材保存剤含有量の計算方法

ｄにより求めた値から次の式により木材保存剤含有量を算出する。

木材保存剤含有量（mg）＝Ｐ×100×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（mg）

（カルミン酸法）

ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇを石英ガラス製又は無ほう酸ガラス製の200～500mLの共通すり合わせトラ

ップ球付き丸底フラスコに正確に量り採り、過酸化水素水15mL、硫酸２mL及びりん酸２

mLを添加する。次に、これを砂浴上で徐々に加熱し、内容物を分解し、内容物が黒色に

なったところで過酸化水素水５mLを追加する。この操作を繰り返し、試料が完全に分解

して内容物が透明になり、硫酸白煙が発生するまで濃縮した後、放冷する。その後、丸

底フラスコの中の内容物を200mLの全量フラスコに移し入れ、水で定容としたものを試

験溶液とする。

ｂ 試薬の調製

(a) カルミン酸溶液

カルミン酸25mgを硫酸に溶解して、100mLにしたもの

(b) 硫酸第１鉄溶液

硫酸第１鉄（硫酸鉄（Ⅱ）七水和物）５ｇを0.5mol／Ｌ硫酸100mLに溶解したもの

(c) ほう酸標準溶液

硫酸デシケーター中で５時間乾燥したほう酸約0.25ｇを正確に量り採り、水に溶解

して100mLの全量フラスコで定容としたものをほう酸標準原液とし、使用時にこの原
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液を水で50倍に希釈したもの

ｃ 検量線の作成

ほう酸標準溶液０～２mLを、段階的に25mLの全量フラスコに正確に量り採り、それぞ

れの全量が２mLになるよう水を加えた後、ｄの定量方法と同様に操作してほう酸の濃度

と吸光度との関係線を作成し、検量線とする。

ｄ 定量方法

試験溶液２mLを25mLの全量フラスコに正確に量り採り、塩酸３滴、硫酸第１鉄溶液３

滴及び硫酸10mLを加えて混合し、全量フラスコに共栓を付して水冷した後、カルミン酸

溶液10mLを加えて混合する。次に、これを再び水冷し、硫酸で定容とし、45分間室温で

放置して、試験溶液とする。試験溶液の一部を吸収セルに移し、空試験溶液を対照液と

して波長600nmにおける吸光度を測定し、あらかじめ作成した検量線からほう酸の量を

求める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には、硫酸で一定量に希釈し、

検量線の範囲内に入るように調製して測定する。

ｅ 木材保存剤含有量の計算方法

ｄにより求めた値から次の式により木材保存剤含有量を算出する。

木材保存剤含有量（mg）＝Ｐ×100×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（mg）

（高周波融合結合プラズマ（以下「ＩＣＰ」という。）発光分光法－１）

ａ 試験溶液の調製

カルミン酸法のａにより分解濃縮した内容物を100mLの全量フラスコに移し、内部標

準として原子吸光分析用イットリウム標準原液（１ｇ／Ｌ）１mLを加えた後、水で定容

としたものを試験溶液とする。

ｂ 試薬の調整

カルミン酸法のｂに同じ。

ｃ 検量線の作成

原子吸光分析用ほう素標準原液１mLを100mLの全量フラスコに正確に量り採ったもの

と、これとは別に100mLの全量フラスコを用意し、それぞれに原子吸光分析用イットリ

ウム標準原液（１ｇ／Ｌ）１mLを正確に加えた後、水で定容とし、ほう素とイットリウ

ムとの発光強度比から関係線を作成し、検量線とする。

ｄ 定量方法

ＩＣＰ発光分光分析装置により、試験溶液の発光強度を表22の各成分ごとの測定波長

により測定し、あらかじめ作成した検量線からほう素の量を求める。試験溶液の吸光度

が検量線の範囲を超える場合には、検量線の範囲内に入るように試験溶液を調製して測

定する。

表22 分析成分ごとの波長

成 分 測定波長（nm）

ほう素 249.773

イットリウム 371.030

ｅ 木材保存剤含有量の計算
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ｄにより求めた値から次の式により木材保存剤含有量を算出する。

木材保存剤含有量（mg）＝Ｐ×5.718×100×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（mg）

（ＩＣＰ発光分光法－２）

ａ 試験溶液の調製

試料約0.5ｇを石英ガラス製、無ほう酸ガラス製又はテフロン製の100mLのサンプル管

又はビーカーに量り採り、濃硝酸５mLを添加する。次に、これを砂浴上で115℃に加熱

して内容物の分解を開始し、内容物から暗褐色の煙が上がってきたところで過酸化水素

水１mLを添加する。この操作を繰り返し、試料が完全に分解して内容物が透明になった

後、放冷する。その後、サンプル管又はビーカーの中の内容物を200mLの全量フラスコ

に移し入れ、内部標準として原子吸光分析用イットリウム標準原液（１ｇ／Ｌ）１mLを

加えた後、水で定容としたものを試験溶液とする。

ｂ 検量線の作成

ＩＣＰ発光分光法－１のｃに同じ。

ｃ 定量方法

ＩＣＰ発光分光法－１のｄに同じ。

ｄ 木材保存剤含有量の計算

ＩＣＰ発光分光法－１のｅに同じ。

Ｂ ジデシルジメチルアンモニウムクロリド（以下「ＤＤＡＣ」という。）

ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇを球管冷却器付き300mLの平底フラスコに正確に量り採り、塩酸―エタノ

ール混液50mLを加えて湯浴上で３時間煮沸する。放冷した後、抽出物を吸引ろ過すると

ともに、木粉を約30mLのエタノールで洗浄する。ろ液を100mLの全量フラスコに移し、

エタノールで定容としたものを試験溶液とする。

ｂ 試薬の調製

(a) ＤＤＡＣ標準溶液

ＤＤＡＣ0.1ｇを正確に量り採り、水に溶解し、1,000mLの全量フラスコで定容とし

たもの

(b) 検量線用標準溶液

ＤＤＡＣ標準溶液０～４mLを段階的にビーカーに量り採り、それぞれについて塩酸

―エタノール混液２mLを加えた後、水を加えて約40mLとし、１mol／Ｌ水酸化ナトリ

ウム溶液数滴を加えて、万能pH試験紙によるpHを約3.5としたもの

(c) 塩酸－エタノール混液

塩酸（35％）３mLにエタノールを加えて100mLとしたもの

(d) １mol／Ｌ水酸化ナトリウム溶液

水酸化ナトリウム４ｇを水に溶解して100mLとしたもの

(e) pH3.5の緩衡液

0.1mol／Ｌ酢酸水溶液及び0.1mol／Ｌ酢酸ナトリウム水溶液を16：１（Ｖ／Ｖ）の

比率で混合したもの又は酢酸5.45ｇと酢酸ナトリウム0.66ｇを水に溶解して１Ｌとし

たもの
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(f) オレンジⅡ溶液

オレンジⅡ（ｐ―β―ナフトール・アゾベンゼンスルフォン酸）0.1ｇを水に溶解

して100mLとしたもの

ｃ 検量線の作成

あらかじめ、pH3.5の緩衡液10mL、オレンジⅡ溶液３mL、塩化ナトリウム５ｇ及びク

ロロホルム20mLを入れた100mLの分液ロートに検量線用標準溶液を加える。約５分間振

とうした後、約30分間静置してクロロホルム層と水層との分離を待った後、クロロホル

ム層の一部を採り、少量の硫酸ナトリウム（無水）を加えて脱水し、波長485nmにおけ

る吸光度を測定して検量線を作成する。

ｄ 定量方法

ａで調製した試験溶液から、ＤＤＡＣとして0.4mg以下を含む量を正確に量り採り、1

00mLのビーカーに入れ、水を加えて約40mLとした後、１mol／Ｌ水酸化ナトリウム溶液

数滴を加えて、万能pH試験紙によるpHを約3.5とし、これを調整溶液とする。

あらかじめ、pH3.5の緩衝液10mL、オレンジⅡ溶液３mL、塩化ナトリウム５ｇ及びク

ロロホルム20mLを入れた100mLの分液ロートに、調整溶液を加える。約５分間振とうし

た後、約30分間静置してクロロホルム層と水層との分離を待った後、クロロホルム層の

一部を採り、少量の硫酸ナトリウム（無水）を加えて脱水し、波長485nmにおける吸光

度を測定し、検量線からＤＤＡＣの量を求める。

ｅ 木材保存剤含有量の計算方法

ｄにより求めた値から次の式により木材保存剤含有量を算出する。

Ｐ：検量線から求めたＤＤＡＣの量（mg）

(ｲ) アゾール・ネオニコチノイド化合物系木材保存剤で処理されたもの

Ａ シプロコナゾール

（ＨＰＬＣ法）

ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇを共栓付き三角フラスコ等のメタノールに対する耐性を有する密栓可能な

容器に正確に量り採り、メタノール20mLを加えて栓をし、30分ごとによく振り混ぜなが

ら超音波による抽出工程（水温は約30～40℃とする。）を２時間行う。静置した後、抽

出物を吸引ろ過し、木粉を約５mLのメタノールで洗い込み、洗液をろ液と共に回収する。

得られたろ液はメタノールを用いて25mLに定容としたものを抽出溶液とする。

抽出溶液25mLのうち、予想されるシプロコナゾール濃度に応じて１～５mLを分取し、

ロータリーエバポレーターに装着して45℃の湯浴上で減圧しながら留去する。残さを表

23に定める比率で調製した移動相に溶解しながら１～５mLに定容したものを試験溶液と

する。

なお、この試験溶液による分析で、木材成分などの影響により、シプロコナゾールの

ピークが不明確な場合にあっては、以下による抽出（固相抽出法）を更に行い、それを

試験溶液とする。

木材保存剤含有量（㎎）＝Ｐ×
試験溶液の採取料（ｍＬ）

100



- 47 -

抽出溶液25mLのうち５mLを分取し、事前にメタノール２mL及び水２mLで洗浄した固相

抽出カートリッジに導入する。ただし、ＨＰＬＣ分析においてシプロコナゾールのピー

ク高さが検量線の範囲を超えた場合は、導入量を５mL以下で行う。また、シプロコナゾ

ールの濃度が低い場合は、抽出溶液25mLのうち５mLを超える量を固相抽出してよいが、

その場合は、溶液を濃縮し、メタノール５mLで溶解、導入するものとする。

この固相抽出カートリッジを、メタノール３mL及びメタノール－アンモニア混液Ａ３

mLで洗浄した後、メタノール－アンモニア混液Ｂ５mLで溶出する。

その後、溶出した液をロータリーエバポレーターに装着して45℃の湯浴上で減圧しな

がら留去する。残さを表23に定める比率で調製した移動相に溶解しながら１mLに定容し

たものを試験溶液とする。

ｂ 試薬等の調製

(a) シプロコナゾール標準溶液

シプロコナゾール標準品（純度95％以上で既知のもの）約0.05ｇを正確に量り採り、

表23に定める比率で調製した移動相に溶解して100mLの全量フラスコで定容としたも

の

(b) 100mMりん酸緩衝液（pH2.1）

りん酸二水素ナトリウム二水和物7.8ｇ及びりん酸（85％）3.4mLを水に溶解して

1,000mLの全量フラスコで定容としたもの

(c) メタノール－アンモニア混液Ａ

メタノール及び１mol／Ｌアンモニア水を20：80（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの

(d) メタノール－アンモニア混液Ｂ

メタノール及び28％アンモニア水を95：５（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの

(e) 固相抽出カートリッジ

強陽イオン交換基としてスルホン基が導入されたジビニルベンゼン－Ｎ－ビニルピ

ロリドン共重合体あるいはそれと同等の保持能力を持つ物を担体とするものであるこ

と。また、担体の充填量は1.0meq／ｇが60mg以上充填されている場合に相当する量で

あること。

ｃ 検量線の作成

シプロコナゾール標準溶液を表23に定める比率で調製した移動相で段階的に１～20μ

g／mLになるよう調製した後、ＨＰＬＣ専用フィルタでろ過したものをＨＰＬＣで測定

し、濃度とピーク面積により検量線を作成する。

ｄ 定量方法

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、表23に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣ

で測定し、作成した検量線からシプロコナゾールの量を求める。ただし、カラムの内径

等の変更、それに伴うアセトニトリルの割合や流量等の変更は可能とする。

表23 シプロコナゾールの定量におけるＨＰＬＣの条件

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＯＤＳ系カラム（Ｉ．Ｄ：4.6mm、Ｌ：150mm）

移動相 アセトニトリル：100mMりん酸緩衝液（pH2.1）：水＝50：10：40
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（Ｖ／Ｖ／Ｖ）

移動相流速 1.0mL／min

カラム温度 40℃

測定波長 220nm（ＵＶ検出器）

注入量 10μL

ｅ 木材保存剤含有量の計算方法

ｄにより求めた値から次の式により木材保存剤含有量を算出する。

木材保存剤含有量（mg）＝Ｐ×Ｙ／Ｘ×25

Ｐ：検量線から求めたシプロコナゾールの濃度（mg／mL）

Ｘ：抽出溶液から分取した量（mL）。ただし、固相抽出を用いた場合は、固相抽

出に供した量(mL)とする。

Ｙ：表23に定める比率で調製した移動相で定容とした量(mL)

（ＧＣ法）

ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇを200mLのナス型フラスコに正確に量り採り、水10mLを加えて30分間膨潤

させる。この試料にアセトン50mLを加えて30分間振とうしながら抽出し、抽出物を吸引

ろ過するとともに、試料を約50mLのアセトンで洗い込む。ろ紙上の試料を再度200mLの

ナス型フラスコに移し、水10mL及びアセトン50mLを加えて上記の抽出操作を行う。ろ液

をロータリーエバポレーターに装着して40℃の湯浴上で減圧しながら、おおむね10mLに

なるまで濃縮する。これに水を加えて約20mLとする。これをけい藻土カラムに加え、10

分間保持する。けい藻土カラムに注射器を取り付け、トルエン120mLを加えて溶出させ

る。溶出液をロータリーエバポレーターに装着して40℃の湯浴上で減圧しながら留去す

る。残さをトルエン10mLで溶解し、10mL容注射器を取り付け洗浄を終えたシリカゲルミ

ニカラムに10mL／minの速度でこれを通液する。同様に、酢酸エチル－シクロヘキサン

溶液５mLを通液した後、これを酢酸エチル10mLで溶出し、溶出液をロータリーエバポレ

ーターに装着して40℃の湯浴上で減圧しながら留去する。残さをアセトンで溶解しなが

ら５mLに定容したものを試験溶液とする。

ｂ 試薬等の調製

(a) シプロコナゾール標準溶液

ＨＰＬＣ法のｂの(a)に同じ。ただし、「表23に定める比率で調製した移動相」とあ

るのは、「アセトン」と読み替えるものとする。

(b) 酢酸エチル－シクロヘキサン溶液

酢酸エチル及びシクロヘキサンを２：３（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの

(c) シリカゲルミニカラム

使用時に酢酸エチル10mLで洗浄した後、更にトルエン10mLで洗浄したもの

ｃ 検量線の作成

シプロコナゾール標準溶液をアセトンで段階的に10～50μg／mLになるよう調製した

後、ＧＣで測定し、検量線を作成する。

ｄ 定量方法
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試験溶液を、表24に掲げる条件を標準としてＧＣで測定し、作成した検量線からシプ

ロコナゾールの量を求める。

表24 シプロコナゾールの定量におけるＧＣの条件

項 目 ＧＣの条件

カラム ５％フェニルメチルポリシロキサンを0.25μmコーティングした

溶融シリカキャピラリカラム（Ｉ．Ｄ：0.32mm、Ｌ：30ｍ）

分析条件 昇温分析 60℃、１min→（20℃／min）→240℃、10min→（20℃

／min）→260℃

注入法 スプリット

注入口温度 250℃

検出器温度 昇温Maxと同じ又は＋10℃

メイクアップガス He 30mL／min

キャリアガス He ２mL／min又は45cm／ｓ

燃焼ガス 水素 30mL／min、空気 370mL／min

検出器 ＦＩＤ

注入量 ２μL

ｅ 木材保存剤含有量の計算方法

ｄにより求めた値から次の式により木材保存剤含有量を算出する。

木材保存剤含有量（mg）＝Ｐ×５

Ｐ：検量線から求めたシプロコナゾールの量（mg）

Ｂ イミダクロプリド

（ＨＰＬＣ法－１）

ａ 試験溶液の調製

試料約５ｇを共栓付き三角フラスコに正確に量り採り、ジメチルスルホキシド（ＤＭ

ＳＯ）５mLを試料全体に滴下した後、エタノール50～100mLを加えて栓をし、１時間ご

とによく振り混ぜながら超音波による抽出工程（水温は約40℃とする。）を３時間行う。

静置した後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約30mLのエタノールで洗い込む。

ろ液をロータリーエバポレーターに装着して45℃の湯浴上で減圧しながら、おおむね５

mLになるまで濃縮する。これを少量のエタノールで溶解した後、25mLの全量フラスコに

移し、エタノールで定容としたものを試験溶液とする。

ｂ 試薬の調製

イミダクロプリド標準溶液

イミダクロプリド標準品（純度95％以上で既知のもの）約0.05ｇを正確に量り採り、

エタノールに溶解して50mLの全量フラスコで定容としたもの

ｃ 検量線の作成

イミダクロプリド標準溶液を段階的に５～50μg／mLになるよう調製し（ただし、試

験溶液の濃度が検量線から外れる場合には、検量線の濃度を調製することができる。）、

ＨＰＬＣ専用フィルタでろ過したものをＨＰＬＣで測定し、検量線を作成する。
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ｄ 定量方法

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、表25に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣ

で測定して作成した検量線からイミダクロプリドの量を求める。

表25 イミダクロプリドの定量におけるＨＰＬＣの条件

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＯＤＳ系カラム（Ｉ．Ｄ：4.6mm、Ｌ：150mm）

移動相 アセトニトリル：水＝60：40（Ｖ／Ｖ）

移動相流速 1.0mL／min

カラム温度 40℃

測定波長 271nm（ＵＶ検出器）

注入量 10μL

ｅ 木材保存剤含有量の計算方法

ｄにより求めた値から次の式により木材保存剤含有量を算出する。

木材保存剤含有量（mg）＝Ｐ×25

Ｐ：検量線から求めたイミダクロプリドの濃度（mg／mL）

（ＨＰＬＣ法－２）

ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇを共栓付き三角フラスコ等密栓可能なガラス製容器に正確に量り採り、ア

セトニトリル20～30mLを正確に加えて栓をし、時々振りませながら超音波による抽出工

程（水温は約40℃をとする。）を２時間行う。水温の上昇や超音波洗浄器の過熱を避け

るため、超音波照射を複数回に分け照射時間の合計を２時間としてもよい。その後、ガ

ラス製容器を超音波洗浄器から取り出し、室温下で静置する。静置後、上澄液をアセト

ニトリルに対する耐性を有するシリンジフィルター等を用いてろ過したものを抽出溶液

とする。

抽出溶液のうち１～５mLを分取しロータリーエバポレーター等を用いて減圧濃縮乾固

する。この際、抽出溶液の加温は45℃以下とする。濃縮後の残さをアセトニトリルと水

を１：１（Ｖ／Ｖ）の比率で混合した溶液１～５mLに溶解したものを試験溶液とする。

なお、この試験溶液による分析で、木材成分などの影響により、イミダクロプリドの

ピークが不明確な場合等にあっては、以下による精製（分散型固相抽出法）を更に行い、

それを試験溶液とする。

抽出溶液のうち約６mLを1,200mgの硫酸マグネシウム、400mgのＰＳＡが入った15mLの

プラスチック製スピッツバイアルに加えたのち密栓する。バイアルを30秒間激しく振り

混ぜた後、１時間静置する。１～３mLの上澄液を分取し、減圧濃縮乾固する。濃縮後の

残さを、アセトニトリルと水を１：１（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの１～３mLに溶解

し、ＨＰＬＣ専用フィルタでろ過したものを試験溶液とする。

ｂ 試薬の調製

(a) イミダクロプリド標準溶液

ＨＰＬＣ法－１のｂに同じ。ただし、「エタノール」とあるのは、「アセトニトリル

と水を１：１（Ｖ／Ｖ）の比率で混合した溶液」と読み替えるものとする。
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(b) ギ酸アンモニウム緩衝液

59.5mmolギ酸2.74ｇ及び40.5mmolギ酸アンモニウム2.55ｇを水に溶解して1,000mL

の全量フラスコで定容としたもの

ｃ 検量線の作成

イミダクロプリド標準溶液をアセトニトリルと水を１：１（Ｖ／Ｖ）の比率で混合し

た溶液で検量線の直線性が確保される濃度範囲（例えば0.5～50μg／mLの濃度範囲）で

段階的に調製した後、ＨＰＬＣ専用フィルタでろ過したものをＨＰＬＣで測定し、検量

線を作成する。

ｄ 定量方法

試験溶液を、表26に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣで測定し、作成した検量線から

イミダクロプリドの量を求める。ＨＰＬＣの条件はイミダクロプリドの保持時間以降に

有機溶媒比率を上げ、きょう雑物をカラム中より除去するためグラジエント分析とする。

記載のグラジエント条件は一例であり、分析に影響のない範囲での変更は可能とするが、

イミダクロプリドの保持時間までは移動相（Ａ）を100％で通液するものとする。分析

を行う上で支障がなければ、表26の移動相組成にある「ギ酸アンモニウム緩衝液」を「水」

として実施してもよいこととする。ただし、カラムの内径等の変更、それに伴う移動相

（Ａ）のアセトニトリルの割合や流量等の変更は可能とする。

表26 イミダクロプリドの定量におけるＨＰＬＣの条件

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＯＤＳ系カラム（粒子径３μm、Ｉ．Ｄ：３mm、Ｌ：150mm）

移動相 （Ａ）アセトニトリル：水：ギ酸アンモニウム緩衝液（100mM、p

H3.5）＝20：70：10

（Ｂ）アセトニトリル：ギ酸アンモニウム緩衝液＝90：10

グラジエント分析 ０－13分 Ａ：100％、Ｂ：０％

13－14分 Ａ：100％→０％、Ｂ：０％→100％

14－29分 Ａ：０％、Ｂ：100％

29－30分 Ａ：０％→100％、Ｂ：100％→０％

30－45分 Ａ：100％、Ｂ：０％

移動相流速 0.4～0.6mL／min

カラム温度 40℃

測定波長 271nm（ＵＶ検出器）

注入量 10μL

ｅ 木材保存剤含有量の計算方法

ｄにより求めた値から次の式により木材保存剤含有量を算出する。

木材保存剤含有量（mg）＝Ｐ×Ｙ／Ｘ×Ｚ

Ｐ：検量線から求めたイミダクロプリドの濃度（mg／mL）

Ｘ：抽出溶液から分取した量(mL)。ただし、分散型固相抽出を用いた場合は、採

取した上澄液の量(mL)とする。
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Ｙ：抽出溶液から分取した溶液を濃縮乾固した残さを溶解したアセトニトリルと

水を１：１（Ｖ／Ｖ）の比率で混合した溶液量(mL)。ただし、分散型固相抽

出を用いた場合は、採取した上澄液を濃縮乾固した残さを溶解したアセトニ

トリルと水を１：１（Ｖ／Ｖ）の比率で混合した溶液量(mL)とする。

Ｚ：木材からの抽出に用いたアセトニトリル量(mL)
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附属書 A 別記様式（第３条、第４条関係）

（規定）

単板積層材の表示の様式

A.1 5 に規定する事項の表示を次に示す。

a) 造作用単板積層材の表示の様式 １ 造作用単板積層材の表示の様式

品 名 品 名

化 粧 加 工 の 方 法 化 粧 加 工 の 方 法a)

防 虫 処 理 防 虫 処 理a)

寸 法 寸 法

ホルムアルデヒド放散量 ホルムアルデヒド放散量b)

使 用 接 着 剤 等の 種 類 使 用 接 着 剤 等の 種 類，c) d)

入 り 数 入 り 数a)

製 造 業 者 製 造 業 者，e) f)

（削る） 備 考

注記 この様式は，縦書きとしてもよい。 （新設）

注 表面に化粧加工を施してないもの，防虫処理を施した旨の表示をしてないもの又はこりに表示 １ 表面に化粧加工を施してないもの、防虫処理を施した旨の表示をしてないもの又はこりに表示a)

しないものにあっては，この様式中それぞれ“化粧加工の方法”，“防虫処理”又は“入り数” しないものにあっては、この様式中それぞれ「化粧加工の方法」、「防虫処理」又は「入り数」を

を省略すること。 省略すること。

（削る） ２ 表示を行う者が販売業者である場合にあっては、この様式中「製造業者」を「販売業者」とす

ること。

注 ホルムアルデヒド放散量の表示をしない場合にあっては，この様式中“ホルムアルデヒド放散 ３ ホルムアルデヒド放散量の表示をしない場合にあっては、この様式中「ホルムアルデヒド放散b)

量”を省略すること。 量」を省略すること。

注 6.1 d)及び e)の表示をするものにあっては，この様式中“使用接着剤等の種類”に表示すること。 ４ 第３条の表示事項の４及び５の表示をするものにあっては、この様式中「使用接着剤等の種類」c)

に表示すること。

注 ホルムアルデヒド放散量の表示をする場合にあっては，この様式中“使用接着剤等の種類”を ５ ホルムアルデヒド放散量の表示をする場合にあっては、この様式中「使用接着剤等の種類」をd)

省略すること。 省略すること。

注 表示を行う者が販売業者である場合にあっては，この様式中“製造業者”を“販売業者”とす （新設）e)

ること。

注 輸入品にあっては，注 にかかわらず，この様式中“製造業者”を“輸入業者”とすること。 ６ 輸入品にあっては、２にかかわらず、この様式中「製造業者」を「輸入業者」とすること。f) e)

（削る） ７ この様式は、縦書きとすることができる。

b) 構造用単板積層材の表示の様式 ２ 構造用単板積層材の表示の様式

品 名 品 名

接 着 性 能 接 着 性 能

樹 種 名 樹 種 名

寸 法 寸 法

曲 げ 性 能 曲 げ 性 能

水 平 せ ん 断 区 分 水 平 せ ん 断 区 分

め り 込 み 性 能 めり込み性能（縦使い方向）g)
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ホルムアルデヒド放散量 ホルムアルデヒド放散量h)

使 用 接 着 剤 の 種 類 使 用 接 着 剤 等の 種 類i)

性 能 区 分 及 び 処 理 方 法 性能区分及び処理方法j)

木 材 保 存 剤 木 材 保 存 剤j)

実 大 試 験 等 実 大 試 験 等k)

製 造 業 者 製 造 業 者，l) m)

（削る） 備 考

注記 この様式は，縦書きとしてもよい。 （新設）

注 めり込み性能についての表示をしないものにあっては，この様式中“めり込み性能”を省略す １ めり込み性能についての表示をしないものにあっては、この様式中「めり込み性能（縦使い方g)

ること。 向）」を省略すること。

注 ホルムアルデヒド放散量についての表示をしていないものにあっては，この様式中“ホルムア ２ ホルムアルデヒド放散量についての表示をしていないものにあっては、この様式中「ホルムアh)

ルデヒド放散量”を省略すること。 ルデヒド放散量」を省略すること。

注 非ホルムアルデヒド系接着剤を使用した旨の表示をしていないものにあっては，この様式中“ ３ 非ホルムアルデヒド系接着剤を使用した旨等の表示をしていないものにあっては、この様式中i)

使用接着剤の種類”を省略すること。 「使用接着剤の種類」を省略すること。

注 保存処理を施した旨の表示をしていないものにあっては，この様式中“性能区分及び処理方法 ４ 保存処理を施した旨の表示をしていないものにあっては、この様式中「性能区分及び処理方法」、j)

”，“木材保存剤”を省略すること。 「木材保存剤」を省略すること。

注 実大曲げ試験又は，実証試験を伴うシミュレーション計算を行った旨の表示をしていないもの ５ 実大曲げ試験又は、実証試験を伴うシミュレーション計算を行った旨の表示をしていないものk)

にあっては，この様式中“実大試験等”を省略すること。 にあっては、この様式中「実大試験等」を省略すること。

注 表示を行うものが販売業者である場合にあっては，この様式中“製造業者”を“販売業者”と ６ 表示を行うものが販売業者である場合にあっては、この様式中「製造業者」を「販売業者」とl)

すること。 すること。

注 輸入品にあっては，注 にかかわらず，この様式中“製造業者”を“輸入業者”とすること。 ７ 輸入品にあっては、６にかかわらず、この様式中「製造業者」を「輸入業者」とすること。m) l)

（削る） ８ この様式は、縦書きとすることができる。
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附属書 B （新設）

（規定）

試験試料の採取・試験結果の判定

B.1 試験試料の採取

JAS 0701-2 の 4.1 温水浸せき剝離試験，4.2 冷水浸せき剝離試験，4.3 煮沸剝離試験，4.4 減圧加圧

剝離試験，4.5 水平せん断試験，4.6 ブロックせん断試験，4.7 含水率試験，4.8 寒熱繰返し試験，4.9
曲げ試験，4.10 めり込み試験，4.11 寸法測定，4.12 防虫処理試験，4.13 ホルムアルデヒド放散量試験，

4.14 浸潤度試験及び 4.15 吸収量試験に供する試験片を切り取るべき単板積層材（以下“試料単板積

層材”という。）は，1荷口から，表 B.1，表 B.2 又は表 B.3 の左欄に掲げる単板積層材の枚数又は本

数に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる枚数又は本数を任意に抜き取るものとする。ただし，当該試

験において，規定する試験片の数量が得られない場合は，試料単板積層材の枚数又は本数を追加する

こと。

なお，追加した試料単板積層材については当該試験以外の試験は課さないこととする。

表 B.1 －造作用単板積層材（JAS 0701-2 の 4.13 ホルムアルデヒド放散量試験を除く。）の抜き取り枚

数又は本数

単位 枚（本）

荷口の単板積層材の枚数又は本数 試料単板積層材の枚数又は本数

200以下 2
201以上 500以下 3
501以上 1 000以下 4

1 001以上 3 000以下 5
3 001以上 6

注記 再試験を行う場合は，左に掲げる枚数又は本数の 2 倍の試料

単板積層材を抜き取る。

表 B.2 －構造用単板積層材（JAS 0701-2 の 4.13 ホルムアルデヒド放散量試験，4.14 浸潤度試験及び

4.15 吸収量試験を除く。）の抜き取り枚数又は本数

単位 枚（本）

荷口の単板積層材の枚数又は本数 試料単板積層材の枚数又は本数

1 000以下 4
1 001以上 2 000以下 6
2 001以上 3 000以下 8
3 001以上 10

注記 JAS 0701-2 の 4.2 冷水浸せき剝離試験，4.3 煮沸剝離試験，4.4
減圧加圧剝離試験，4.5 水平せん断試験，4.6 ブロックせん断

試験及び 4.7 含水率試験において，再試験を行う場合は，左

に掲げる枚数又は本数の 2倍の試料単板積層材を抜き取る。

表 B.3 － JAS 0701-2 の 4.13 ホルムアルデヒド放散量試験，4.14 浸潤度試験及び 4.15 吸収量試験の抜

き取り枚数又は本数
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単位 枚（本）

荷口の単板積層材の枚数又は本数 試料単板積層材の枚数又は本数

1 000以下 2
1 001以上 2 000以下 3
2 001以上 3 000以下 4
3 001以上 5

注記 JAS 0701-2 の 4.14 浸潤度試験の再試験を行う場合には，左に

掲げる枚数又は本数の 2 倍の試料単板積層材を抜き取るもの

とする。

B.2 試験結果の判定

JAS 0701-2 の 4.9 曲げ試験，4.10 めり込み試験，4.11 寸法測定，4.13 ホルムアルデヒド放散量試験

及び 4.15 吸収量試験以外の試験にあっては，1荷口から抜き取られた試料単板積層材から切り取られ

た試験片（4.7 含水率試験及び 4.12 防虫処理試験にあっては，1 荷口から抜き取られた試料単板積層

材）のうち，当該試験に係る基準に適合するものの数がその総数の 90 %以上であるときは，その荷

口の単板積層材は当該試験に合格したものとし，70 %未満であるときは不合格とする。適合するも

のの数が 70 %以上 90 %未満であるときは，その荷口の単板積層材について改めて当該試験に要する

試料単板積層材を抜き取って再試験を行い，その結果，適合するものの数が 90 %以上であるときは

当該試験に合格したものとし，90 %未満であるときは不合格とする。
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附属書 C （新設）

（規定）

実証試験を伴うシミュレーション計算による強度性能の確認に係る認証審査等について

C.1 JAS 0701-1 に規定する実証試験を伴うシミュレーション計算による強度性能の確認について

は、認証申請時、認証事項の変更時には以下の事項を行うこと。

a) 製造業者等は、申請しようとする最も上位の強度等級の製品が、“特殊な許容応力度及び特殊な

材料強度を定める件（平成 13年 6月 12日国土交通省告示第 1024号）第 3 基準強度の二の表 6
A種構造用単板積層材の圧縮、引張り及び曲げの基準強度”に定める等級ごとの基準に適合す

ることを確認すること。

b) a)の結果について、登録認証機関等は、書類審査において、再度シミュレーション計算を行う等

より、申請内容の適合性を確認すること。

c) 登録認証機関等は、実地による調査の際に、a)により確認した製品の品質管理状況について確認

を行うこと。

C.2 登録認証機関等が行う確認調査においては。C.1 c)において確認した内容に変更が無いことを

確認すること。変更があった場合には、再度 C.1 により適合性の確認を行うこと。
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日本農林規格 JAS （新設）

0701-2：20XX

単板積層材－第 2 部：試験方法

Laminated Veneer Lumber－ Part 2 : Test method

1 適用範囲

この規格は，JAS 0701-1 の試験方法について規定する。

2 引用規格

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これ

ら規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 8001 試薬試験方法通則

JIS K 8005 容量分析用標準物質

JIS K 8027 アセチルアセトン（試薬）

JIS K 8180 塩酸（試薬）

JIS K 8355 酢酸（試薬）

JIS K 8359 酢酸アンモニウム（試薬）

JIS K 8576 水酸化ナトリウム（試薬）

JIS K 8625 炭酸ナトリウム（試薬）

JIS K 8637 チオ硫酸ナトリウム五水和物（試薬）

JIS K 8659 でんぷん（溶性）（試薬）

JIS K 8872 ホルムアルデヒド液（試薬）

JIS K 8913 よう化カリウム（試薬）

JIS K 8920 よう素（試薬）

JIS K 8951 硫酸（試薬）

JIS R 3503 化学分析用ガラス器具

JIS R 3505 ガラス製体積計

3 用語及び定義

3.1
関係温湿度

温度 20±2 °C，湿度 65±5 %。

4 試験

4.1 温水浸せき剝離試験

4.1.1 試験片の作製

試験片は，各試料単板積層材から，1辺が 75 mmの正方形状のもの（幅が 75 mm未満の試料単板

積層材にあっては，当該試料単板積層材の幅で，長さが 75 mmの長方形状のもの）を 4片ずつ作製

する。
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4.1.2 手順

試験片を 70±3 °Cの温水中に 2時間浸せきした後、60±3 °Cの恒温乾燥器に入れ，器中に湿気がこ

もらないようにして質量が試験前の質量の 100～ 110 %の範囲となるように乾燥する。

4.1.3 算出方法

試験片の 4側面における剝離 の長さ を測定し，同一接着層における剝離 の長さ の合計を算出1) 2) 1) 2)

する。

剝離率は，式(1)によって算出する。

注 剝離は、その透き間が 0.05 mm未満のもの及び剝離の長さが 3 mm以下のものを除く。1)

注 剝離の長さの測定にあたっては，干割れ，節等による木材の破壊，節が存在する部分のは2)

がれは，スカーフジョイント又はラップジョイント部分の接着部の透き間、単板の幅はぎ

部は、剝離とみなさない。

…………………………………………………………………………………(1)

ここで， D： 剝離率（%）

l ： 4側面の剝離長さの合計（mm）d

lt： 4側面の接着層の長さの合計（mm）

4.2 冷水浸せき剝離試験

4.2.1 試験片の作製

試験片は，各試料単板積層材から，1辺が 75 mmの正方形状のもの（幅が 75 mm未満の試料単板

積層材にあっては，当該試料単板積層材の幅で，長さが 75 mmの長方形状のもの）を 2片ずつ作製

する。

4.2.2 手順

試験片を室温（10～ 25 °C）の水中に 24時間浸せきした後，70±3 °Cの恒温乾燥器に入れ，器中

に湿気がこもらないようにして質量が試験前の質量の 100～ 110 %の範囲となるように乾燥する。た

だし，使用環境 Aの表示をしてあるものにあっては，上記処理を 2回繰り返すものとする。

4.2.3 算出方法

4.1.3 によって算出する。

4.3 煮沸剝離試験

4.3.1 試験片の作製

4.2.1 に同じ。

4.3.2 手順

試験片を沸騰水中に 4時間浸せきし，さらに室温（10～ 25 °C）の水中に 1時間浸せきした後，水

中から取り出した試験片を 70±3 °Cの恒温乾燥器に入れ，器中に湿気がこもらないようにして質量が

試験前の質量の 100～ 110 %の範囲となるように乾燥する。ただし，使用環境 Aの表示をしてある

ものにあっては，上記処理を 2回繰り返すものとする。

4.3.2 算出方法

4.1.3 によって算出する。

4.4 減圧加圧剝離試験

D =
ld
lt
× 100
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4.4.1 試験片の作製

4.2.1 に同じ。

4.4.2 手順

試験片を室温（10～ 25 °C）の水中に浸せきし，0.085 MPa以上の減圧を 5分間行い，更に 0.51±0.03
MPaの加圧を 1時間行う。この処理を 2回繰り返した後，試験片を水中から取り出し，70±3 °Cの恒

温乾燥器に入れ，器中に湿気がこもらないようにして質量が試験前の質量の 100～ 110 %の範囲とな

るように乾燥する。ただし，使用環境 A の表示をしてあるものにあっては，上記処理を 2 回繰り返

すものとする。

4.4.3 算出方法

4.1.3 によって算出する。

4.5 水平せん断試験

4.5.1 試験片の作製

4.5.1.1 A 種構造用単板積層材

試験片は，各試料単板積層材から，平使い方向（単板の積層方向を荷重方向にする。以下同じ。）

の試験用に幅方向に 40 mm，長さ方向に試料単板積層材の厚さの 6倍の長さの長方形状のものを 2
片ずつ（二次接着の試験にあっては，全ての二次接着層について，当該接着層が中央部となるように

厚さを調整したものを 2片ずつ）及び縦使い方向（単板の積層方向の直角方向を荷重方向にする。以

下同じ。）の試験用に幅方向に試料単板積層材の厚さと等倍の長さ，長さ方向に試料単板積層材の厚

さの 6倍の長さの長方形状のものを 2片ずつ作製する。ただし，厚さが 40 mm以上のものにあって

は，当該試料単板積層材の中央部の層が残るように削り，厚さを 40 mmとする。なお，試験片は，

温度は 20±2 °C，湿度は 65±5 %（以下“関係温湿度”という。）の条件の中で質量が一定になるまで

調湿したものを用いることとする。

4.5.1.2 B 種構造用単板積層材

試験片は，各試料単板積層材から，平使い方向の試験用に幅方向に 40 mm，長さ方向に試料単板

積層材の厚さの 6倍の長さの長方形状のものを 2片ずつ及び縦使い方向の試験用に幅方向に試料単板

積層材の厚さと等倍の長さ，長さ方向に試料単板積層材の厚さの 6倍の長さの長方形状のものを 2片
ずつ作製する。なお，試験片は，関係温湿度の条件の中で質量が一定 になるまで調湿したものを用3)

いることとする。

注 24時間間隔で測定した質量差が試験片質量の 0.1 %以下であることをいう。3)

4.5.2 手順

試験は，関係温湿度の条件の中で，図 1 に示す方法によって最大荷重を測定する。ただし，この関

係温湿度の条件の中での試験が困難な場合には，試験片の調湿後，直ちに試験を行うこととする。な

お，設備の都合によって関係温湿度の条件をつくることが困難な場合又は製造上の理由によって，関

係温湿度条件で恒量に達するまでに長時間を要する場合には，関係温湿度条件によらずに試験を行う

ことができることとするが，この場合，試験の結果と試験片の含水率の関係等によって関係温湿度条

件下におけるせん断強さが確保されていることが適切に評価できるものであること。
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ここで， L： 試験片の長さ

ℓ： スパン（ℓ＝ 4h）
h： 試験片の厚さ

注記 平均荷重速度は，毎分 14.7 MPa以下とする。

図 1 －水平せん断試験の方法

4.5.3 算出方法

式(2)によってせん断強さを求める。

………………………………………………………………………………(2)

ここで， τH： せん断強さ（MPa又は N/mm2
）

Pb： 最大荷重（N）
b： 試験片の幅（mm）（縦使い方向の場合は，試験片の厚さ）

h： 試験片の厚さ（mm）（縦使い方向の場合は，試験片の幅）

4.6 ブロックせん断試験

4.6.1 試験片の作製

試験片は，各試料単板積層材から，二次接着を行った全ての接着層について図 2 に示す形のものを 4
片ずつ作製する。なお，試験片は関係温湿度の条件の中で質量が一定 になるまで調湿したものを用4)

いることとする。

注 24時間間隔で測定した質量差が試験片質量の 0.1 %以下であることをいう。4)

tH ＝ 4 × b × h
3 ×Pb

試験片

支点

荷重点治具
(先端部の曲率半径がほぼ 1.5 hのもの)

h

ℓ/2 ℓ/2

ℓ

L



- 62 -

単位 mm

ここで， a： 25 mm以上，55 mm以下の任意の長さとする。

b： 25 mm以上，55 mm以下の任意の長さとする。

t： 試験を実施するのに支障のない厚さ（10～ 20 mm程度）とす

る。

図 2 －ブロックせん断試験用試験片

4.6.2 手順

試験は，関係温湿度の条件の中で，試験片の破壊時の荷重が試験機の容量の 15 %から 85 %までに

当たる試験機及び試験片のせん断面と荷重軸が平行かつ，試験片に回転モーメント等が生じないよう

に設計されたせん断装置を用い，荷重速度毎分 9 800 Nを標準として試験片を破断させる。ただし，

この関係温湿度の条件の中での試験が困難な場合にあっては，試験片の調湿後，直ちに試験を行うこ

ととする。なお，設備の都合によって関係温湿度の条件をつくることが困難な場合又は製造上の理由

によって，関係温湿度条件で恒量に達するまでに長時間を要する場合には，関係温湿度条件によらず

に試験を行うことができることとするが，この場合，試験の結果と試験片の含水率の関係等によって

関係温湿度条件下におけるせん断強さが確保されていることが適切に評価できるものであること。

4.6.3 算出方法

式(3)によってせん断強さを求める。

…………………………………………………………………………………(3)

ここで， τB： せん断強さ（MPa又は N/mm2
）

Pb： 最大荷重（N）

4.7 含水率試験

4.7.1 試験片の作製

試験片は，各試料単板積層材から，全層を含む質量 20 g以上のものを 2片ずつ作製する。

4.7.2 手順

試験片の質量を測定し，これを乾燥器中で 103±2 °Cで乾燥し，恒量に達したと認められるときの

質量（以下“全乾質量”という。）を測定する。

tB ＝ a × b
Pb

二
次
接
着
層

5

5

a
a + 5

bt
t
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注記 恒量とは一定時間（6 時間以上とする。）ごとに測定したときの質量の差が試験片の質量

の 0.1 %以下の状態にあることをいう。

4.7.3 算出方法

全乾質量を測定した後，式(4)によって 0.1 %の単位まで含水率を算出し，同一の試料単板積層材か

ら作製された試験片の含水率の平均値を 0.5 %の単位まで算出する。

………………………………………………………………………(4)

ここで， W： 含水率（%）

W1： 乾燥前の質量（g）
W2： 全乾質量（g）

注記 ただし，これ以外の方法によって含水率試験に係る基準に適合するかどうかを明らかに判

定することができる場合は，その方法によることができる。

4.8 寒熱繰返し試験

4.8.1 試験片の作製

試験片は，各試料単板積層材から 1辺が 150 mmの正方形状のもの（幅が 150 mmに満たないもの

にあっては，木口断面寸法をそのままとし，長さは 150 mmとする。）を 2片ずつ作製する。

4.8.2 手順

試験片を金属わくに固定（幅が 150 mmに満たないものにあっては，150 mmの部分のみ固定）し，

80±3 °Cの恒温乾燥器中に 2時間放置した後，-20±3 °Cの恒温器中に 2時間放置する工程を 2回繰返

し，室温に達するまで放置する。

4.9 曲げ試験

4.9.1 試験片の作製

試験片は，各試料単板積層材から，平使い方向の試験用に，厚さはそのままで，幅方向に試料単板

積層材の厚さと等倍以上の長さ，長さ方向に試料単板積層材の厚さの 23 倍の長さの長方形状のもの

を 2片ずつ及び縦使い方向の試験用に，厚さはそのままで，幅方向に試料単板積層材の厚さと等倍の

長さ，長さ方向に試料単板積層材の厚さの 23 倍の長さの長方形状のものを 2 片ずつ作製する。ただ

し，平使い方向の試験用の場合に，試料単板積層材の最外層の単板に長さ方向の接着部があるときは，

当該接着部が試験片のほぼ中央に位置するように作製する。なお，試験片は，関係温湿度の条件の中

で質量が一定 になるまで調湿したものを用いることとする。5)

注 24時間間隔で測定した質量差が試験片質量の 0.1 %以下であることをいう。5)

4.9.2 手順

試験は，関係温湿度の条件の中で，図 3 に示す方法によって比例域における上限荷重及び下限荷重，

これらに対応するたわみ並びに最大荷重を測定する。ただし，この関係温湿度の条件の中での試験が

困難な場合には，試験片の調湿後，直ちに試験を行うこととする。なお，設備の都合によって関係温

湿度の条件をつくることが困難な場合又は製造上の理由によって，関係温湿度条件で恒量に達するま

でに長期間を要する場合には，関係温湿度条件によらずに試験を行うことができることとするが，こ

の場合，試験の結果と試験片の含水率の関係等によって関係温湿度条件下における曲げ強さ及び曲げ

ヤング係数が確保されていることが適切に評価できるものであること。

W =
W1 － W2

W2
× 100
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ここで， L： 試験片の長さ

ℓ： スパン（ℓ＝ 21hとする。）

h： 試験片の厚さ

注記 1 両荷重点に等しい荷重をかけるものとし，平均荷重速度は，毎分

14.7 MPa以下とする。

注記 2 平使い方向の試験を行う場合は，試験片の最外層の単板に長さ方

向の接着部があるときは，当該接着部が引張り側（図 3 における

下側）に位置するようにする。

図 3 －曲げ試験の方法

4.9.3 算出方法

式(5)及び(6)によって曲げ強さ及び曲げヤング係数を求める。

…………………………………………………………………………………(5)

……………………………………………………………(6)

ここで， σ： 曲げ強さ（MPa又は N/mm2
）

Eb： 曲げヤング係数（GPa又は N/mm2
）

Pb： 最大荷重（N）
ℓ： スパン（mm）
b： 試験片の幅（mm）（縦使い方向の場合は，試験片の厚さ）

h： 試験片の厚さ（mm）（縦使い方向の場合は，試験片の幅）

ΔP： 比例域における上限荷重と下限荷重との差（N)
Δy： 下限荷重に対応するたわみと下限荷重に対応するたわみとの差（mm）

sb ＝
Pb × ℓ

b × h2

Eb ＝
108 × b × h3 × Δy
23 × ΔP × ℓ 3

h

ℓ

ℓ/3 ℓ/3 ℓ/3

ℓ/2 ℓ/2

L

ダイヤルゲージ

支点

試験片荷重点荷重点
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4.10 めり込み試験

4.10.1 試験片の作製

試験片は，各試料単板積層材から，幅方向及び厚さ方向にそれぞれ 25～ 40 mmの正方形状とし，

長さ方向に幅及び厚さの 3倍以上の直方体のものを，JAS 0701-1 の 5.4 b)により表示を行おうとする

表示の区分及び表示する方向毎に各 2片ずつ作製する。ただし，試験片に直交層がある場合には，試

験片の直交層の構成比及び厚さの割合が，試料単板積層材の直交層の構成比及び厚さの割合を超えな

いこととし，また，単板の構成は中心軸に対して対称であること。なお，試験片は，関係温湿度の条

件の中で質量が一定 になるまで調湿したものを用いることとする。6)

注 24時間間隔で測定した質量差が試験片質量の 0.1 %以下であることをいう。6)

4.10.2 手順

4.10.2.1 試験は関係温湿度の条件の中で図 4 に示す方法によって加力し，荷重及び荷重ブロックの

変位を測定する。試験は一定の荷重速度，又は変形速度で負荷することによって試験片が負荷開始か

ら 1～ 2分で辺長の 5 %の変形が生じるまで行う。比例限度の荷重（P ），辺長の 5 %変形時の荷重P

（P ）を 1 %の精度で測定する。5%

4.10.2.2 変位の測定は，被圧部の全厚さについて，1 %の精度で行う。

4.10.2.3 関係温湿度の条件の中での試験が困難な場合には，試験片の調湿後，直ちに試験を行うこ

ととする。なお，設備の都合によって関係温湿度の条件をつくることが困難な場合又は製造上の理由

によって，関係温湿度条件で恒量に達するまでに長時間を要する場合には，関係温湿度条件によらず

に試験を行うことができることとするが，この場合，試験の結果と試験片の含水率の関係等によって

関係温湿度条件下におけるめり込み強さが確保されていることが適切に評価できるものであること。

単位 mm

ここで， a： 正方形横断面の 1辺の長さ

L： 試験片の長さ

P： 荷重方向

注記 図 4 は縦使い方向の試験図を示す。平使い方向の試験の場合は、積層方向に

加力すること。

P

a

a

a

鋼 板
10

1.5a

L≧ 3a
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図 4 －めり込み試験の方法

4.10.3 算出方法

式(7)によって部分圧縮比例限度を求める。

…………………………………………………………………………………………(7)

ここで， P： 部分圧縮比例限度（MPa又は N/mm2
）c

P ： 比例限度時の荷重（N）p

A： 試験片の断面積（mm2
）

4.11 寸法測定

寸法の測定方法は，次による。

a) 単板積層材の厚さは，次により測定する。

1) 断面が正方形の単板積層材にあっては，図 5 の a，b及び cの 3点で厚さの辺長を 0.1 mmの

単位まで読み取り可能な測定器具で測定し，その平均値を 0.1 mmの単位まで算出する。

2) 断面が長方形の単板積層材にあっては，図 6 の a，b，c，d，e及び fの 6点で厚さの辺長を 0.1
mmの単位まで読み取り可能な測定器具で測定し，その平均値を 0.1 mmの単位まで算出する。

b) 単板積層材の幅は，図 5 又は 6 の Wの辺長を Lの辺長のほぼ中心の位置で，1 mmの単位まで読

み取り可能な測定器具で測定する。

c) 単板積層材の長さは，図 5 又は 6 の Lの辺長を Wの辺長のほぼ中心の位置で，1 mmの単位まで

読み取り可能な測定器具で測定する。

注記 節，その他の欠点が存在する場所は避けて測定すること。

図 5 －製品厚さの測定箇所（正方形）

Pc ＝
Pp
A
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図 6 －製品厚さの測定箇所（長方形）

ここで， L： 製品の長さ

w： 製品の幅

4.12 防虫処理試験

4.12.1 分析用試料の作製

各試料単板積層材から適当な大きさの試験片を 2片ずつ作製し，同一の試料単板積層材から作製し

た 2片の試験片から削り取った木片を混ぜ合わせた後，細かく砕いたものを分析用試料とする。ただ

し，ほう素化合物で処理したものにあっては，更に 100から 105 °Cの恒温乾燥器で全乾したものを

分析用試料とする。

4.12.1.2 吸収量の算出

分析用試料に含有される薬剤を 4.12.1.3 に示す方法によって定量し，式(8)によって薬剤の吸収量を

算出する。

……………………………………………………………………………………………(8)

ここで， A： 薬剤吸収量（kg/m3
）

R： 薬剤含有量（mg）
V： 採取した分析用試料の全乾体積（cm3

）

4.12.1.3 定量方法

4.12.1.3.1 ほう素化合物で処理したもの

4.12.1.3.1.1 試薬の作製

a) カルミン酸溶液 カルミン酸 25 mgに硫酸を加え溶解して，全量を 100 mLとする。

b) 硫酸第 1 鉄溶液 硫酸第一鉄 5 gに 0.5 mol/L硫酸 100 mLを加えて溶解する。

c) ほう酸標準溶液 硫酸デシケーターの中で 5時間乾燥したほう酸 250 mgを 100 mLの全量フラ

スコに量り採り定容とした後，この原液 10 mLを 500 mLの全量フラスコに採り定容とする。

A ＝
R
V
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4.12.1.3.1.2 分析用試料溶液の調製

分析用試料約 1 gを石英ガラス又は無ほう酸ガラス製の 200～ 500 mLの共通すり合わせケルダー

ルトラップ球付き丸底フラスコ（以下“丸底フラスコ”という。）に正確に量り採り，過酸化水素水 15
mL，硫酸 2 mL及びりん酸 2 mLを添加する。次に，これを砂浴上で徐々に加熱し，内容物を分解し、

内容物が黒色になったところで過酸化水素水 5 mLを追加する。この操作を繰り返し，分析用試料が

完全に分解して内容物が透明になり，硫酸白煙が発生するまで濃縮した後放冷する。

その後，丸底フラスコの中の分解液を 200 mLの全量フラスコに移し定容とし，これを分析用試料

溶液とする。

4.12.1.3.1.3 ほう酸の定量

分析用試料溶液 2 mLを 25 mLの全量フラスコに量り採り，塩酸 3滴，硫酸第一鉄溶液 3滴及び硫

酸 10 mLを加えて混合し，25 mLの全量フラスコに共栓を付し水冷した後，カルミン酸溶液 10 mL
を加えて混合する。次に，これを再び水冷し，硫酸で定容とし，45 分間室温で放置した後その一部

を吸収セルに移し，空試験液を対照液として波長 600 nmにおける吸光度を測定する。

4.12.1.3.1.4 検量線の作成

ほう酸標準溶液 0～ 2.0 mLを段階的に全量フラスコに採り，4.12.1.3.1.3 の定量方法と同じく操作

して，ほう酸の濃度と吸光度との関係線を作成して検量線とする。

4.12.1.3.1.5 算出方法

検量線からほう酸の濃度を求め，式(9)によって分析用試料溶液全量中におけるほう酸の量を算出

する。

……………………………………………………………………(9)

ここで， RB： ほう酸含有量（mg）
PB： 検量線から求めたほう酸の濃度（μg/mL）

4.12.1.3.2 フェニトロチオンで処理したもの

4.12.1.3.2.1 フェニトロチオン標準溶液の作製

フェニトロチオン標準品約 100 mgを 200 mLの全量フラスコに正確に量り採り，アセトンで定容

とする。

4.12.1.3.2.2 分析用試料溶液の調製

分析用試料約 1 gを 100 mLの共栓付き三角フラスコに正確に量り採り，ぎ酸 5 mLを加え，試料

に均等に湿潤するまで放置し，トルエン 50 mLを加え，よく振り混ぜ超音波による抽出工程を 30分
間行い，室温で 18時間放置する。次にこれをよく振り混ぜ，ろ過して，200 mLの分液ロートに移す。

更に，これを水で洗浄し，トルエン層のみを 150 mLのなす型フラスコに分取し，ロータリーエバポ

レーターでトルエンを揮散させ，蒸発乾固した抽出物にアセトン 2 mL及びりん酸トリオクチル標準

溶液 2 mLを加えて，これを分析用試料溶液とする。

4.12.1.3.2.3 フェニトロチオンの定量

分析用試料溶液を表 1 を標準としてガスクロマトグラフ（以下“GC”という。）で測定する。

RB ＝
PB × 25 × 100

1000
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表 1 －フェニトロチオンの定量における GC の条件

項目 GC条件

カラム ガラスカラム（内径 3.0 mm，長さ 1 000 mm）
充填剤 25 %シアノエチルメチルシリコンをシラン処理した 60～ 80メッシュのけ

い藻土担体に 3 %コーティングしたもの又はこれと同等の分離性能を有す

るもの

キャリアガス 窒素ガス（内部標準が約 10分後に検出される時間に流量を調整）

カラム温度 180 °C
インジェクション 200 °C
及び検出器温度

検出器 FID
注入量 2 μL

4.12.1.3.2.4 検量線の作成

フェニトロチオン標準溶液 0 ～ 2.0 mLを段階的に採り、りん酸トリオクチル標準溶液 2 mLを加

え、この溶液各 2 μLを 5.3.2.3 の定量方法と同じく操作して、フェニトロチオン及びりん酸トリオク

チルのピーク高さの比と質量比との関係線を作成し検量線とする。

4.12.1.3.2.5 算出方法

クロマトグラムを得た後，フェニトロチオン及びりん酸トリオクチルのピーク高さの比を求め，次

にあらかじめ作成した検量線から質量比を求め，式(10)によって分析用試料溶液全量中におけるフェ

ニトロチオンの量を算出する。

…………………………………………………………………………………(10)

ここで， RF： フェニトロチオン含有量（mg）
λF： 検量線から求めた質量比

mTP： りん酸トリオクチル標準溶液作製時に量り採ったりん酸トリオクチル

の質量（mg）

4.12.1.3.3 ビフェントリンで処理したもの

4.12.1.3.3.1 ビフェントリン標準溶液の作製

ビフェントリン標準品を正確に量り採り，所定濃度に高速液体クロマトグラフ（以下“HPLC”と

いう。）移動相又はそれに準じる溶媒で溶解する。

4.12.1.3.2.2 分析用試料溶液の調製

分析用試料約 1 gを 100 mLの共栓付き三角フラスコに正確に量り採り，ぎ酸 5 mLを加え，試料

に均等に湿潤するまで放置し，トルエン 50 mLを加え，よく振り混ぜ超音波による抽出工程を 30分
間行い，室温で 18時間放置する。次にこれをよく振り混ぜ，ろ過して，200 mLの分液ロートに移す。

更に，これを水で洗浄し，トルエン層のみを 150 mLのなす型フラスコに分取し，ロータリーエバポ

レーターでトルエンを揮散させ，蒸発乾固した抽出物を HPLC移動相又はそれに準じる溶媒 10 mL
に溶解させたものを分析用試料溶液とする。

RF ＝
kF × mTP
100
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4.12.1.3.3.3 ビフェントリンの定量

分析用試料溶液を表 2 の条件を標準として HPLCで測定する。

表 2 －ビフェントリンの定量における HPLC の条件

項目 HPLC条件

カラム 内径 4.6 mm長さ 150 mmのステンレス管にシリカ－ C18（ODS）を充填したも

の又はこれと同等以上の分離能力を有するもの

移動相 CH3CN/H2O＝ 80/20（V/V）
移動相流量 1.0 mL/min
カラム温度 40 °C
測定波長 220 nm
注入量 10 μL

4.12.1.3.3.4 検量線の作成

ビフェントリン標準溶液適正量を正確に採り，所定濃度に HPLC 移動相又はそれに準じる溶媒で

溶解させ，この溶液 10 μLを 4.12.1.3.3.3 の定量方法と同じく操作して，ピーク高さとビフェントリ

ン濃度との関係線を作成し検量線とする。

4.12.1.3.3.5 算出方法

クロマトグラムを得た後，分析用試料溶液全量中におけるビフェントリンの量を算出する。

4.12.1.3.4 シフェノトリンで処理したもの

4.12.1.3.4.1 シフェノトリン標準溶液の作製

シフェノトリン標準品約 100 mgを 200 mLの全量フラスコに正確に量り採り，アセトンで定容と

する。

4.12.1.3.4.2 分析用試料溶液の調製

分析用試料約 5 gを 100 mLの共栓付き三角フラスコに正確に量り採り，ぎ酸 20 mLを加え，試料

に均等に湿潤するまで放置し，トルエン 80 mLを加え，よく振り混ぜ超音波による抽出工程を 30分
間行い，室温で 18時間放置する。次にこれをよく振り混ぜ，ろ過して，200 mLの分液ロートに移す。

更に，これを水で洗浄し，トルエン層のみを 200 mLのなす型フラスコに分取し，ロータリーエバポ

レーターでトルエンを揮散させ，蒸発乾固した抽出物にアセトン 2 mL及びフタル酸ジ（2-エチルヘ

キシル）標準溶液［フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）約 50 mgを 200 mLの全量フラスコに正確に量

り採り，アセトンで定容として作製したものをいう。以下同じ。］2 mLを加えて，これを分析用試料

溶液とする。

4.12.1.3.4.3 シフェノトリンの定量

分析用試料溶液を表 3 の条件を標準として GCで測定する。

表 3 －シフェノトリンの定量における GC の条件

項目 GC条件

カラム ガラスカラム（内径 3.0 mm，長さ 1 000 mm）
充填剤 ジメチルシリコンをシラン処理した 60 ～ 80 メッシュの珪藻土担体に

5 %コーティングしたもの又はこれと同等の分離性能を有するもの
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キャリアガス 窒素ガス，50 mL/min
カラム温度 230 °C→（5 °C/min）→ 300 °C
インジェクション温度 250 °C
検出器温度 300 °C
検出器 FID
注入量 2 μL

4.12.1.3.4.4 検量線の作成

シフェノトリン標準溶液 0～ 2.0 mLを段階的に採り，フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）標準溶液 2
mLを加え，この溶液各 2 μLを 4.12.1.3.4.3 の定量方法と同じく操作して，シフェノトリン及びフタ

ル酸ジ（2-エチルヘキシル）標準溶液のピーク高さの比と質量比との関係線を作成し検量線とする。

4.12.1.3.4.5 算出方法

クロマトグラムを得た後，シフェノトリン及びフタル酸ジ（2-エチルヘキシル）標準溶液のピーク

高さの比を求め，次に検量線から質量比を求め，式(11)によって分析用試料溶液全量中におけるシフ

ェノトリンの量を算出する。

……………………………………………………………………………(11)

ここで， RCy： シフェノトリン含有量（mg）
λCy： 検量線から求めた質量比

mDOP： フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）標準溶液作製時に量り採ったフタル酸

ジ（2-エチルヘキシル）の質量（mg）

4.13 ホルムアルデヒド放散量試験

4.13.1 装置及び器具

装置及び器具は，次による。

a) 分光光度計 分光光度計は，410～ 415 nmの範囲での吸光波長が測定可能なものとする。

注記 50 mm以上の光路長のセルを使用することが望ましい。

b) 恒温水槽 分析に使用する恒温水層は，65±2 °Cに温度を維持することが可能なものとする。

c) 天びん 天びんは，0.1 gの差を読み取れるものとする。

d) アクリルデシケーター アクリルデシケーターは，気密性をもつアクリル樹脂製で内容量が約 40
Lの容器とする。

e) 捕集水容器 水を入れる捕集水容器は，ポリプロピレン又はポリエチレン製で内径 57 mm，高さ

50～ 60 mmのものとする。

f) 全量フラスコ 全量フラスコは，JIS R 3505 に規定するものとする。

g) 全量ピペット 全量ピペットは，JIS R 3505 に規定する全量ピペット又は同等の品質をもつ自動

ピペットとする。

h) ビュレット ビュレットは，JIS R 3505 に規定するビュレット又は自動計量装置とする。

i) 共栓付き三角フラスコ 共栓付き三角フラスコは，JIS R 3503 に規定する共通すり合わせ三角フ

ラスコとする。

RCy ＝
kCy × mDOP

100
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4.13.2 試薬の調製

試薬の調製は，次による。

a) よう素溶液（0.05 mol/L） JIS K 8913 に規定するよう化カリウム 40 gを水 25 mLに溶かし，

これに JIS K 8920 に規定するよう素 13 gを溶かした後，これを全量フラスコ 1 000 mLに移し

入れ，JIS K 8180 に規定する塩酸 3滴を加えた後，水を標線まで加えて調製した溶液。

b) チオ硫酸ナトリウム溶液（0.1 mol/L） JIS K 8637 に規定するチオ硫酸ナトリウム五水和物 26 g
及び JIS K 8625 に規定する炭酸ナトリウム 0.2 gを溶存酸素を含まない水 1 000 mLに溶かし，2
日間放置した後，JIS K 8005 に規定するよう素酸カリウムを用いて，JIS K 8001 の JA.6.4 t) 2)
によって標定を行った溶液。

c) 水酸化ナトリウム溶液（1 mol/L） JIS K 8576 に規定する水酸化ナトリウム 40 gを水 200 mL
に溶かした後，これを全量フラスコ 1 000 mLに移し入れ，水を標線まで加えて調製した溶液。

d) 硫酸溶液（1 mol/L） JIS K 8951 に規定する硫酸 56 mLを水 200 mLに溶かし，これを全量フ

ラスコ 1 000 mLに移し入れ，水を標線まで加えて調製した溶液。

e) でんぷん溶液 JIS K 8659 に規定するでんぷん（溶性）1 gを水 10 mLとよく混和し，熱水 200 mL
中にかき混ぜながら加える。約 1分間煮沸し，冷却した後，ろ過した溶液。

f) ホルムアルデヒド標準原液 JIS K 8872 に規定するホルムアルデヒド液 1 mLを全量フラスコ

1 000 mLに入れ，水を標線まで加えて調製した溶液。

この溶液のホルムアルデヒド濃度は，次の要領によって求める。

上記，ホルムアルデヒド標準原液 20 mLを共栓付き三角フラスコ 100 mLに分取し，a)よう素溶

液 25 mL及び c)水酸化ナトリウム溶液 10 mLを加え，遮光した状態で 15分間室温に放置する。

次いで，d)硫酸溶液 15 mLを加え，遊離したよう素を直ちに b)チオ硫酸ナトリウム溶液で滴定

する。溶液が淡黄色になってから，e)でんぷん溶液 1 mLを指示薬として加え，更に滴定する。

別に水 20 mLを用いて空試験を行い，式(12)によってホルムアルデヒド濃度を求める。

…………………………………………(12)
ここで， C： ホルムアルデヒド標準原液中のホルムアルデヒド濃度(mg/L）

V： ホルムアルデヒド標準原液の 0.1 mol/Lのチオ硫酸ナトリウム

溶液の滴定量（mL）
V0： 空試験における 0.1 mol/Lのチオ硫酸ナトリウム溶液の滴定量

（mL）
f： 0.1 mol/Lのチオ硫酸ナトリウム溶液のファクター

1.5： 0.1 mol/Lのチオ硫酸ナトリウム溶液 1 mLに相当するホルムア

ルデヒド量（mg）

g) ホルムアルデヒド標準溶液 A ホルムアルデヒド標準原液を水 1 000 mL中に 5 mgのホルムアル

デヒドを含むように，全量フラスコ 1 000 mLに適量とり，水を標線まで加えて調製した溶液。

h) ホルムアルデヒド標準溶液 B ホルムアルデヒド標準原液を水 1 000 mL中に 50 mgのホルムア

ルデヒドを含むように，全量フラスコ 1 000 mLに適量とり，水を標線まで加えて調製した溶液。

i) アセチルアセトン－酢酸アンモニウム溶液 JIS K 8359 に規定する酢酸アンモニウム 150 gを
800 mLの水に溶かし，これに JIS K 8355 に規定する氷酢酸 3 mL及び JIS K 8027 に規定するア

C＝ 1.5 × V0 － V × f ×1000 / 20
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セチルアセトン 2 mLを加え，溶液の中で十分混和させ，更に水を加えて調製し，1 000 mLとし

た溶液。なお，直ちに測定ができない場合は，0～ 10 °Cの冷暗所に調整後 3日を超えない間保

管することができる。

4.13.3 試験片

4.13.3.1 試験片の作製

試験片は，各試料単板積層材の幅方向及び長さ方向の端部から原則として 5 cm以上離れた部分で

外層の表裏のいずれかに幅はぎ接着層を含むように，厚さをそのままに，幅方向に 15 cmの長さ，

長さ方向に表面，裏面及び幅方向の切断面の表面積が 450 cm2
となる長さの試験片を 1個ずつ作製し，

ホルムアルデヒドを透過しない自己接着アルミニウムテープ又はパラフィンを用いて，長さ方向の切

断面を密封する。

なお，試験片の厚さが試験容器よりも大きくなる場合には，試験片を同一の形状の複数の試験片に

切断し用いることができるものとする。この場合，切断面も密封するものとする。

4.13.3.2 試験片の養生

同一試料単板積層材から作製した試験片ごとにビニール袋で密封し，その内部温度が 20±1 °Cとな

るように調整された恒温室等で 1日以上養生する。

4.13.4 ホルムアルデヒドの捕集

図 7 に示すように，アクリルデシケーターの底の中央部に 20 mLの蒸留水を入れた捕集水容器を

置き，その上に試験片を設置する。なお，複数の試験片がある場合は，それぞれが接触しないように

支持金具等に固定する。

アクリルデシケーターを，その内部温度が 20±1 °Cとなるように調整された恒温室等に 24時間以

上 24 時間 5 分以内静置して，試験片が放散するホルムアルデヒドを蒸留水に吸収させて試験用溶液

とする。

また，バックグラウンドのホルムアルデヒド濃度を測定するために試験片を入れない状態で上記の

操作を行い，これをバックグラウンド溶液とする。なお，ホルムアルデヒドの捕集，捕集水容器への

蒸留水の挿入及び定量のための蒸留水の取り出し時以外に，空気中のホルムアルデヒドが捕集水容器

に吸着したり，その中の蒸留水に吸収されないよう，捕集水容器に中蓋を付ける。

図 7 －ホルムアルデヒドの捕集

試験片

捕集水容器
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4.13.5 試験用溶液のホルムアルデヒドの濃度測定

試験用溶液のホルムアルデヒド濃度は，アセチルアセトン吸光光度法によって測定する。

4.13.4 の試験用溶液 10 mLを共栓付き三角フラスコに入れ，次に，アセチルアセトン－酢酸アンモ

ニウム溶液 10 mLを加え，軽く栓をして混和する。この共栓付き三角フラスコを，65±2 °Cの水中で 10
分間加温した後，この溶液を室温になるまで遮光した状態で静置する。この溶液を吸収セルにとり，

水を対照として，波長 412 nmで分光光度計で吸光度を測定する。

注記 試験用溶液中のホルムアルデヒド濃度が検量線の範囲を超えた場合には，残った試験用溶液

から 5 mLをとり，4～ 5倍に希釈したものを用いて 4.9.5 に準じて測定することによって希

釈液中のホルムアルデヒド濃度を求めることができる。

4.13.6 検量線の作成

検量線は，想定される試験用溶液の濃度に応じて，ホルムアルデヒド標準溶液 A 又は B を，全量

ピペットで 0 mL，2.0 mL，4.0 mL及び 6.0 mLとり，別々の全量フラスコ 100 mLに入れた後，水を

標線まで加え，検量線作成用ホルムアルデヒド溶液とする。それぞれの検量線作成用ホルムアルデヒ

ド溶液から 10 mLを分取し，4.9.5 の操作を行い，ホルムアルデヒド量と吸光度との関係線を作成す

る。その傾き（F）は，グラフ又は計算によって求める。

4.13.7 算出方法

試験用溶液のホルムアルデヒド濃度は，式(13)によって計算する。

…………………………………………(13)
ここで， G： 試験片のホルムアルデヒド濃度（mg/L）

Ad： 試料溶液の吸光度

Ab： バックグラウンド溶液の吸光度

F： 検量線の傾き（mg/L）
（1/3.75）： ホルムアルデヒド濃度の換算係数

4.14 浸潤度試験

4.14.1 試験片の作製

試験片は，各試料単板積層材の材長の中央部付近において，試料単板積層材そのものの厚さ及び幅

の状態によって，5 mm以上の長さの試験片を 1枚ずつ採取する。

4.14.2 浸潤度の算出

浸潤度は，試験片に含有される薬剤を 4.14.3 に示す方法によって呈色させ，式(14)及び式(15)によ

って算出する。

…………………………………………………………………………(14)

ここで， Pca： 断面積の浸潤度（%）

C ： 試験片の切断面の呈色面積（mm2
）ca

S： 試験片の切断面の面積（mm2）c

Pca ＝
Cca
SC

× 100

G ＝ F × Ad － Ab × 1/3.75



- 75 -

………………………………………………………………………(15)

ここで， P ： 材の表面から深さ 10 mmまでの浸潤度（%）10d

C ： 試験片の材の表面から 10 mmまでの呈色面積（mm2
）10d

S ： 試験片の材の表面から深さ 10 mmまでの面積（mm2
）10d

4.14.3 手順

試験片の切断面を木材保存剤ごとに次に定める方法によって呈色させる。使用する薬品（試薬）に

ついて JISが定められている場合には，当該 JISによるものとする。

4.14.3.1 ほう素・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤で処理されたもの

ブロモフェノールブルー 0.2 gをトルエンに溶解して 100 mLとしたもの又はブロモフェノールブ

ルー 0.1 gをアセトン及びヘキサンを 1:3（V/V）の比率で混合した溶液に溶解して 100 mLとしたも

のを塗布し，又は噴霧することによって，約 5分後に，浸潤部を青色に呈色させる。

4.14.3.2 アゾール・ネオニコチノイド化合物系木材保存剤で処理されたもの

ジチゾン（1,5-ジフェニルチオカルバゾン）0.1 gをアセトン 100 mLに溶解したものを塗布し，又

は噴霧することによって，浸潤部を赤色に呈色させる。なお，当該薬剤の場合には，処理材中に有効

成分と同様に浸潤する亜鉛化合物が含まれており，これが呈色する。

4.15 吸収量試験

4.15.1 試料の作製

各試料単板積層材から 4.14.1 と同様に作製したもの又は 4.14 浸潤度試験によって呈色させたもの

を試験片とし，試験片ごとに，それぞれ図 8 に示す箇所から深さ 10 mm，幅 5 mm以上及び長さ 20 mm
の木片を採取する。同一荷口から採取された木片を全て合わせ，これを細かく砕いて混合した後，全

乾にしたものを試料とする。なお，気乾の状態の試料又は比較的温和な条件で乾燥（例えば 60 °Cで 48
時間乾燥）した試料で分析を行うことも可能とするが，その場合は，同一試料から分離したものから

別途含水率を求め，分析値を全乾質量を基にした値に補正するものとする。

単位：mm

図 8 －吸収量試験における木片採取位置

P10d ＝
C10d
S10d

× 100
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4.15.2 吸収量の算出

試料に含有される薬剤又は主要成分を木材保存剤ごとに 4.15.3 に定める方法によって定量し，式

(16)によって算出する。なお，当該薬剤が複数成分の混合物である場合には，成分ごとに吸収量を求

め，それぞれの合計をもって吸収量とする。

…………………………………………………………………………………………(16)

ここで， A ： 吸収量（kg/m3）b

R ： 木材保存剤含有量（mg）0

V ： 採取した試料の全乾体積（cm3
）0

また，採取した試料の全乾体積は，採取した試験片又は近接した部分から採取した木片から全乾密

度を求め，これを用いて式(17)によって算出する。

…………………………………………………………………………………………(17)

ここで， M： 採取した試料の全乾質量（g）t

D： 全乾密度（g/cm3
）t

4.15.3 手順

4.15.3.1 ほう素・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤で処理されたもの

4.15.3.1.1 ほう素化合物（クルクミン法）

4.15.3.1.1.1 試薬の調製

試薬の調整は次の a)から d)までによってそれぞれ調整する。

a) 炭酸ナトリウム溶液 無水炭酸ナトリウム 10 gを水に溶解して全量を 1 000 mLにしたもの

b) クルクミン溶液 クルクミン（植物製）0.1 gをエタノールに溶解して 400 mLにしたもの

c) しゅう酸アセトン溶液 しゅう酸 50 gをアセトンに溶解して 500 mLとし，ろ過したもの

d) ほう酸標準溶液 硫酸デシケーター中で5時間乾燥したほう酸約 0.5 gを正確に量り採り，水に溶

解して 1 000 mLの全量フラスコで定容としたものをほう酸標準原液とし，使用時にこの原液を

水で 50倍に希釈したもの

4.15.3.1.1.2 試験溶液の調製

試料約 1 gをるつぼ又は蒸発皿に正確に量り採り，炭酸ナトリウム溶液を加えてアルカリ性として，

水浴上でその混合物を乾燥させる。次に，マッフル炉を用いてできる限り低い温度でゆっくり灰化さ

せ，次第に温度を上げて暗い赤熱状態（約 580 °C）とし，それ以上の温度にならないようにする。

放冷した後，灰分を塩酸（1+9）で酸性とした後，100 mLの全量フラスコに移し入れ，水で定容と

したものを試験溶液とする。

4.15.3.1.1.3 検量線の作成

ほう酸標準溶液 0～ 4 mLを，段階的に内径 5 cmのるつぼに正確に量り採り，4.15.3.1.1.4 の定量

方法と同様に操作してほう酸の量と吸光度との関係線を作成し，検量線とする。

4.15.3.1.1.4 定量方法

Ab ＝
R0
V0

V0 ＝
Mt

Dt
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試験溶液 1 mLを内径 5 cmのるつぼに正確に量り採り，炭酸ナトリウム溶液を加えてアルカリ性

とした後，水浴上で蒸発乾固させる。次に，残留物を放冷した後，塩酸（1+4）1 mL，しゅう酸アセ

トン溶液 5 mL及びクルクミン溶液 2 mLを加えて，55±2 °Cの水浴上で 2時間 30分加熱する。これ

を放冷した後，残留物にアセトン 20～ 30 mLを加えて溶出し，ろ過しながら 100 mLの全量フラス

コに入れる。アセトンで容器及び残留物を数回洗い，洗液を合わせてアセトンで定容としたものを試

験溶液とする。試験溶液の一部を吸収セルに移し，空試験溶液を対照液として波長 540 nmにおける

吸光度を測定し，あらかじめ作成した検量線からほう酸の量を求める。試験溶液の吸光度が検量線の

範囲を超える場合には，アセトンで一定量に希釈し，検量線の範囲内に入るように調製して測定する。

4.15.3.1.1.5 木材保存剤含有量の計算方法

4.15.3.1.1.4 によって求めた値から式(18)によって薬剤含有量を算出する。

……………………………………………………(18)
ここで， RBN1： 薬剤含有量（mg）

PBN1： 検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（mg）
MBN1： 試験溶液の希釈倍数

4.15.3.1.2 ほう素化合物（カルミン酸法）

4.15.3.1.2.1 試薬の調製

試薬の調整は次の a)から c)までによってそれぞれ調整する。

a) カルミン酸溶液 カルミン酸 25 mgを硫酸に溶解して，100 mLにしたもの

b) 硫酸第一鉄溶液 硫酸第一鉄（硫酸鉄（Ⅱ）七水和物）5 gを 0.5 mol/L硫酸 100 mLに溶解した

もの

c) ほう酸標準溶液 硫酸デシケーター中で 5時間乾燥したほう酸約 0.25 gを正確に量り採り，水に

溶解して 100 mLの全量フラスコで定容としたものをほう酸標準原液とし，使用時にこの原液を

水で 50倍に希釈したもの

4.15.3.1.2.2 試験溶液の調製

試料約 1 gを石英ガラス製又は無ほう酸ガラス製の 200～ 500 mLの共通すり合わせトラップ球付

き丸底フラスコに正確に量り採り，過酸化水素水 15 mL，硫酸 2 mL及びりん酸 2 mLを添加する。

次に，これを砂浴上で徐々に加熱し，内容物を分解し，内容物が黒色になったところで過酸化水素水 5
mL を追加する。この操作を繰り返し，試料が完全に分解して内容物が透明になり，硫酸白煙が発生

するまで濃縮した後，放冷する。その後，丸底フラスコの中の内容物を 200 mLの全量フラスコに移

し入れ，水で定容としたものを試験溶液とする。

4.15.3.1.2.3 検量線の作成

ほう酸標準溶液 0～ 2 mLを，段階的に 25 mLの全量フラスコに正確に量り採り，それぞれの全量

が 2 mLになるよう水を加えた後，塩酸 3滴，硫酸第一鉄溶液 3滴及び硫酸 10 mLを加えて混合し，

全量フラスコに共栓を付して水冷した後，カルミン酸溶液 10 mLを加えて混合する。次に，これを

再び水冷し，硫酸で定容とし，45 分間室温で放置して，試験溶液とする。試験溶液の一部を吸収セ

ルに移し，空試験溶液を対照液として波長 600 nmにおける吸光度を測定して，ほう酸の濃度と吸光

度との関係線を作成し，検量線とする。

RBN1 ＝ PBN1 × 100 × MBN1
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4.15.3.1.2.4 定量方法

試験溶液 2 mLを 25 mLの全量フラスコに正確に量り採り，4.15.3.1.2.3 と同様に操作して，作成し

た検量線からほう酸の量を求める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には，硫酸で一定

量に希釈し，検量線の範囲内に入るように調製して測定する。

4.15.3.1.2.5 木材保存剤含有量の計算方法

4.15.3.1.2.4 によって求めた値から式(18)によって薬剤含有量を算出する。

4.15.3.1.3 ほう素化合物（高周波融合結合プラズマ（以下“ICP”という。）発光分光法－ 1）
4.15.3.1.3.1 試験溶液の調製

4.15.3.1.2.2 によって分解濃縮した内容物を 100 mLの全量フラスコに移し，内部標準として原子吸

光分析用イットリウム標準原液（1 g/L）1 mLを加えた後，水で定容としたものを試験溶液とする。

4.15.3.1.3.2 検量線の作成

原子吸光分析用ほう素標準原液 1 mLを 100 mLの全量フラスコに正確に量り採ったものと，これ

とは別に 100 mLの全量フラスコを用意し，それぞれに原子吸光分析用イットリウム標準原液（1 g/L）
1 mLを正確に加えた後，水で定容とし，ほう素とイットリウムとの発光強度比から関係線を作成し，

検量線とする。

4.15.3.1.2.3 定量方法

ICP 発光分光分析装置によって，試験溶液の発光強度を表 4 の各成分ごとの測定波長によって測定

し，あらかじめ作成した検量線からほう素の量を求める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える

場合には，検量線の範囲内に入るように試験溶液を調製して測定する。

表 4 －分析成分ごとの波長

単位 nm
成分 測定波長

ほう素 249.773
イットリウム 371.030

4.15.3.1.2.4 薬剤含有量の計算

4.15.3.1.2.3 によって求めた値から式(19)によって薬剤含有量を算出する。

…………………………………………(19)
ここで， RBN3： 薬剤含有量（mg）

PBN3： 検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（mg）
MBN3： 試験溶液の希釈倍数

4.15.3.1.3 ほう素化合物（ICP 発光分光法－ 2）
4.15.3.1.3.1 試験溶液の調製

試料約 0.5 gを石英ガラス製，無ほう酸ガラス製又はテフロン製の 100 mLのサンプル管又はビー

カーに量り採り，濃硝酸 5 mLを添加する。次に，これを砂浴上で 115 °Cに加熱して内容物の分解

を開始し，内容物から暗褐色の煙が上がってきたところで過酸化水素水 1 mLを添加する。この操作

を繰り返し，試料が完全に分解して内容物が透明になった後，放冷する。その後，サンプル管又はビ

RBN3 ＝ PBN3 × 5.718 × 100 × MBN3
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ーカーの中の内容物を 200 mLの全量フラスコに移し入れ，内部標準として原子吸光分析用イットリ

ウム標準原液（1 g/L）1 mLを加えた後，水で定容としたものを試験溶液とする。

4.15.3.1.3.2 検量線の作成

4.15.3.1.2.2 に同じ。

4.15.3.1.3.3 定量方法

4.15.3.1.2.3 に同じ。

4.15.3.1.3.4 薬剤含有量の計算

4.15.3.1.2.4 に同じ。

4.15.3.1.4 DDAC
4.15.3.1.4.1 試薬の調製

試薬の調整は次の a)から f)までによってそれぞれ調整する。

a) DDAC 標準溶液 DDAC0.1 gを正確に量り採り，水に溶解し，1 000 mLの全量フラスコで定容

としたもの

b) 検量線用標準溶液 DDAC標準溶液 0～ 4 mLを段階的にビーカーに量り採り，それぞれについ

て塩酸－エタノール混液 2 mLを加えた後，水を加えて約 40 mLとし，1 mo/L水酸化ナトリウ

ム溶液数滴を加えて，万能 pH試験紙による pHを約 3.5としたもの

c) 塩酸－エタノール混液 塩酸（35 %）3 mLにエタノールを加えて 100 mLとしたもの

d) 1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液 水酸化ナトリウム 4 gを水に溶解して 100 mLとしたもの

e) pH3.5 の緩衡液 0.1 mol/L酢酸水溶液及び 0.1 mol/L酢酸ナトリウム水溶液を 16:1（V/V）の比

率で混合したもの又は酢酸 5.45 gと酢酸ナトリウム 0.66 gを水に溶解して 1 Lとしたもの

f) オレンジⅡ溶液 オレンジⅡ（p-β-ナフトール・アゾベンゼンスルフォン酸）0.1 gを水に溶解し

て 100 mLとしたもの

4.15.3.1.4.2 試験溶液の調製

試料約 1 gを球管冷却器付き 300 mLの平底フラスコに正確に量り採り，塩酸－エタノール混液 50
mLを加えて湯浴上で3時間煮沸する。放冷した後，抽出物を吸引ろ過するとともに，木粉を約 30 mL
のエタノールで洗浄する。ろ液を 100 mLの全量フラスコに移し，エタノールで定容としたものを試

験溶液とする。

4.15.3.1.4.3 検量線の作成

あらかじめ，pH3.5の緩衡液 10 mL，オレンジⅡ溶液 3 mL，塩化ナトリウム 5 g及びクロロホルム

20 mLを入れた 100 mLの分液ロートに検量線用標準溶液を加える。約 5分間振とうした後，約 30
分間静置してクロロホルム層と水層との分離を待った後，クロロホルム層の一部を採り，少量の硫酸

ナトリウム（無水）を加えて脱水し，波長 485 nmにおける吸光度を測定して検量線を作成する。

4.15.3.1.4.4 定量方法

4.15.3.1.4.3 で調製した試験溶液のうちから，DDACとして 0.4 mg以下を含む量を正確に量り採り，

100 mLのビーカーに入れ，水を加えて約 40 mLとした後，1 mol/L水酸化ナトリウム溶液数滴を加

えて，万能 pH試験紙による pHを約 3.5とし，これを試験溶液とする。

あらかじめ，pH3.5の緩衝液 10 mL，オレンジⅡ溶液 3 mL，塩化ナトリウム 5 g及びクロロホルム

20 mLを入れた 100 mLの分液ロートに，試験溶液を加える。約 5分間振とうした後，約 30分間静

置してクロロホルム層と水層との分離を待った後，クロロホルム層の一部を採り，少量の硫酸ナトリ

ウム（無水）を加えて脱水し，波長 485 nmにおける吸光度を測定し，検量線から DDACの量を求め
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る。

4.15.3.1.4.5 木材保存剤含有量の計算方法

4.15.3.1.4.4 によって求めた値から次の式(20)によって薬剤含有量を算出する。

……………………………………………………………(20)

ここで， RDC1： 薬剤含有量（mg）
PDC1： 検量線から求めた DDACの量（mg）
VDC1： 試験溶液の採取量（mL）

4.15.3.1.5 アゾール・ネオニコチノイド化合物系木材保存剤で処理されたもの

4.15.3.1.5.1 シプロコナゾール（HPLC 法）

a) 試薬等の調製

試薬の調整は次の 1)から 5)までによってそれぞれ調整する。

1) シプロコナゾール標準溶液 シプロコナゾール標準品（純度 95 %以上で既知のもの）約 0.05 g
を正確に量り採り，表 23に定める比率で調製した移動相に溶解して 100 mLの全量フラスコ

で定容としたもの

2) 100mM りん酸緩衝液（pH2.1） りん酸二水素ナトリウム二水和物 7.8 g及びりん酸（85 %）3.4
mLを水に溶解して 1 000 mLの全量フラスコで定容としたもの

3) メタノール－アンモニア混液 A メタノール及び 1 mol/Lアンモニア水を 20:80（V/V）の比率

で混合したもの

4) メタノール－アンモニア混液 B メタノール及び 28 %アンモニア水を 95:5（V/V）の比率で混

合したもの

5) 固相抽出カートリッジ 強陽イオン交換基としてスルホン基が導入されたジビニルベンゼン

-N-ビニルピロリドン共重合体あるいはそれと同等の保持能力を持つ物を担体とするものであ

ること。また，担体の充填量は 1.0 meq/gが 60 mg以上充填されている場合に相当する量であ

ること。

b) 試験溶液の調製

試料約 1 gを共栓付き三角フラスコ等のメタノールに対する耐性を有する密栓可能な容器に正確に

量り採り，メタノール 20 mLを加えて栓をし，30分ごとによく振り混ぜながら超音波による抽出工

程（水温は約 30～ 40 °Cとする。）を 2時間行う。静置した後，抽出物を吸引ろ過し，木粉を約 5 mL
のメタノールで洗い込み，洗液をろ液と共に回収する。得られたろ液はメタノールを用いて 25 mL
に定容としたものを抽出溶液とする。

抽出溶液 25 mLのうち，予想されるシプロコナゾール濃度に応じて 1～ 5 mLを分取し，ロータリ

ーエバポレーターに装着して 45 °Cの湯浴上で減圧しながら留去する。残さを表 5 に定める比率で調

製した移動相に溶解しながら 1～ 5 mLに定容したものを試験溶液とする。

なお，この試験溶液による分析で，木材成分などの影響によって，シプロコナゾールのピークが不

明確な場合にあっては，以下による抽出（固相抽出法）を更に行い，それを試験溶液とする。

抽出溶液 25 mLのうち 5 mLを分取し，事前にメタノール 2 mL及び水 2 mLで洗浄した固相抽出

カートリッジに導入する。ただし，HPLC 分析においてシプロコナゾールのピーク高さが検量線の範

R D C 1 = P D C 1 ×
V D C 1

1 0 0
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囲を超えた場合は，導入量を 5 mL以下で行う。また，シプロコナゾールの濃度が低い場合は，抽出

溶液 25 mLのうち 5 mLを超える量を固相抽出してよいが，その場合は，溶液を濃縮し，メタノール 5
mLで溶解，導入するものとする。

この固相抽出カートリッジを，メタノール 3 mL及びメタノール－アンモニア混液 A3 mLで洗浄

した後，メタノール－アンモニア混液 B5 mLで溶出する。

その後，溶出した液をロータリーエバポレーターに装着して 45 °Cの湯浴上で減圧しながら留去す

る。残さを表 5 に定める比率で調製した移動相に溶解しながら 1 mLに定容したものを試験溶液とす

る。

c) 検量線の作成

シプロコナゾール標準溶液をアセトニトリル，100 mMりん酸緩衝液（pH2.1）及び水 50:10:40
（V/V/V）の比率で混合した溶液で段階的に 1～ 20 μg/mLになるよう調製した後，HPLC専用フィル

タでろ過したものを HPLCで測定し，濃度とピーク面積によって検量線を作成する。

d) 定量方法

試験溶液を HPLC 専用フィルタでろ過し，表 5 に掲げる条件を標準として HPLC で測定して作成

した検量線からシプロコナゾールの量を求める。ただし，カラムの内径等の変更，それに伴うアセト

ニトリルの割合や流量等の変更は可能とする。

表 5 －シプロコナゾールの定量の HPLC の条件

項目 HPLCの条件

カラム ODS系カラム（I.D：4.6 mm，L：150 mm）
移動相 アセトニトリル：100 mM りん酸緩衝液（pH2.1）：水＝ 50：10：40（V/V/V）
移動相流速 1.0 mL/min
カラム温度 40 °C
測定波長 220 nm（UV検出器）

注入量 10 µL

e) 木材保存剤含有量の計算方法

d)によって求めた値から式(21)によって木材保存剤含有量を算出する。

………………………………………………(21)
ここで， RCE1： 薬剤含有量（mg）

PCE1： 検量線から求めたシプロコナゾールの濃度（µg/mL）
XCE1： 抽出定容した 25 mLの溶液から分取した試料量（mL）。ただし，固相

抽出を用いた場合は，固相抽出に供した量とする。

YCE1： 抽出液から分取した試料を濃縮乾固した残さを溶解した移動相量（mL）
4.15.3.1.5.2 シプロコナゾール（GC 法）

a) 試薬等の調製

試薬の調整は次の 1)から 3)までによってそれぞれ調整する。

1) シプロコナゾール標準溶液 4.15.3.1.5.1 a) 1)に同じ。ただし，“表 6 に定める比率で調製した

移動相”とあるのは，“アセトン”と読み替えるものとする。

2) 酢酸エチル－シクロヘキサン溶液 酢酸エチル及びシクロヘキサンを 2:3（V/V）の比率で混

RCE1 ＝ PCE1 × YCE1 / XCE1 × 25 / 1000
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合したもの

3) シリカゲルミニカラム 使用時に酢酸エチル 10 mLで洗浄した後，更にトルエン 10 mLで洗

浄したもの

b) 試験溶液の調製

試料約 1 gを 200 mLのナス型フラスコに正確に量り採り，水 10 mLを加えて 30分間膨潤させる。

この試料にアセトン 50 mLを加えて 30分間振とうしながら抽出し，抽出物を吸引ろ過するとともに，

試料を約 50 mLのアセトンで洗い込む。ろ紙上の試料を再度 200 mLのナス型フラスコに移し，水 10
mL及びアセトン 50 mLを加えて上記の抽出操作を行う。ろ液をロータリーエバポレーターに装着し

て 40 °Cの湯浴上で減圧しながら，おおむね 10 mLになるまで濃縮する。これに水を加えて約 20 mL
とする。これをけい藻土カラムに加え，10 分間保持する。けい藻土カラムに注射器を取り付け，ト

ルエン 120 mLを加えて溶出させる。溶出液をロータリーエバポレーターに装着して 40 °Cの湯浴上

で減圧しながら留去する。残さをトルエン 10 mLで溶解し，10 mL容注射器を取り付け洗浄を終え

たシリカゲルミニカラムに 10 mL/minの速度でこれを通液する。同様に，酢酸エチル－シクロヘキ

サン溶液 5 mLを通液した後，これを酢酸エチル 10 mLで溶出し，溶出液をロータリーエバポレータ

ーに装着して 40 °Cの湯浴上で減圧しながら留去する。残さをアセトンで溶解しながら 5 mLに定容

したものを試験溶液とする。

c) 検量線の作成

シプロコナゾール標準溶液をアセトンで段階的に 10～ 50 µg/mLになるよう調製した後，GCで測

定し，検量線を作成する。

d) 定量方法

試験溶液を，表 6 に掲げる条件を標準として作成した検量線からシプロコナゾールの量を求める。

表 6 －シプロコナゾールの定量の GC の条件

項目 GCの条件

カラム 5 %フェニルメチルポリシロキサンを 0.25 μmコーティングした溶融シ

リカキャピラリカラム（I.D：0.32 mm，L：30 m）
分析条件 60 °C，1 min→（20 °C/min）→ 240 °C，10 min→（20 °C/min）→ 260 °C
注入法 インジェクション

注入口温度 250 °C
メイクアップガス He 30 mL/min
キャリアガス He 2 mL/min又は 45cm/s
燃焼ガス 水素 30 mL/min，空気 370 mL/min
検出器 FID
注入量 2 μL

e) 木材保存剤含有量の計算方法

d)によって求めた値から式(22)によって木材保存剤含有量を算出する。

………………………………………………………………………(22)
ここで， RCE2： 薬剤含有量（mg）
RCE2 = PCE2 × 5
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PCE2： 検量線から求めたシプロコナゾールの量（mg）

4.15.3.1.5.3 イミダクロプリド（HPLC 法－ 1）
a) イミダクロプリド標準溶液の調製

イミダクロプリド標準品（純度 95 %以上で既知のもの）約 0.05 gを正確に量り採り，エタノール

に溶解して 50 mLの全量フラスコで定容としたもの。

b) 試験溶液の調製

試料約 5 gを共栓付き三角フラスコに正確に量り採り，ジメチルスルホキシド（DMSO）5 mLを

試料全体に滴下した後，エタノール 50～ 100 mLを加えて栓をし，1時間ごとによく振り混ぜながら

超音波による抽出工程（水温は約 40 °Cとする。）を 3時間行う。静置した後，抽出物を吸引ろ過す

るとともに，木粉を約 30 mLのエタノールで洗い込む。ろ液をロータリーエバポレーターに装着し

て 45 °Cの湯浴上で減圧しながら，おおむね 5 mLになるまで濃縮する。これを少量のエタノールで

溶解した後，25 mLの全量フラスコに移し，エタノールで定容としたものを試験溶液とする。

c) 検量線の作成

イミダクロプリド標準溶液を段階的に 5～ 50 μg/mLになるよう調製し（ただし，試験溶液の濃度

が検量線から外れる場合には，検量線の濃度を調製することができる。），HPLC 専用フィルタでろ過

したものを HPLCで測定し，検量線を作成する。

d) 定量方法

試験溶液を HPLC 専用フィルタでろ過し，表 7 に掲げる条件を標準として HPLC で測定して作成

した検量線からイミダクロプリドの量を求める。

表 7 －イミダクロプリドの定量における HPLC － 1 の条件

項目 HPLCの条件

カラム ODS系カラム（I. D：4.6 mm，L：150 mm）
移動相 アセトニトリル：水＝ 60：40（V/V）
移動相流速 1.0 mL/min
カラム温度 40 °C
測定波長 271 nm（UV検出器）

注入量 10 µL

e) 木材保存剤含有量の計算方法

d)によって求めた値から式(23)によって木材保存剤含有量を算出する。

…………………………………………………………………………(23)
ここで， RID1： 薬剤含有量（mg）

PID1： 検量線から求めたイミダクロプリドの濃度（mg/mL）

4.15.3.1.5.4 イミダクロプリド（HPLC 法－ 2）
a) 試薬の調製

試薬の調整は次の 1)から 3)までによってそれぞれ調整する。

RID1 = PID1 × 5
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1) イミダクロプリド標準溶液 4.15.3.1.5.3 a) 1)に同じ。ただし，“エタノール”とあるのは，“ア

セトニトリルと水を 1:1（V/V）の比率で混合した溶液”と読み替えるものとする。

2) ギ酸アンモニウム緩衝液 59.5 mmolギ酸 2.74 g及び 40.5 mmolギ酸アンモニウム 2.55 gを水

に溶解して 1 000 mLの全量フラスコで定容としたもの

b) 試験溶液の調製

試料約 1 gを共栓付き三角フラスコ等密栓可能なガラス製容器に正確に量り採り，アセトニトリル

20～ 30 mLを正確に加えて栓をし，時々振りませながら超音波による抽出工程（水温は約 40 °Cを

とする。）を 2 時間行う。水温の上昇や超音波洗浄器の過熱を避けるため，超音波照射を複数回に分

け照射時間の合計を 2時間としてもよい。その後，ガラス製容器を超音波洗浄器から取り出し，室温

下で静置する。静置後，上澄液をアセトニトリルに対する耐性を有するシリンジフィルター等を用い

てろ過したものを抽出溶液とする。

抽出溶液のうち 1～ 5 mLを分取しロータリーエバポレーター等を用いて減圧濃縮乾固する。この

際，抽出溶液の加温は 45 °C以下とする。濃縮後の残さをアセトニトリルと水を 1:1（V/V）の比率

で混合した溶液 1～ 5 mLに溶解したものを試験溶液とする。

なお，この試験溶液による分析で，木材成分などの影響によって，イミダクロプリドのピークが不

明確な場合等にあっては，以下による精製（分散型固相抽出法）を更に行い，それを試験溶液とする。

抽出溶液のうち約 6 mLを 1 200 mgの硫酸マグネシウム，400 mgの PSAが入った 15 mLのプラ

スチック製スピッツバイアルに加えたのち密栓する。バイアルを 30 秒間激しく振り混ぜた後，1 時

間静置する。1～ 3 mLの上澄液を分取し，減圧濃縮乾固する。濃縮後の残さを，アセトニトリルと

水を 1:1（V/V）の比率で混合したもの 1～ 3 mLに溶解し，HPLC専用フィルタでろ過したものを試

験溶液とする。

c) 検量線の作成

イミダクロプリド標準溶液をアセトニトリルと水を 1:1（V/V）の比率で混合した溶液で検量線の

直線性が確保される濃度範囲（例えば 0.5～ 50 μg/mLの濃度範囲）で段階的に調製した後，HPLC
専用フィルタでろ過したものを HPLCで測定し，検量線を作成する。

d) 定量方法

試験溶液を，表 8 に掲げる条件を標準として HPLC で測定し，作成した検量線からイミダクロプ

リドの量を求める。HPLC の条件はイミダクロプリドの保持時間以降に有機溶媒比率を上げ，きょう

雑物をカラム中よって除去するためグラジエント分析とする。記載のグラジエント条件は一例であり，

分析に影響のない範囲での変更は可能とするが，イミダクロプリドの保持時間までは移動相（A）を

100 %で通液するものとする。分析を行う上で支障がなければ，表 8 の移動相組成にある“ギ酸アン

モニウム緩衝液”を“水”として実施してもよいこととする。ただし，カラムの内径等の変更，それ

に伴う移動相（A）のアセトニトリルの割合や流量等の変更は可能とする。

表 8 －イミダクロプリドの定量における HPLC － 2 の条件

項目 HPLCの条件

カラム ODS系カラム（粒子径 3 μm，I.D：3 mm，L：150 mm）
移動相 (A)アセトニトリル：水：ギ酸アンモニウム緩衝液（100 mM，pH3.5）＝ 20

：70：10
(B)アセトニトリル：ギ酸アンモニウム緩衝液＝ 90：10
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グラジエント分析 0－ 13分 A：100 %，B：0 %
13－ 14分 A：100 %→ 0 %，B：0 %→ 100 %
14－ 29分 A：0 %，B：100 %
29－ 30分 A：0 %→ 100 %，B：100 %→ 0 %
30－ 45分 A：100 %，B：0 %

移動相流速 0.4～ 0.6 mL/min
カラム温度 40 °C
測定波長 271 nm（UV検出器）

注入量 10 μL

e) 木材保存剤含有量の計算方法

d)によって求めた値から式(24)によって木材保存剤含有量を算出する。

………………………………………………………………(24)
ここで， RID2： 薬剤含有量（mg）

PID2： 検量線から求めたイミダクロプリドの濃度（mg/mL）
X： 抽出溶液から分取した量（mL）。ただし，分散型固相抽出を用いた場

合は，採取した上澄液の量（mL）とする。

Y： 抽出溶液から分取した溶液を濃縮乾固した残さを溶解したアセトニト

リルと水を 1:1（V/V）の比率で混合した溶液量（mL）。ただし，分

散型固相抽出を用いた場合は，採取した上澄液を濃縮乾固した残さを

溶解したアセトニトリルと水を 1:1（V/V）の比率で混合した溶液量

（mL）とする。

Z： 木材からの抽出に用いたアセトニトリル量（mL）

RID2 = PID2 × Y / X × Z


